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序
章

オットー・フォン・ギールケの政治共同体像(1)

オ
ツ
ト

l
・
フ
ォ
ン
・
ギ

l
ル
ケ
(
お
土
ム
お
ご
は
、
周
知
の
と
お

り
、
ド
イ
ツ
(
ゲ
ル
マ
ン
)
的
団
体
法
が
ロ

l
マ
法
の
継
受
以
来
抑
圧
さ

れ
て
き
た
と
し
、
ド
イ
ツ
(
ゲ
ル
マ
ン
)
的
団
体
法
の
復
活
を
主
張
し
た

私
法
学
者
で
あ
る
が
、
そ
の
団
体
思
想
は
当
時
に
お
い
て
、
今
日
の
私
法

(1) 

の
枠
を
越
え
た
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
実
際
に
ギ
l
ル
ケ
は
、
国
法
学
の

(

2

)

(

3

)

 

分
野
に
お
い
て
も
著
作
を
多
数
残
し
て
お
り
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
や

(4) 

『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
な
ど
を
?
っ
じ
て
、
政
治
論
に
つ
い
て
も
著
作
を

残
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
こ
こ
で
い
う
団
体
思
想
と
は
、

「
有
機
的
」
団
体
と
し
て
の
団
体
自
身
が
も
っ
固
有
の
価
値
を
強
調
す
る

思
想
で
あ
り
、
「
団
体
主
権
論
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
団
体
実
在
論
の
こ
と
で

あ
る
。
ギ
l
ル
ケ
は
、
こ
の
よ
う
な
団
体
構
築
の
為
の
「
団
体
法
論
」
を

強
く
主
張
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
主
張
は
当
時
に
お
い
て
、
単
に
法
学

上
・
経
済
上
の
問
題
に
還
元
し
尽
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
政
治
的
な

(5) 

ア
ピ
ー
ル
を
持
つ
も
の
で
も
あ
っ
た
。
実
際
に
ギ

l
ル
ケ
の
団
体
法
論
は
、

F
-
w
-
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
を
通
じ
て
イ
ギ
リ
ス
に
輸
入
さ
れ
、
多
元
的
国

(6) 

家
論
の
一
つ
の
源
泉
と
も
な
っ
て
お
り
、
西
洋
政
治
思
想
史
・
西
洋
政
治

(7) 

史
の
文
脈
に
お
い
て
も
重
要
性
が
高
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う

な
文
脈
に
お
け
る
、
一
九
世
紀
後
半
ド
イ
ツ
政
治
思
想
史
お
よ
び
多
元
的

国
家
論
の
系
議
的
研
究
の
準
備
作
業
と
し
て
、
従
来
必
ず
し
も
正
面
か
ら

取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
ギ
l
ル
ケ
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
お
よ

び
「
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
三
巻
を
中
心
に
、
ギ
l
ル
ケ
が
提
示
し
た
政

治
共
同
体
像
を
内
在
的
に
明
ら
か
に
し
、
ギ
l
ル
ケ
団
体
思
想
の
新
た
な

側
面
に
光
を
あ
て
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
い
。
そ
の
際
、
垂
直
的
関
係
と

し
て
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
原
理
と
水
平
的
関
係
と
し
て
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
原
理
と
の
調
和
(
高
次
に
お
け
る
融
合
)
と
し
て
説
明
さ
れ
る
団
体

人
格
論
(
法
人
論
)
と
、
そ
れ
と
一
見
矛
盾
す
る
ギ
l
ル
ケ
に
よ
る
自
然

法
論
の
積
極
的
評
価
と
に
注
目
し
、
ギ
l
ル
ケ
が
、
両
者
の
統
合
を
い
か

に
し
て
成
し
遂
げ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

先
行
研
究
の
概
観

ギ
l
ル
ケ
の
国
法
学
・
政
治
学
と
か
か
わ
る
比
較
的
最
近
の
先
行
研
究

(

8

)

(

9

)

(

日
)

と
し
て
は
、

E
-
w
・
ベ
ツ
ケ
ン
フ
エ
ル
テ
や
村
上
淳
一
、
西
村
稔
な
ど
、

主
と
し
て
法
制
史
の
分
野
に
お
け
る
研
究
が
主
流
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の

ド
イ
ツ
法
制
史
の
文
脈
に
お
い
て
、
ギ
l
ル
ケ
は
、
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ヤ
フ

(
日
)

ト
説
の
擁
護
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ

ャ
フ
ト
説
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
中
世
国
家
論
争
」
に
お
い
て
、
当
時
の
ド

イ
ツ
国
制
史
学
の
主
流
派
で
あ
っ
た

p
・ロ

l
ト
や

R
・
ゾ

l
ム、

H
-

北法53(5・173)1351



研究ノート

ブ
ル
ン
ナ
l
、

G
・
v
-
ベ
ロ
ウ
た
ち
ロ
マ
ニ
ス
テ
ン
が
、
ゲ
ル
マ
ン
古

代
・
中
世
初
期
へ
機
構
と
し
て
の
国
家

(
H
近
代
主
権
国
家
)
を
読
み
込

ん
で
い
た
こ
と
に
反
対
し
、
ゲ
ル
マ
ン
古
代
・
中
世
初
期
の
国
家
は
、
自

由
人
に
よ
る
平
等
な
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
で
あ
っ
た
と
主
張
す

る
学
説
の
こ
と
で
あ
る
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
説
の
代
表
的
な
理
論
家

と
し
て
は
、

J
・
メ

l
ザ
ー
や
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
、
民
叶
『
・
ヴ
エ
ル
カ

l
、

(ロ)

G
・
ヴ
ア
イ
ツ
な
ど
が
い
た
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
ヴ
エ
ル
カ

l
は
、
フ

ラ
ン
ス
革
命
後
の
復
古
主
義
に
対
し
当
時
の
世
襲
貴
族
を
否
認
す
る
と
い

う
自
由
主
義
者
と
し
て
の
実
践
的
立
場
か
ら
、
ゲ
ル
マ
ン
古
代
に
お
け
る

(
日
)

原
初
貴
族
の
存
在
を
否
認
す
る
な
ど
、
や
は
り
自
分
た
ち
の
生
き
て
い
る

時
代
の
要
請
を
前
提
と
し
て
歴
史
解
釈
を
行
う
と
い
う
「
時
代
拘
束
性
」

(
凶
)

(
ベ
ツ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
)
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ベ
ツ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
は
、
こ
の
よ
う
な
一
九
世
紀
国
制
史
研
究
の
文
脈

に
お
い
て
ギ

1
ル
ケ
が
、
ロ
マ
ニ
ス
テ
ン
の
国
制
史
理
解
も
ヴ
エ
ル

カ
l
・
ヴ
ア
イ
ツ
た
ち
の
国
制
史
理
解
も
、
共
に
近
代
国
家
概
念
を
古

代
・
中
世
に
持
ち
込
む
と
い
う
過
ち
を
犯
し
て
い
る
と
批
判
し
た
点
を
高

く
評
価
す
る
。
つ
ま
り
ギ

i
ル
ケ
は
、
ゲ
ル
マ
ン
古
代
に
お
け
る
ゲ
ノ
ツ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
原
理
の
存
在
を
強
調
し
つ
つ
、
同
時
に
そ
れ
と
対
立
す
る

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
原
理
の
形
成
を
認
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
古
代
の
国
制
を

そ
の
構
造
に
適
し
た
形
で
把
握
す
る
た
め
の
枠
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
に

(
日
)

成
功
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
ギ

l
ル
ケ
は
、
こ
の
よ
う
に
近
代

的
な
国
法
概
念
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
古
代
・
中
世
に
持
ち
込
む
こ
と
の
方
法

論
上
の
問
題
を
鋭
く
自
覚
し
て
い
な
が
ら
、
そ
の
問
題
性
を
完
全
に
克
服

(
同
)

で
き
た
わ
け
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
不
分
離
で
あ
っ

た
概
念
の
分
離
の
結
果
と
し
て
近
代
概
念
を
捉
え
、
「
混
合
状
態
」
と
し

て
の
中
世
法
を
、
公
法
的
か
私
法
的
か
と
い
う
現
代
的
な
基
準
で
計
測
し

(
げ
)

て
お
り
、
同
じ
問
題
を
抱
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ド
イ

北法53(5・174)1352

ツ
中
世
田
家
論
争
と
そ
れ
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
ゲ
ル
マ
ン
・
イ
デ

(

凶

)

(

ゆ

)

オ
ロ
ギ

l
の
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
の
過
程
と
し
て
の
概
念
史
研
究
の
文
脈

に
お
い
て
、
ギ

1
ル
ケ
は
、
「
時
代
拘
束
性
」
の
問
題
性
に
気
づ
き
な
が

ら
結
局
そ
の
拘
束
を
抜
け
き
れ
ず
、
よ
り
強
固
な
ゲ
ル
マ
ン
・
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
形
成
に
寄
与
し
た
逆
説
的
な
思
想
家
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ベ
ッ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
に
代
表
さ
れ
る
、
以
上
の
よ
う
な
ド
イ

ツ
法
制
史
の
文
脈
に
お
け
る
ギ

l
ル
ケ
の
位
置
づ
け
は
、
基
本
的
に
承
認

で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
よ
り
具
体
的
な
ギ
!
ル
ケ
国
家
論
の
性
格
付
け

に
つ
い
て
は
、
論
者
に
よ
っ
て
対
立
が
あ
り
、
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
の
目
的
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
問
題
を
め

ぐ
る
ベ
ツ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
、
村
上
、
西
村
三
者
の
見
解
を
瞥
見
し
て
お
き

た
い
。
ま
ず
、
ベ
ツ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
の
主
張
は
、
次
の
二
点
に
要
約
で
き

る
。
第
一
に
、
ギ

l
ル
ケ
を
あ
く
ま
で
中
世
的
「
政
治
社
会
」
の
再
生
を



オットー・フォン・ギールケの政治共同体像(1)

(
初
)

意
図
し
た
思
想
家
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
ギ

l
ル
ケ

の
意
図
は
、
ピ
ス
マ
ル
ク
が
国
民
自
由
党
と
同
盟
し
、
自
由
主
義
的
経
済

社
会
の
建
設
が
と
め
ど
な
く
は
じ
ま
り
、
国
家
と
社
会
の
二
元
主
義
が
ま

す
ま
す
進
ん
で
い
く
当
時
の
政
治
的
・
社
会
的
現
実
を
前
に
対
抗
力
を
失

(
幻
)

ぃ
、
ギ

i
ル
ケ
は
時
代
に
追
い
抜
か
れ
て
し
ま
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
自
由
主
義
的
君
主
制
的
立
憲
国
家
へ
向
か
う
、
統
一
と
自
由
、

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
進
歩
と

い
う
ド
イ
ツ
国
制
史
像
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
完
成
体
と
し

(
幻
)

て
の
第
二
帝
政
は
、
歴
史
的
に
根
本
的
な
正
当
性
を
獲
得
す
る
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
歴
史
哲
学
的
な
正
当
化
の
帰
結
と
し
て
第
二
帝
政
を
承
認
し
た

こ
と
に
よ
り
、
第
二
帝
政
成
立
以
後
の
ギ

l
ル
ケ
は
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法

論
』
第
一
巻
に
お
い
て
保
持
し
て
い
た
政
治
性
を
失
い
、
政
治
的
中
立
化

と
い
う
時
代
状
況
と
と
も
に
、
ギ

1
ル
ケ
の
団
体
理
論
は
、
理
論
上
の
問

(
幻
)

題
に
縮
小
・
抽
象
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
議
論
に
対
し
村
上
は
、
当
時
の
社
会
経
済
的
基
盤
か
ら
、

(μ) 

ギ
i
ル
ケ
の
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
論
を
分
析
す
る
必
要
性
を
説
き
、
一

九
世
紀
ド
イ
ツ
の
協
同
組
合
運
動
と
の
関
係
か
ら
、
ギ

l
ル
ケ
国
家
論
の

特
徴
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
は
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一

巻
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
ギ
l
ル
ケ
に
よ
る
協
同
組
合
運
動
へ
の
評

価

(
u
o
m
T
5出
R
)
に
基
づ
き
つ
つ
、
ギ

l
ル
ケ
の
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ヤ

フ
ト
説
は
、
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
以
来
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
説
の
単
な
る

(
お
)

承
継
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
つ
ま
り
ギ

l
ル
ケ
は
、
資
本
主
義
の
発
展
に
伴
う
小
手
工
業
者
や
小
農
の
無
産
階
級

化
と
い
う
社
会
問
題
の
発
生
を
、
民
族
の
運
命
を
決
す
る
大
問
題
と
見
た

上
で
、
そ
の
解
決
と
し
て
の
協
同
組
合
運
動
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い

(
お
)

る
と
い
う
。
ギ

l
ル
ケ
の
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
説
は
、
近
代
的
大
企
業

H

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
、
協
同
組
合
リ
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
い
う
図
式
を

提
示
し
、
そ
こ
に
原
始
時
代
以
来
の
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
の
相
克
の
再
生
産
を
見
た
上
で
、
民
族
の
破
局
を
打
開
す
る
も
の
と

し
て
の
協
同
組
合
運
動
へ
の
期
待
を
表
明
し
、
現
実
の
協
同
組
合
運
動
を

(
幻
)

正
当
化
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
構
成
で
も
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
い

う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
分
析
は
、
ギ

l
ル
ケ
の
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
論

を
中
世
政
治
社
会
の
復
活
を
説
く
も
の
と
し
、
時
代
に
追
い
越
さ
れ
た
と

す
る
ベ
ツ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
の
第
一
の
解
釈
に
対
す
る
鋭
い
批
判
と
な
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
協
同
組
合
運
動
へ
の
寄
与
と
い
う
ギ

l
ル
ケ
の
実

(
お
)

践
的
な
意
図
は
、
実
際
上
も
実
現
さ
れ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
ギ

i
ル

ケ
以
前
に
お
い
て
は
、
一
八
六
七
年
プ
ロ
イ
セ
ン
協
同
組
合
法
以
来
、
国

家
に
よ
る
許
可
と
監
督
を
必
然
的
に
伴
う
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
ロ
ー

マ
法
的
な
社
団
穴
。
号

O
E
gロ
観
念
が
支
配
的
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
社

団
観
念
へ
の
反
発
か
ら
、
協
同
組
合
運
動
を
進
め
よ
う
と
す
る
側
も
、
協
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同
組
合
は
単
な
る
組
合
で
あ
っ
て
社
団
で
は
な
い
と
主
張
し
た
た
め
、
協

同
組
合
の
法
主
体
性
は
暖
昧
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
ギ
l
ル
ケ

が
、
国
家
の
干
渉
を
免
れ
つ
つ
法
主
体
性
の
確
保
が
可
能
と
な
る
ゲ
ル
マ

ン
的
社
団
関
G
G
R∞n
F
島
概
念
を
整
備
し
、
一
八
八
九
年
の
ド
イ
ツ
協
同

組
合
法
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
村
上
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
経
済
的
自
由
主
義
の
全
面
展
開
を

認
め
つ
つ
、
「
自
助
」
の
理
念
を
基
礎
と
す
る
協
同
組
合
制
度
に
よ
っ
て

(
犯
)

手
工
業
者
や
小
生
産
者
の
窮
状
を
打
開
す
る
目
的
を
持
っ
て
い
た
協
同
組

合
運
動
は
、
協
同
組
合
に
対
す
る
国
家
的
監
督
の
導
入
お
よ
び
、
協
同
組

合
の
資
本
団
体
化
と
い
う
外
部
的
内
部
的
両
面
の
変
化
に
よ
っ
て
、
金
融

(
初
)

資
本
に
主
導
権
を
に
ぎ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
徐
々
に
変
質
し
て
い
く
。

つ
ま
り
協
同
組
合
は
、
時
代
の
進
展
と
と
も
に
、
小
生
産
者
の
自
助
に
よ

る
経
済
的
自
立
性
の
回
復
の
た
め
の
も
の
か
ら
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
!
と
ユ

ン
カ

l
の
経
済
的
・
政
治
的
目
的
を
充
足
す
る
も
の
へ
と
構
造
転
換
し
、

独
占
資
本
に
よ
る
小
生
産
者
へ
の
支
配
の
道
具
と
な
っ
て
い
く
と
さ
れ
る

(
幻
)

の
で
あ
る
が
、
村
上
に
よ
れ
ば
、
実
は
ギ
l
ル
ケ
の
協
同
組
合
論
は
こ
の

よ
う
な
変
質
に
適
合
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、
ギ
l

ル
ケ
は
そ
も
そ
も
「
労
働
者
階
級
」
(
小
農
や
小
手
工
業
者
を
主
と
し
て

意
味
す
る
)
の
金
融
資
本
に
対
す
る
自
立
性
の
確
保
ま
で
も
意
図
し
て
い

(
幻
)

た
の
で
は
な
く
、
た
と
え
協
同
組
合
が
、
独
占
資
本
に
よ
る
収
奪
の
対
象

と
し
て
小
生
産
者
を
維
持
す
る
も
の
に
変
質
し
た
と
し
て
も
、
と
り
あ
え

ず
小
生
産
者
が
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
協
同
組
合
の
中
小
農

維
持
・
公
共
心
陶
冶
と
い
う
経
済
的
・
政
治
的
機
能
の
一
応
の
充
足
を
み

(
お
)

て
満
足
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
八
九
三
年
の
社
会
政
策
学
会

(
担
)

に
お
け
る
ギ
l
ル
ケ
の
報
告
が
国
家
の
自
己
保
存
の
た
め
の
農
民
層
の
保

護
を
強
く
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
結
局
シ
ユ
モ
ラ
ー
ら
の
中
農
維
持

の
農
業
政
策
と
相
応
し
、
「
農
村
の
土
地
所
有
の
社
会
法
的
形
成
」
実
現

に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
民
族
死
滅
を
免
れ
る
こ
と
が
、
ギ

1
ル
ケ
の
究
極
的
目

(
お
)

標
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
時
代
の
進
行
と
と
も
に
『
ド
イ
ツ

団
体
法
論
」
第
一
巻
の
政
治
性
を
失
い
、
拍
象
的
な
「
団
体
理
論
」
の
構

(
鉛
)

成
に
没
頭
し
て
い
っ
た
ギ
l
ル
ケ
は
、
自
ら
の
協
同
組
合
の
た
め
の
法
構

成
が
、
一
般
化
・
抽
象
化
さ
れ
て
法
人
論
に
結
実
し
、
ギ

l
ル
ケ
が
本
来

(
幻
)

敵
視
し
て
い
た
は
ず
で
あ
っ
た
大
企
業
の
株
式
会
社
法
理
論
へ
寄
与
す
る

こ
と
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
さ
し
た
る
矛
盾
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
ず
、

独
占
設
階
の
ド
イ
ツ
資
本
主
義
に
適
合
的
な
実
定
法
体
系
を
提
示
す
る
に

(
お
)

と
ど
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
ギ
l
ル
ケ
の
究
極
の
目
標
が
、

小
生
産
者
の
維
持
に
よ
る
ド
イ
ツ
民
族
の
自
己
保
存
に
す
ぎ
ず
、
ギ
l
ル

ケ
の
「
社
会
法
」
思
想
の
経
済
的
・
社
会
的
内
容
も
そ
れ
を
越
え
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
た
め
に
、
ギ
l
ル
ケ
の
国
家
有
機
体
説
が
、
人
民
H
社
会

の
復
権
を
主
張
す
る
点
で
ラ
l
パ
ン
ト
的
国
家
法
人
説
を
修
正
し
な
が
ら
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(
ぬ
)

も
、
結
局
「
国
民
主
権
論
に
お
い
て
完
結
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
」
と

い
う
の
で
あ
る
。

オットー・フォン・ギールケの政治共同体像(1)

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
社
会
的
・
経
済
的
背
景
を
綿
密
に
描
き
出
し
、

そ
こ
か
ら
ギ
l
ル
ケ
国
家
論
の
特
徴
を
描
き
出
す
村
上
の
解
釈
は
、
ギ

I

(
紛
)

ル
ケ
理
論
の
「
一
部
を
理
解
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
」
も
の
と
さ
れ
つ
つ
も
、

ベ
ツ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
に
よ
る
中
世
と
の
連
続
性
を
一
面
的
に
強
調
す
る
解

釈
に
比
し
て
、
か
な
り
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
前
述
の

と
お
り
、
ベ
ツ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
の
第
一
の
主
張
に
対
し
、
ギ
l
ル
ケ
の
ゲ

ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
説
が
、
単
に
ゲ
ル
マ
ン
的
中
世
政
治
社
会
の
復
活
を

説
く
だ
け
で
は
な
く
、
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
協
同
組
合
運
動
の
正
当
化
を

意
図
し
た
、
す
ぐ
れ
て
「
現
代
的
」
な
理
論
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
事
に
描

き
出
さ
れ
て
い
る
点
は
特
筆
に
値
す
る
。
し
か
し
、
一
八
八
0
年
代
後
半

以
降
の
ギ
l
ル
ケ
解
釈
に
つ
い
て
は
、
二
疋
の
留
保
が
必
要
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
の
ギ
l
ル
ケ
は
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻

に
お
け
る
政
治
性
を
徐
々
に
失
っ
て
、
抽
象
的
理
論
構
成
に
没
頭
し
、
独

占
資
本
段
階
の
体
制
側
の
擁
護
に
ま
わ
っ
た
「
中
途
半
端
な
国
民
主
権
論
」

に
終
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
解
釈
は
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』

第
一
巻
に
お
け
る
ギ
l
ル
ケ
の
政
治
性
が
時
代
の
進
行
と
と
も
に
失
わ
れ

て
い
っ
た
と
す
る
ベ
ツ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
の
第
二
の
主
張
を
基
本
的
に
踏
襲

し
つ
つ
、
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
、
ギ
l
ル

ケ
が
第
二
帝
政
を
支
持
し
た
こ
と
に
は
反
論
の
余
地
が
な
く
、
帝
政
が
確

固
た
る
も
の
と
な
る
に
つ
れ
て
、
政
治
的
に
「
中
立
化
」
し
、
「
中
立
」

と
は
往
々
に
し
て
体
制
擁
護
を
意
味
す
る
と
い
う
の
は
理
解
可
能
で
あ
る

が
、
小
生
産
者
(
特
に
農
民
)
の
維
持
に
よ
る
ド
イ
ツ
民
族
の
自
己
保
存

の
実
現
が
究
極
の
目
標
と
な
っ
た
と
す
る
根
拠
と
し
て
、
一
八
九
四
年
の

(

引

)

(

必

)

社
会
政
策
学
会
に
お
け
る
講
演
し
か
明
示
的
に
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
点
に

は
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
村
の
ギ
l
ル
ケ
解
釈

を
概
観
し
つ
つ
、
さ
ら
に
考
え
て
み
た
い
。

一
九
八
一
年
か
ら
一
九
八
四
年
ま
で
、
足
か
け
四
年
に
渡
り
八
回
に
分

(
必
)

け
て
『
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
西
村
の
研
究
は
、
ギ
ー

ル
ケ
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
一
九
世
紀
か
ら
二

O
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の

ド
イ
ツ
法
思
想
の
動
き
を
、
法
学
方
法
論
に
力
点
を
置
き
な
が
ら
概
観
す

(
似
)

る
と
い
う
壮
大
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
主
題
を
総
体
的
に

-
評
価
す
る
能
力
は
筆
者
に
は
な
い
が
、
比
較
的
研
究
の
蓄
積
が
少
な
い
、

(
ぬ
)

中
・
後
期
の
ギ

l
ル
ケ
法
思
想
に
関
す
る
包
括
的
な
研
究
が
含
ま
れ
て
い

る
点
で
貴
重
で
あ
る
の
で
、
ギ
l
ル
ケ
中
・
後
期
の
法
思
想
に
関
す
る
部

(

必

)

(

幻

)

分
を
中
心
に
と
り
あ
げ
た
い
。
西
村
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
ギ
l
ル
ケ
の

議
論
は
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
に
お
い
て
、
北
ド
イ
ツ
連
邦
成

立
と
い
う
政
治
的
現
実
が
前
提
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
三
月
革
命
以
前
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
く
ら
べ
、
既
存
の
政
治
的
現
実
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を
前
提
と
し
、
そ
の
枠
内
で
自
由
主
義
的
理
念
を
実
現
し
て
い
く
と
い
う

静
態
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
静
態
性
は
、
第
二
帝

政
の
発
足
と
そ
の
承
認
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
大
き
な
も
の
と
な
り
、
ギ
ー

ル
ケ
の
国
家
有
機
体
説
は
、
前
提
で
あ
る
第
二
帝
政
を
如
何
に
学
問
的
に

(
必
)

構
成
し
説
明
す
る
か
と
い
う
、
「
現
状
の
国
法
の
説
明
原
理
」
と
な
り
、

(
品
目
)

「
目
指
す
べ
き
理
想
で
も
目
標
で
も
な
く
」
な
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
ギ

l
ル
ケ
の
思
考
方
法
は
、
法
と
国
家
、
個
人
と
共
同
体
等
の
二
項
対
立
を

引
き
出
し
、
そ
れ
を
綜
合
す
る
形
で
折
衷
主
義
的
に
和
解
さ
せ
る
も
の
と

(
印
)

さ
れ
、
こ
の
折
衷
主
義
は
、
前
期
に
お
い
て
は
立
憲
君
主
制
に
定
位
し
て

い
た
が
、
後
期
に
は
む
し
ろ
社
会
的
統
合
の
拠
り
所
と
な
り
、
さ
ら
に
法

(
日
)

教
義
学
的
な
構
成
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
。
西
村
に
よ
れ

ば
、
こ
う
し
て
ギ

l
ル
ケ
の
団
体
理
論
は
、
政
治
の
実
践
的
要
求
や
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
レ
ベ
ル
か
ら
、
学
問
の
領
域
へ
移
り
、
方
法
論
の
問
題
が
ク

(

臼

)

(

臼

)

ロ
l
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
と
さ
れ
、
方
法
論
の
問
題
に
接
合
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
法
の
体
系
化
を
志
向
す
る
ロ
マ
ニ
ス
テ
ン
の
形
式
主

義
的
方
法
と
ド
イ
ツ
の
実
践
生
活
に
適
合
的
な
法
・
法
解
釈
を
志
向
す
る

ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
の
実
践
主
義
的
方
法
と
を
、
如
何
に
し
て
綜
合
す
る
か

(M) 

が
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
中
期
以
降
の
ギ

l
ル
ケ
は
、
こ
の
形

式
主
義
的
方
向
と
歴
史
的
・
実
践
主
義
的
方
向
と
の
ど
ち
ら
に
重
点
を
置

(

防

)

(

日

刊

)

い
た
か
と
い
う
指
標
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
西
村
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う

な
模
索
を
続
け
た
ギ
l
ル
ケ
の
方
法
論
は
、
一
八
八
三
年
『
ラ

l
パ
ン
ト

の
国
法
学
』
(
広
)
に
お
い
て
完
成
さ
れ
た
。
つ
ま
り
ギ

l
ル
ケ
は
、
実

践
主
義
的
な
方
向
に
重
点
を
置
き
つ
つ
、
科
学
と
世
界
観
を
基
本
的
に
分

離
し
た
上
で
、
科
学
的
な
方
法
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
式
主
義

(
貯
)

的
方
向
と
の
綜
合
を
成
し
遂
げ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
西
村
は
、

こ
の
よ
う
な
方
法
論
に
注
目
す
る
と
、
ギ
I
ル
ケ
と
ラ
l
パ
ン
ト
の
論
争

は
、
従
来
強
調
さ
れ
て
き
た
ほ
ど
、
水
平
的
共
同
(
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ

ト
)
対
垂
直
的
支
配
(
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
)
と
い
う
形
で
政
治
的
に
衝
突
す

る
も
の
で
は
な
く
、
方
法
論
上
の
問
題
で
挟
を
分
か
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ

(
日
)

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
す
る
。
と
い
う
の
も
、
第
二
帝
政
の
維
持
と

い
う
点
で
ギ

l
ル
ケ
と
ラ

i
パ
ン
ト
の
聞
に
は
全
く
争
い
は
な
く
、
第
二

帝
政
を
維
持
す
る
た
め
の
処
方
築
を
め
ぐ
る
学
問
的
あ
る
い
は
政
策
論
止

(
同
)

ま
り
の
論
争
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

(ω) 

西
村
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
方
法
論
の
完
成
に
よ
っ
て
、
国
法
と
の

取
り
組
み
は
必
要
性
が
低
下
し
、
ギ
l
ル
ケ
後
期
(
一
八
八
七
年
以
降
)

に
お
け
る
、
政
策
問
題
へ
の
発
言
(
社
会
政
策
学
会
と
の
関
わ
り
)
と
私

法
分
野
で
の
法
教
義
的
な
研
究
(
ド
イ
ツ
民
法
典
草
案
批
判
)
に
進
む
基

礎
が
整
っ
た
と
さ
れ
る
。
一
八
九
O
年
の
ピ
ス
マ
ル
ク
失
脚
後
、
ヴ
イ
ル

ヘ
ル
ム
二
世
の
「
新
航
路
」
が
登
場
し
、
社
会
宥
和
の
雰
囲
気
の
中
で
、

(
臼
)

「
社
会
的
」
法
思
想
を
進
化
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で

北法53(5・178)1356



オットー・フォン・ギールケの政治共同体像(1)

い
う
「
社
会
的
」
と
い
う
一
言
葉
の
中
身
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
中
産
階
級

(
小
土
地
所
有
者
、
手
工
業
者
、
小
商
人
)
の
利
害
に
定
位
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
し
つ
つ
、
ギ
l
ル
ケ
は
、
弱
者
保
護
と
い
う
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な

(
m
U
)
 

理
想
」
も
も
っ
て
お
り
、
労
働
者
問
題
に
も
関
わ
っ
て
い
た
と
す
る
。
こ

の
点
で
、
小
農
の
国
家
的
保
護
が
究
極
目
的
と
な
っ
た
と
す
る
、
村
上
の

解
釈
は
修
正
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
労
働
者
の
保
護
と
い
っ
て
も
、
『
ド

イ
ツ
同
体
法
論
』
第
一
巻
に
お
け
る
よ
う
な
下
か
ら
の
労
働
者
の
自
力
救

(
臼
)

済
を
期
待
す
る
も
の
で
は
も
は
や
な
く
、
労
働
者
は
社
会
革
命
を
回
避
す

る
た
め
に
企
業
家
の
保
護
の
客
体
と
し
て
扱
わ
れ
、
保
護
の
見
返
り
と
し

(
似
)

て
の
労
働
者
の
忠
誠
は
義
務
で
あ
る
と
説
か
れ
る
と
し
、
中
産
層
の
維
持

と
並
ん
で
、
家
族
世
襲
財
産
に
よ
る
大
土
地
所
有
の
維
持
を
も
社
会
平
和

(
白
)

維
持
の
た
め
に
重
要
視
し
て
い
る
た
め
に
、
「
ギ

l
ル
ケ
の
『
社
会
法
思

(
山
山
)

想
」
や
二
面
的
に
親
労
働
者
的
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と

い
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
ギ
!
ル
ケ
の
社
会
法
思
想
は
、
「
労
働
者

だ
け
で
は
な
く
全
階
層
を
国
家
的
に
保
護
す
る
こ
と
を
通
じ
て
彼
ら
を
社

会
組
成
の
中
に
組
み
込
み
、
『
社
会
平
和
』
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
、
い

(
釘
)

わ
ば
「
社
会
保
守
的
』
な
性
格
を
帯
び
て
い
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

う
し
て
、
社
会
問
題
へ
の
対
応
が
遅
れ
て
い
た
法
学
の
中
で
い
ち
早
く
社

会
問
題
に
関
心
を
寄
せ
、
歴
史
派
経
済
学
と
結
び
つ
い
た
ギ
l
ル
ケ
は
、

そ
の
限
り
に
お
い
て
、
労
働
法
学
や
法
社
会
学
と
い
っ
た
新
し
い
法
学
へ

飛
躍
す
る
契
機
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
の
社
会
思
想
が
現
存
の
社
会
秩
序

を
踏
み
越
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
に
、
結
局
伝
統
的
な
法
学
の
枠

(ω) 

を
越
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し
て
、
過
渡
期
の
思
想
家
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
の
ね
ら
い

以
上
、
ベ
ツ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
、
村
上
、
西
村
三
者
に
よ
る
、
ギ

l
ル
ケ

団
体
論
解
釈
を
見
て
き
た
。
三
者
と
も
に
共
通
し
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
、

ギ
l
ル
ケ
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
、
ヘ
ル

シ
ャ
フ
ト
原
理
(
垂
直
的
関
係
)
と
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
原
理
(
水
平

的
関
係
)
と
の
対
置
・
折
衷
と
い
う
両
原
理
の
調
和
的
関
係
に
注
目
し
、

そ
の
理
論
的
帰
結
が
立
憲
君
主
制
と
い
う
民
主
制
へ
の
過
渡
期
に
お
い
て
、

非
常
に
保
守
的
な
機
能
を
果
た
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ

の
調
和
的
関
係
を
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
解
釈
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
論
者

に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
。
ま
ず
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
・
村
上
を
は
じ

め
と
す
る
、
ド
イ
ツ
法
制
史
に
お
け
る
中
世
国
家
論
争
の
文
脈
に
お
い
て
、

「
時
代
拘
束
性
」
の
問
題
性
に
気
づ
き
な
が
ら
、
よ
り
強
固
な
ゲ
ル
マ
ン
・

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
と
な
っ
た
「
逆
説
的
な
思
想
家
」

と
い
う
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
も
基
本
的
に
前
提
と
さ
れ
る
。
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た
だ
し
、
本
稿
の
目
的
は
、
現
在
の
歴
史
研
究
の
水
準
か
ら
ギ
l
ル
ケ
の

(ω) 

歴
史
研
究
を
分
析
し
、
そ
の
「
時
代
拘
束
性
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で

は
な
く
、
ギ
l
ル
ケ
が
そ
の
「
時
代
拘
束
性
」
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
政

治
共
同
体
像
を
組
み
立
て
た
の
か
を
テ
ク
ス
ト
内
在
的
に
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ギ
l
ル
ケ
の
「
時
代
拘
束
性
」
の
指
摘
を
受
け

入
れ
た
上
で
、
ギ
l
ル
ケ
の
国
家
論
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
組
み
立
て
ら

れ
た
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
が
、
ギ
l
ル
ケ
の
具

体
的
な
国
家
論
の
叙
述
と
し
て
、
「
中
世
政
治
社
会
」
と
の
連
続
性
を
強

調
し
す
ぎ
る
点
(
第
一
の
点
)
に
つ
い
て
は
、
再
考
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

確
か
に
ギ

l
ル
ケ
が
、
中
世
ゲ
ル
マ
ン
的
な
「
政
治
社
会
」
に
か
な
り
の

シ
ン
パ
シ
ー
を
抱
い
て
い
る
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
が
、
そ
の
こ
と

と
中
世
政
治
秩
序
へ
の
逆
戻
り
を
説
く
こ
と
と
は
、
一
応
別
の
問
題
で
あ

る
。
例
え
ば
ベ
ツ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
は
、
自
説
の
証
拠
と
し
て
、
ギ

l
ル
ケ

(
初
)

の
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
国
家
論
へ
の
「
偏
愛
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
『
ア
ル
ト

ジ
ウ
ス
論
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
ギ
l
ル
ケ
の
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
解

釈
は
、
驚
く
ほ
ど
近
代
的
な
も
の
で
あ
る
(
同
〉
一
∞
・
ぼ
∞
R
)
(詳
し
く
は

第
二
章
・
第
三
章
で
述
べ
る
)
。
ま
た
、
国
家
と
社
会
の
二
元
論
が
存
在

し
な
い
こ
と
と
、
国
家
と
社
会
の
分
離
自
体
を
認
め
な
い
こ
と
が
別
の
問

題
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
前
述
の
西
村
に
よ
る
ベ
ツ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ

(
礼
)

批
判
に
お
い
て
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
ギ
l
ル
ケ
に
お
け
る
国
家
と
社
会

の
二
元
主
義
の
否
認
は
、
両
者
の
分
離
を
前
提
し
た
う
え
で
、
そ
の
危
険

を
克
服
す
る
た
め
の
再
統
合
の
主
張
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
国

家
と
社
会
の
不
分
離
が
、
即
前
近
代
へ
の
逆
戻
り
を
意
味
す
る
こ
と
に
は

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ギ
l
ル
ケ
の
ゲ
ノ
ツ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
論
と
当
時
の
協
同
組
合
運
動
と
の
密
接
な
関
係
の
指
摘
(
村

上
)
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ギ

l
ル
ケ
に
お
け
る
中
世
的
ゲ
ル
マ
ン

北法53(5・180)1358

世
界
の
称
揚
は
同
時
に
、
同
時
代
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
要
請
に
応
え
る
た

め
の
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ギ
l
ル
ケ
が
、
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ

ト
説
の
強
力
な
補
強
者
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
ギ
l
ル
ケ
が
同
時
代
の
要
請

を
引
き
受
け
た
こ
と
と
は
、
必
ず
し
も
矛
盾
す
る
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ

λ
1
0
 次

に
、
ギ

l
ル
ケ
の
政
治
的
国
家
論
が
、
第
二
帝
政
成
立
以
降
、
そ
の

歴
史
哲
学
的
な
正
当
化
に
よ
る
追
認
に
よ
っ
て
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』

第
一
巻
に
お
い
て
見
ら
れ
た
政
治
性
を
失
い
、
抽
象
的
な
社
会
理
論
に
縮

小
し
た
と
す
る
ベ
ツ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
の
第
二
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
村
上

と
西
村
の
問
に
は
微
妙
な
解
釈
の
ズ
レ
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
村
上
は
基
本

的
に
こ
の
図
式
を
受
け
入
れ
、
当
初
に
お
い
て
シ
ユ
ル
チ
ェ
ら
の
協
同
組

合
運
動
に
寄
与
す
る
か
に
見
え
た
ギ
l
ル
ケ
の
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
論

は
、
第
二
帝
政
成
立
以
後
の
脱
政
治
化
と
高
度
産
業
化
と
い
う
時
代
の
変
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化
へ
の
対
応
を
せ
ま
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
局
、
小
生
産
者
の
維
持

を
究
極
の
目
的
と
し
た
、
ド
イ
ツ
独
占
資
本
の
要
請
に
応
え
る
た
め
の
も

の
に
縮
小
し
、
ラ
l
パ
ン
ト
的
国
家
法
人
説
を
修
正
し
な
が
ら
も
、
結
局

中
途
半
端
な
国
民
主
権
論
に
終
わ
っ
た
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
西
村
は
、

(η) 

ベ
ッ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
の
第
二
の
主
張
を
批
判
し
て
、
ギ
l
ル
ケ
の
団
体
理

論
は
「
政
治
的
」
な
主
張
で
あ
っ
た
い
う
興
味
深
い
指
摘
を
し
つ
つ
も
、

結
局
ギ
l
ル
ケ
・
ラ
l
パ
ン
ト
論
争
を
は
じ
め
と
す
る
中
期
以
降
の
ギ
l

(η) 

ル
ケ
の
、
玉
張
を
、
方
法
論
上
の
問
題
に
還
元
し
、
「
脱
政
治
性
」
を
強
調

し
て
し
ま
う
点
で
、
論
理
的
に
若
干
難
点
の
あ
る
解
釈
と
な
っ
て
し
ま
っ

(M) 

て
い
る
。
ま
た
、
「
後
期
」
ギ

l
ル
ケ
の
「
社
会
法
思
想
」
に
つ
い
て
、

全
階
層
を
国
家
的
に
保
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
平
和
を
維
持
し
よ
う

と
す
る
「
社
会
保
守
的
」
な
性
格
を
帯
び
る
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
つ
つ
も
、

小
農
以
外
の
労
働
者
の
保
護
も
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
し
て
村
上
の
解
釈

を
修
正
し
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
が
、
そ
の
「
労
働
者
保
護
」
を
「
弱

者
保
護
の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
理
想
」
で
片
づ
け
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
留
保

が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ギ

i
ル
ケ
は
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
に

お
い
て
も
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
社
会
契
約
論
を
は
じ
め
と
す
る
ド
イ
ツ
自
然

法
論
を
積
極
的
に
評
価
し
て
お
り
、
か
な
り
の
個
人
主
義
的
な
契
機
を

持
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
(
詳
し
く
は
第
二
章
、
第
三
章
)
、
こ
の
「
ヒ
ュ
ー

マ
ン
な
理
想
」
は
そ
の
現
れ
で
あ
り
、
ギ

l
ル
ケ
団
体
理
論
の
重
要
な
一

側
面
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
を
解
く
た
め
に
は
、
『
ラ

l
パ
ン
ト
の
団
法
学
』
を
は

じ
め
と
す
る
「
中
期
」
ギ
l
ル
ケ
の
主
張
を
、
方
法
論
上
の
問
題
に
還
元

し
尽
く
す
の
で
は
な
く
、
政
治
的
な
主
張
と
し
て
再
解
釈
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
あ
ま
り
正
面
か
ら
は
取
り
上
げ
ら
れ

(
万
)

て
こ
な
か
っ
た
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
」
に
お
け
る
、
ギ
l
ル
ケ
の
自
然
法

論
評
価
を
分
析
す
る
時
に
よ
り
明
確
と
な
る
。
つ
ま
り
、
狭
義
の
団
体
(
ゲ

ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
)
の
歴
史
に
焦
点
を
当
て
た
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』

第
一
巻
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
思
想
や
自
然
法
論
と
い
っ
た
よ
り
広
い
文

脈
に
お
け
る
団
体
論
(
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第

(
花
)

三
巻
)
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
解
釈
の
可
能
性
が
聞

か
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
ギ
l
ル
ケ
に
お
け
る
自
然

法
の
積
極
的
評
価
と
い
う
個
人
主
義
的
な
契
機
が
、
い
か
な
る
思
想
史
的

前
提
の
も
と
で
彼
の
団
体
主
義
理
論
に
統
合
し
得
た
の
か
と
い
う
視
角
か

ら
、
ギ
l
ル
ケ
が
そ
の
「
時
代
拘
束
性
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
」
の
も
と
で
、

ど
の
よ
う
に
政
治
共
同
体
像
を
構
成
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
結

論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
こ
の
応
答
に
よ
っ
て
、
従
来
「
過
渡
期
の
思
想
家
」

と
か
「
中
途
半
端
な
思
想
家
」
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
て
き
た
ギ
l
ル
ケ
の

主
張
に
、
よ
り
高
い
論
理
的
一
貫
性
を
承
認
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ル
ソ
l
的
な
人
民
主
権
論
を
完
成
体
と
考
え
る
の
で
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あ
れ
ば
、
ギ
l
ル
ケ
の
国
家
論
は
確
か
に
「
中
途
半
端
」
で
あ
る
が
、
ギ
l

ル
ケ
が
ル
ソ

l
的
人
民
主
権
論
へ
の
展
開
を
自
覚
的
に
拒
否
し
、
な
ん
と

か
途
中
で
踏
み
と
ど
ま
ろ
う
と
し
て
、
そ
の
た
め
に
結
果
と
し
て
「
中
途

半
端
」
な
国
家
論
を
構
築
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
ギ
l
ル
ケ
に

と
り
、
主
観
的
に
は
首
尾
一
貫
し
た
理
論
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
場
合
で
も
、
各
論
者
が
共
通
し
て
指
摘
す
る

よ
う
に
、
ギ

1
ル
ケ
の
「
過
渡
期
」
と
し
て
の
性
格
を
否
定
す
る
こ
と
は

(π) 

で
き
な
い
が
、
政
治
性
を
失
い
、
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
「
過
渡
期
の

中
途
半
端
な
思
想
家
」
で
あ
っ
た
の
か
、
自
覚
的
に
そ
う
で
あ
ろ
う
と
し

て
「
過
渡
期
の
中
途
半
端
な
思
想
{
き
で
あ
っ
た
の
か
の
違
い
は
大
き
い

の
で
み
め
る
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ノ
ツ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
対
置
・
折
衷
と
い
う
従
来
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
図
式

に
基
づ
き
つ
つ
、
法
的
な
側
面
か
ら
見
た
ギ
l
ル
ケ
の
団
体
人
格
論
(
法

人
論
)
を
解
明
す
る
。
し
か
し
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
原
理
と
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
原
理
と
が
ど
の
よ
う
に
「
綜
合
」
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の

図
式
だ
け
で
は
不
透
明
で
あ
る
こ
と
も
判
明
す
る
。
次
に
、
第
二
章
に
お

い
て
、
主
と
し
て
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
に
よ
り
つ
つ
、
ギ
1
ル
ケ
の
政

治
思
想
史
観
を
探
求
し
、
ギ
l
ル
ケ
の
自
然
法
論
へ
の
積
極
的
評
価
の
内

容
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
第
三
章
に
お
い
て
、
ギ
l
ル
ケ
の
政
治
共

同
体
像
の
理
論
構
成
を
解
明
し
、
ギ
l
ル
ケ
が
自
然
法
論
を
取
り
込
ん
だ

上
で
、
ど
の
よ
う
な
形
で
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
原
理
と
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

原
理
の
綜
合
を
成
し
遂
げ
た
の
か
を
示
し
た
い
。

北法53(5・182)1360

*
本
稿
で
は
以
下
に
挙
げ
る
ギ
l
ル
ケ
原
典
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
、
出

典
の
ペ
ー
ジ
数
を
本
文
中
に
以
下
の
記
号
で
略
記
し
た
。
括
弧
内
に
は

参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
邦
訳
を
記
し
た
が
、
本
文
中
へ
の
訳
出
は
著

者
に
よ
る
。

同
〉
リ
』
。
raswMmwM
〉

r
r
g
E
M
ミ
ミ
弘
同
町
同
諸
問
主
九
円
昨
日
目

SWMM判
色
ミ

E
H
S
w・-d円、
HH~田町
p
mヨ

hHRSHh忌
司

qRH.2F
回円四回目白回』

L
∞∞。・

。
。

m
T
U
B
U
S
H
R
F向
。
室
。
h
h
S
R宮
、
旬
、
R
E
H
切
札
・
~
~
河
内
町
EHお
な
与
九
円
、

HR

U 。
~ 
w 

tl fi-
a二
件同 町

~ミ
:::: ，.， 
; g.. 
57s 
cl ~ 
~再
至。
1;> '" 

'" "" qη 内
向:ョヨ』
REL 
主事
=2 田
町田
町竺1:::- ;:;: 
H ロ
E回目
~ 00 

凶説

。
同

b勺

E 
~ 

E 

』
門
司
守
口
、
ミ
守
ま
な
F
司
令
h
と
た
可
言
語
H
R
S九
九

2
ミ
凡
ミ
ミ
ミ
同
町
、
h

S
九

九

r
z
b
h
寄
与
言
S

P

R
脅
さ
三
回
RE--∞2
・
(
同
書
の
一
部

分
の
邦
訳
と
し
て
、
阪
本
仁
作
訳
『
中
世
の
政
治
理
論
』
、
ミ

ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、
一
九
八
五
年
。
)

。
ロ
司
・

Z
O目
白
色

NEn関
向
日
仏

2
0
2門田
n
Z開
口
守
口
〈
由
同

H
a
n
F門
間
三
百
一
因
。

-
N
g
a
o
R小

国内。
E
m
F
阿川、同何一いて』ども
h
u
同
九
九
時
弘
司
、
一
河
町
内
bHhミ
hh町、同句円
MRも
ゆ
回
開
門
白

P
】市山】凶・



(
同
書
の
初
版
は
一
九
O
四
年
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
一
九
一

三
年
版
(
第
七
版
)
を
使
用
し
た
。
引
用
ペ
l
ジ
も
、
一
九
一

三
年
版
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
邦
訳
と
し
て
、
石
尾
賢
二
訳
『
ド

イ
ツ
私
法
概
論
」
、
三
一
書
一
房
、
一
九
九
O
年
。
)

日
二
戸
ち
g
島
田
臼
E
Z
R
Z
E
E
門出

m
e
g明
nzm
容
n
z
z
s
z
g田町
EF--

オットー・フォン・ギールケの政治共同体像(1)

'EE、宮内
F

H
官、

C
2
5同
時
宮
若
手
ミ
ミ
H

史
認
定
足
ぎ
苦
三
喜
町
宮
、

言
。
E
H
h
S
S
河内九円、“¥〈同(】∞∞凶)咽回・

5
3
Eご
ま
・

Z
U
一
ミ
ミ
ミ
ミ
円
宣
言
、
弘
司
ZHh円
E
S
河内円、
HF
同J
g
r
p
p
z
s・
(
曾
田
厚
訳

「ギ
l
ル
ケ
・
自
然
法
と
ド
イ
ツ
法
(
こ
」
、
「
成
際
法
学
』
一
一
一

号
、
三
四
一
l
三
五
四
頁
、
お
よ
び
、
同
「
ギ
l
ル
ケ
・
自
然
法

と
ド
イ
ツ
法
(
二
)
」
、
『
成
際
法
学
』
一
一
一
一
号
、
二
九
七
|
一
一
一
O
八

頁
。
)

∞
〉
一
宮
内
包
N
E
?
S
H
w
a
Z
乱
立
、
え
て
お
H
Z
S
F
∞
E
E
-
-∞
S
-
(森
田
三
男

訳
「
私
法
の
社
会
的
任
務
(
訳
)
」
、
『
創
価
法
学
』
第
四
巻
第
三
号
、

一
三
七
一
六
五
頁
。
)

(
1
)
ド
イ
ツ
民
法
典
(
図
。
回
)
の
公
布
が
一
九
O
O
年
で
あ
る
事
か

ら
も
分
か
る
と
お
り
、
当
時
の
「
私
法
」
は
、
現
在
認
識
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
公
法
か
ら
厳
密
に
区
別
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
伝

統
的
に
分
権
的
な
社
会
で
あ
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
「
私
法
」

は
多
分
に
公
法
的
な
要
素
を
含
ん
で
い
た
。

(2)
〈
加
戸
。
=o
〈
。
口
岳
町
円
rm・
-H号
g門

田
回
目

S
白神田司刊
n
Z
S
E
e刊
号
E
g
n
z

閉
山

m
n
z
Z
5
5
5
n
E
P
-
-
E
S
S
R
E
・浩、

P
E
a
s
s
h
w
5
3
b
~
g
h

ES札
ぎ
き
亘
書
円
旨
色
言
。
内
定
宮
内
定
s
h
c
s
.
〈
口
(
日
∞
∞
凶
)
咽
∞

呂喝、ァ

-
3
u・
u
m
g・
¥
6
8
。ョ
=avo凹
ロ
再
開
会

w目
白

g
m
w
g
B
n
Z
2
5内回全
0

5
5
8ロ
∞
g
z
n
n
z
a
z
g丘町ロ~・

N
S
R
E
2
M吋

KF.、
R見
守
句
問
題
室
内

MH-EHhミ
5
2
h与
も
・

M
Q
M
C∞
豆
)
・
∞
一
凶
凶
・

3
∞
MauB3u・

(
3
)
U
n
a
-唱。
a
U
2
2町、回向。
sqhh町三町、
Hbh町

h之内、
HH
均
九
・
』
ム
・
回
叩
Z
5・

-∞品∞'-唱
-u.

(
4
)
U
R∞
--Eras=司旬、曲目
HFHashESh同
S.両町、
HH宅九円
EE=句丸町、

=bHR下

之内
E
S円ESHMHhS『

hssvコミ
F
回
自
己
白
F
同∞∞
C・

(5)
〈

m-・
5nzm-go--n』

P
E
E
R
h
b廷
を
む
帯
主
同
町
宮
2
5
H
h
h
=

己
主
ロ
♀
目
。
昌
弘
同
WAN-
冨
EnFmロ
咽
右
足
.
∞
.
凶
E
.

(
6
)
〈
関
戸
内
向
-
∞
n
F
E
E
-
U雪
句
会
コ
当
た
旬
、
ミ
た
仕
込
き
~M1aH
てもお

宅凶
N
5
.
H
2
3
3
5ミ
ロ
ミ

S
R叫
札
E

C

ミ
h
s
s・
a-〉
zp

hF-ZRE円
・
仏
何
叫
〉
己
認
・
〈
。
=
S
8・
∞
旦
5
・
S
ま・

ω-N凶・
AHCム
N
(田

中
浩
・
原
田
武
雄
訳
『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』
(
未
来
社
、
一

九
七
O
年
)
、
一
一
一
|
一
三
頁
、
三
八
|
四
二
頁
参
照
。
)
ま
た
、

早
川
誠
『
政
治
の
陸
路
|
多
元
主
義
論
の
二
O
世
紀
』
(
創
文
社
、

二
O
O
一
年
)
、
二
二
頁
、
お
よ
び
大
塚
桂
『
多
元
的
国
家
論
の

展
開
』
(
法
律
文
化
社
、
一
九
九
九
年
)
、
四
頁
参
照
。
な
お
周
知

の
通
り
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
は
、
ギ
l
ル
ケ
「
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』

第
三
一
巻
(
り
の
己
)
の
一
部
を
。
・

2
0『
F
E
E
Sご
F同
3
2
ミ
s
n
北法53(5・183)1361



研究ノート

き
&
~
問
主
FPBEι
加

m
・3
0
0
・
と
し
て
訳
出
し
て
い
る
。

(
7
)
早
川
、
前
掲
や
大
塚
、
前
掲
の
ほ
か
、

E
z
-
E
B
F
k
t
s円
E
Z

。SR
S
Q
h
F宅
号
、
項
目
旬
口
同
町
内

g
qヨ
町
内
ね
え

M
r
s
~
c
q
Z
3
2町内

(
【
け
由
同
国

σユ
色
刷

P
戸沼
w
h
s
w
〉
〈
回
加
包
-
明
広
町
口

-um円
加
温
同
州
内
町
内

wEHE円
HqH
旬、。
~E'

s~』

u
宮
、
三
宮
吉

(
Z
n垣

JE円

F
宅
申
凶
)
唱

-
F
o
g
m
g

。・zz
m
m
u
s
-
h
S
4
y

ミ
ミ
ミ
同
町
。
苫
門
合
同
旬
、
、

b
E
R
ミ
色
町
、
三
宅
也
、
百
件
、

A
5
5
5
。
=

内
リ
色
遣
さ
さ
ミ

s
h
E
S
S
E吉
(
ぞ
包
色
。
0

・
3
3
)
な
ど
、
近
年
二

O
世
紀
初
頭
の
多
元
的
国
家
論
へ
注
目
す
る
研
究
が
増
え
て
い
る
。

明
示
的
に
多
元
的
国
家
論
の
系
譜
的
研
究
と
し
て
の
ギ
l
ル
ケ
研

究
の
必
要
性
に
言
及
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
大
塚
桂
「
ラ
ス
キ

に
お
け
る
国
家
と
自
白
」
『
政
経
研
究
』
第
二
七
巻
七
九
二
頁
参

照
。
な
お
、
大
塚
は
、
大
塚
桂
『
多
元
的
国
家
論
の
周
辺
』
(
信

山
社
、
二
0
0
0
年
)
一
三
五
頁
以
下
に
お
い
て
、
こ
の
必
要

性
に
応
答
し
て
い
る
が
、
そ
の
主
眼
点
は

E
・パ

l
カ
l
に
お
け

る
ギ
l
ル
ケ
受
容
の
問
題
で
あ
っ
て
、
ギ
l
ル
ケ
自
身
の
団
体
理

論
を
内
在
的
に
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
網
谷
龍
介
に
よ

る
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
の
ガ
ヴ
ア
ナ
ン
ス
の
実
効
性
と
民
主
的
正
当

性
と
の
兼
ね
合
い
の
問
題
に
関
し
、
二
O
世
紀
前
半
の
多
元
的
国

家
論
に
注
目
し
よ
う
と
す
る
西
洋
政
治
史
の
分
野
に
お
け
る
研
究

(
網
谷
龍
介
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ガ
ヴ
ア
ナ
ン
ス
の
生
成
と

民
主
制
の
困
難
」
『
神
戸
法
学
雑
誌
』
第
五
一
巻
第
四
号
、
一
七

|
二
O
頁
)
も
参
照
。

(8)
〈
包
・
問
看
・
図
。
n
r
s
e
a
m
-
U
R
丸
町
ミ
同
内
定
ミ
q
b
h
h
x
高
h
h
a
与
九
円
宇

丘
町
、
同
町
、
。
之
町
、
H
h
h
s
h
R
ヨ
~
も
・
」
-aF句会富岡谷川、叫咽田町『
-
5・
-
。
岳
・

(9)
村
上
淳
一
「
ド
イ
ツ
の
協
同
組
合
運
動
と
ギ
l
ル
ケ
」
「
ド
イ
ツ

の
近
代
法
学
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
年
)
。
村
上
淳
一

『
ゲ
ル
マ
ン
法
史
に
お
け
る
自
由
と
誠
実
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
O
年)。

(
叩
)
西
村
稔
「
近
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
学
と
知
識
社
会
(
こ

1

(
八
)
オ
ッ
ト
l

・
フ
ォ
ン
・
ギ
l
ル
ケ
を
中
心
と
し
て
l
」

(
「
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
』
二
二
巻
二
号
、
一
九
八
一
年
i
三

四
巻
一
号
、
一
九
八
四
年
)
。

(
日
)
村
上
『
ゲ
ル
マ
ン
法
史
に
お
け
る
自
由
と
誠
実
』
、
一
四
四
頁
お

よ
び
一
四
九
|
一
五
O
頁
参
照
。

(
ロ
)
向
上
、
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
・
ヴ
エ
ル
カ
l
・
ヴ
ア
イ
ツ
の
各
項
目

会
二
|
八
七
頁
)
参
照
。

(
日
)
向
上
、
四
人
|
五
O
頁
参
照
。

(U)
〈
包
・
切
AMnw町田町。邑
0

・P
P
0
・M
-
g
'
N
0
・

(
日
)
〈
m}
・白・釦
-P・M
・-
a
M
E
5
u
・

(
凶
)
〈
包
・
白
B

・o・-∞・コ+コ凶・

(
げ
)
思

ug仏・

(
凶
)
村
上
「
ゲ
ル
マ
ン
法
史
に
お
け
る
自
由
と
誠
実
』
、
一

1

三
O
頁

参
照
。

(
叩
)
な
お
、
ベ
ツ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
以
降
の
ド
イ
ツ
法
制
史
学
の
展
開

の
簡
潔
な
紹
介
と
し
て
、

K
-
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
、
石
川
武
監
訳
『
ゲ

ル
マ
ン
法
の
虚
像
と
実
像
|
ド
イ
ツ
法
史
の
新
し
い
道
』
(
創
文

北法53(5・184)1362



オットー・フォン・ギ」ルケの政治共同体像(1)

社
、
一
九
八
九
年
)
参
照
。

(
却
)
〈
包
・
図
。
n
w
B
E
a
n
-
匝・白・。
-
M
-
H
U
M
-

こ
の
点
に
つ
き
、
詳
し
く
は

第
一
章
で
も
取
り
上
げ
る
。

(
幻
)
〈
伺
戸
p
p
。・・

ω・5
+
-
u
u・

(
詑
)
〈
関
戸
田
・
同
・
9
・∞・

5
凶ム凶斗・

(
幻
)
〈
m-・白・白・
0
・・
m-
コ
凶
ム
J3・

(
剖
)
村
上
『
ド
イ
ツ
の
近
代
法
学
」
、
二
O
O
頁
参
照
。

(
お
)
向
上
、
二
O
八
|
一
二
七
頁
参
照
。

(
出
)
向
上
、
一
一
一
二
|
一
二
三
頁
参
照
。

(
幻
)
向
上
。

(
却
)
同
上
、
二
二
一
二
二
五
頁
参
照
。

(
却
)
向
上
、
二
O
三
|
二
O
八
頁
参
照
。

(
却
)
向
上
、
二
二
五
|
二
三
O
頁
参
照
。

(
訂
)
向
上
、
二
一
一
一
O
|
二
三
二
頁
参
照
。

(
招
)
向
上
、
二
三
二
頁
参
照
。

(
お
)
向
上
、
二
三
六
|
二
三
七
頁
参
照
。

(
泌
)
〈
関
戸
。
芯
円
rn-zU町田。門田
gσ
四国国同
N
g再開出口口開口口内回全刊印』
nzmg口同

向
田
町
田
百
包
括
ヨ
昆
宮
国
体
N
白田・

3
M
Eコ冶
S
S
H
S
ミ
z
h
H
館、川町。紅白干

、。~凡な
h
v

匂
民
話
咽
〈
刊
号

g品
Z口開
g
Z
3・

(
お
〉
村
上
『
ド
イ
ツ
の
近
代
法
学
』
、
二
三
八
二
四
二
頁
参
照
。

(
お
)
向
上
、
二
三
O
l
二
三
一
一
頁
参
照
。

(
幻
)
同
上
、
二
一
七
頁
参
照
。

(
お
)
向
上
、
二
四
七
頁
参
照
。

(
拘
)
向
上
。

(
刊
)
向
上
。

(
H
U
)

〈
包
・
。
ぽ
叶
W
0
・担
-P
。・

(
位
)
村
上
『
ド
イ
ツ
の
近
代
法
学
』
、
二
三
八
|
二
四
二
頁
参
照
。
も

ち
ろ
ん
村
上
は
、
本
講
演
に
ギ
l
ル
ケ
の
価
値
体
系
が
典
型
的
に

現
れ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
本
講
演
の
み
を
根
拠
に
し
て

い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
協
同

組
合
運
動
と
の
関
係
に
限
っ
た
話
で
あ
る
と
し
て
も
、
農
業
立
法

の
諸
問
題
を
主
題
と
し
て
い
た
九
三
年
の
社
会
政
策
学
会
に
向
け

て
組
み
立
て
ら
れ
た
こ
の
講
演
に
、
ギ
l
ル
ケ
の
「
究
極
の
目
的
」

が
本
当
に
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
検
討

の
余
地
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
小
農
以
外
の
「
労
働
者
」

の
資
本
{
永
か
ら
の
保
護
も
説
い
て
い
る
ウ
ィ
ー
ン
で
の
講
演
(
印
〉

一回・
2
)
を
参
照
の
こ
と
。
も
っ
と
も
こ
の
指
摘
も
、
個
別
の
講
演

だ
け
で
は
根
拠
と
し
て
弱
い
と
い
う
批
判
へ
の
応
答
と
は
な
っ
て

い
な
い
。
こ
の
点
の
解
決
の
た
め
に
は
、
さ
ら
な
る
原
典
(
特
に

ギ
l
ル
ケ
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
全
四
巻
)
の
網
羅
的
な
読
み
込

み
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

(
刊
)
西
村
、
前
掲
論
文
、
参
照
。
な
お
こ
れ
ら
八
編
の
論
文
は
、
西

村
稔
『
知
の
社
会
史
』
(
木
鐸
社
、
一
九
八
七
年
)
と
し
て
単
行

本
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
「
ギ
l
ル
ケ
を
中
心
と
し
て
」
と

い
う
副
題
が
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
と
お
り
、

ギ
l
ル
ケ
に
関
す
る
叙
述
が
相
当
程
度
削
ら
れ
て
い
る
た
め
、
西
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村
の
ギ
l
ル
ケ
解
釈
を
探
る
こ
と
を
第
一
の
目
標
と
す
る
本
稿
の

都
合
上
、
前
掲
論
文
に
基
づ
く
こ
と
に
し
た
。

(
叫
)
こ
こ
で
、
西
村
の
研
究
全
体
に
お
け
る
、
ギ
l
ル
ケ
の
位
置
づ

け
に
つ
き
、
ご
く
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
西
村
の
研
究
の
主

眼
は
、

F
-
ヴ
ィ

l
ア
ツ
カ

l
の
研
究

(
F
・
ヴ
ィ

l
ア
ツ
カ
l
、

鈴
木
禄
弥
訳
『
近
世
私
法
史
』
、
創
文
社
、
一
九
六
一
年
)
を
ふ

ま
え
つ
つ
、
一
九
世
紀
か
ら
二

O
世
紀
初
頭
ま
で
の
、
民
法
学
、

国
法
学
、
行
政
学
、
商
法
学
、
刑
法
学
、
法
哲
学
、
法
社
会
学
、

比
較
法
学
、
法
史
学
等
の
諸
分
野
に
わ
た
る
ド
イ
ツ
近
代
法
学
史

に
お
け
る
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
展
開
過
程
を
、
知
識
社
会
学
的
観
点

か
ら
、
大
学
(
学
部
)
・
学
派
・
学
会
・
学
術
誌
な
ど
の
「
知
識

社
会
」
と
い
う
媒
介
項
を
通
し
、
法
学
方
法
論
に
注
目
し
な
が
ら

跡
づ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
(
西
村
稔
「
近
代
ド
イ
ツ
に
お
け

る
法
学
と
知
識
社
会
(
ニ

l
オ
ッ
ト
l
・
フ
ォ
ン
・
ギ
1
ル
ケ

を
中
心
と
し
て
l
」
『
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
』
コ
二
巻
二
号
、

一
九
八
一
年
、
一
一
一
一
一
l

一
二
四
頁
、
お
よ
び
同
「
近
代
ド
イ
ツ

に
お
け
る
法
学
と
知
識
社
会
(
八
)
i
オ
ッ
ト
1
・
フ
ォ
ン
・
ギ
l

ル
ケ
を
中
心
と
し
て
」
「
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
』
三
四
巻
一

号
、
一
九
八
四
年
、
一
四
O

l
一
四
二
頁
参
照
)
。
そ
し
て
、
政

治
と
社
会
の
関
係
に
お
い
て
、
一
九
世
紀
か
ら
二
O
世
紀
初
頭
ま

で
の
ド
イ
ツ
の
知
識
社
会
を
主
導
し
た
学
問
は
、
①
一
八
三
O
年

頃
ま
で
の
哲
学
・
歴
史
主
義
・
ロ
マ
ン
主
義
、
②
一
八
三
O
年
頃

か
ら
一
八
七
O
年
頃
ま
で
の
歴
史
学
(
政
治
史
学
)
・
政
治
的
国

法
学
・
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
法
史
学
、
③
一
八
七
一
年
以
降
の
国
民
経

済
学
、
④
一
一
O
世
紀
初
頭
の
社
会
学
・
法
律
学
的
自
然
主
義
(
自

然
科
学
的
方
法
の
受
容
)
・
自
由
法
運
動
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
(
西

村
稔
「
近
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
学
と
知
識
社
会
(
四
)
|
オ
ツ

ト
l
・
フ
ォ
ン
・
ギ
l
ル
ケ
を
中
心
と
し
て

l
」
『
岡
山
大
学
法

学
会
雑
誌
』
三
二
巻
一
号
、
一
九
八
二
年
、
八
六
頁
、
お
よ
び
、

問
、
前
掲
論
文
(
八
)
、
三
六
三
九
頁
参
照
)
。
ギ
l
ル
ケ
の
生

き
た
時
代
(
同
室
工
沼
目
)
は
、
②
、
③
、
④
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
り
、
ギ
1
ル
ケ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
期
に
お
け

る
法
学
側
の
対
応
に
お
い
て
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
と
さ
れ
る

(
西
村
、
前
掲
論
文
(
八
)
、
一
四
一
一
四
二
頁
参
照
)
。
す
な

わ
ち
、
歴
史
と
法
教
義
学
の
結
合
を
説
い
て
い
た
ギ
l
ル
ケ
は
、

②
か
ら
③
へ
の
転
換
期
に
お
い
て
は
、
「
社
会
問
題
」
へ
の
対
応

を
法
学
の
分
野
に
お
い
て
い
ち
早
く
訴
え
て
国
民
経
済
学
と
接
触

す
る
と
い
う
、
先
駆
的
な
役
割
を
果
た
し
た
が
、
時
代
の
進
行
と

と
も
に
徐
々
に
法
教
義
学
に
接
近
し
て
い
き
、
③
か
ら
④
へ
の
転

換
期
に
お
い
て
は
、
法
学
の
権
威
を
ま
も
る
た
め
法
律
学
的
方
法

(
法
教
義
学
)
を
強
調
し
、
自
由
法
運
動
に
背
を
向
け
、
逆
に
保

守
的
な
態
度
を
と
っ
た
と
し
て
、
自
然
科
学
的
方
法
論
と
の
関
係

を
中
心
と
し
た
法
学
方
法
論
の
発
展
に
お
け
る
、
過
渡
期
の
思
想

家
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
(
西
村
稔
「
近
代
ド
イ
ツ
に
お

け
る
法
学
と
知
識
社
会
(
五
)
|
オ
ッ
ト
l

・
フ
ォ
ン
・
ギ
l
ル

ケ
を
中
心
と
し
て
」
『
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
』
一
一
一
一
一
巻
二
号
、
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オットー・フォン・ギールケの政治共同体像(1)

一
九
八
二
年
、
一
一
一
一
一
一
|
三
二
四
頁
参
照
)

0

(
時
)
西
村
は
、
外
面
的
時
期
区
分
と
し
て
、
ギ
l
ル
ケ
の
思
想
を
前
・

中
・
後
期
の
三
つ
に
区
分
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
五
0
年

代
末
か
ら
一
八
七
二
年
プ
レ
ス
ナ
ウ
大
学
教
授
就
任
ま
で
の
前
期
、

ブ
ラ
ス
ナ
ウ
大
学
か
ら
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
を
経
て
、
ベ
ル
リ

ン
大
学
に
転
任
す
る
一
八
八
七
年
ま
で
の
中
期
、
一
八
八
七
年
以

降
の
後
期
の
三
つ
で
あ
る
(
西
村
、
前
掲
論
文
(
五
)
、
二
三
六
頁

参
照
)
。
西
村
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
区
分
は
ギ
l
ル
ケ
の

思
想
全
体
の
転
換
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
便
宜
的
な
も
の

と
さ
れ
て
お
り
、
当
然
別
の
区
分
の
仕
方
も
あ
り
う
る
が
、
こ
こ

で
は
西
村
の
ギ
l
ル
ケ
解
釈
を
探
る
都
合
上
、
西
村
の
区
分
に
従

う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
区
分
に
従
え
ば
、
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
(
一

八
八
O
年
)
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
」
第
三
巻
(
一
八
八
一
年
)
を

中
心
的
に
取
り
上
げ
る
本
稿
は
、
「
中
期
」
ギ
l
ル
ケ
の
政
治
共
伺

体
像
の
跡
付
け
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

(
必
)
「
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
を
中
心
と
す
る
前
期
に
つ
い
て
は
、

村
上
と
ほ
ぼ
同
様
に
、
ギ
i
ル
ケ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
論
と
、

シ
ユ
ル
ツ
エ
H

デ
l
リ
ッ
チ
ユ
を
中
心
と
す
る
協
同
組
合
運
動
と

の
深
い
関
係
が
指
摘
さ
れ
、
協
同
組
合
の
個
人
と
国
家
を
二
つ
な

が
ら
に
強
化
す
る
機
能
に
対
し
、
ギ
l
ル
ケ
が
強
く
期
待
し
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
(
西
村
稔
「
近
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る

法
学
と
知
識
社
会
合
一
)
オ
ッ
ト
l
・
フ
ォ
ン
・
ギ
l
ル
ケ
を

中
心
と
し
て
|
」
『
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
』
一
一
一
一
巻
四
号
、
一
九

八
二
年
、
四
九
二
|
四
九
三
頁
参
照
)
。
し
た
が
っ
て
、
ベ
ツ
ケ
ン

フ
エ
ル
デ
の
第
一
の
主
張
は
、
西
村
に
よ
っ
て
も
明
示
的
に
否
定

さ
れ
る
(
向
上
、
五
O
一

五

O
二
頁
参
照
)
。
西
村
に
よ
れ
ば
、

ギ
l
ル
ケ
が
国
民
的
立
憲
国
家
の
完
成
を
志
向
し
て
い
た
と
い
う

ベ
ツ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
の
指
摘
は
正
し
い
が
、
そ
の
こ
と
は
「
社
会

問
題
と
の
取
り
組
み
」
と
何
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
、

国
家
と
社
会
の
二
元
論
が
存
在
し
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
が

即
前
近
代
を
意
味
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
ギ
l
ル
ケ

を
「
時
代
遅
れ
」
と
す
る
ベ
ツ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
の
解
釈
は
退
け
ら

れ
る
。
む
し
ろ
、
ギ
l
ル
ケ
に
お
け
る
ゲ
ル
マ
ン
的
中
世
の
称
揚

は
、
社
会
問
題
に
対
応
す
る
た
め
に
二
元
論
を
乗
り
越
え
る
た
め

の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
国
家
統
一
か
ら
社
会
平
和
へ
と
い
う
第

二
帝
政
期
の
政
策
課
題
の
変
化
を
考
慮
す
る
な
ら
、
ギ
l
ル
ケ
は

「
時
代
遅
れ
」
ど
こ
ろ
か
、
法
学
者
の
最
先
端
で
あ
っ
た
と
さ
れ

る
(
向
上
、
五
O
二

五

O
三
頁
参
照
)
。

(
幻
)
西
村
、
前
掲
論
文
(
五
)
、
二
三
七
頁
参
照
。

(
品
)
向
上
、
二
三
九
頁
参
照
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
こ
の
説
明

は

p
・
ラ
l
パ
ン
ト
の
国
法
論
の
説
明
と
し
て
は
妥
当
で
あ
る
が
、

ギ
l
ル
ケ
国
法
論
の
説
明
と
し
て
は
直
ち
に
承
認
す
る
こ
と
は
出

来
な
い
。

(
的
)
向
上
。

(
印
)
向
上
、
二
三
七
頁
参
照
。

(
日
)
向
上
、
二
三
人
頁
参
照
。
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(
臼
)
向
上
、
二
三
九
頁
参
照
。

(
日
)
た
だ
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
方
法
論
上
の
問
題
へ
の
接

合
の
仕
方
は
、
少
し
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
西
村
が
何

度
も
強
調
す
る
よ
う
に
、
政
治
的
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
社
会
の

レ
ベ
ル
に
重
点
を
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
『
社
会
平
和
』
の
要
求
に

結
合
し
た
」
(
西
村
、
前
掲
論
文
(
三
)
、
五
O
三
頁
)
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
要
請
に
応
え
よ
う
と
し
た
ギ
l
ル
ケ
の
折
衷
主
義
も
ま

た
政
治
的
な
議
論
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

(
臼
)
西
村
、
前
掲
論
文
(
五
)
、
二
回
O
頁
参
照
。

(
日
)
向
上
、
二
四
一
|
二
四
二
頁
参
照
。

(
回
)
向
上
、
二
四
八
l
二
五
O
頁
参
照
。

(
日
)
向
上
。

(
日
)
向
上
、
二
五
O
頁
参
照
。

(
印
)
向
上
。

(
印
)
向
上
、
二
六
二
l
二
六
四
頁
参
照
。

(
引
)
同
上
、
二
六
四
|
二
六
五
頁
参
照
。

(
臼
)
向
上
、
二
六
人
1

二
七
一
頁
参
照
。

(
臼
)
た
だ
し
西
村
自
身
も
、
「
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
に
お
け
る

ギ
l
ル
ケ
の
協
同
組
合
論
に
つ
い
て
、
「
国
家
補
助
」
や
「
上
流
身

分
の
援
助
」
の
必
要
性
を
認
め
て
い
る
と
し
て
、
国
家
の
保
護
・

援
助
を
徹
底
し
て
忌
避
し
た
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
派
の
シ
ユ
ル
チ
エ

と
は
異
な
っ
て
い
た
と
し
て
お
り
(
西
村
、
前
掲
論
文
(
三
)
、
四

九
四
頁
参
照
)
、
こ
の
点
に
関
し
、
前
期
ギ
l
ル
ケ
と
後
期
ギ
l
ル

ケ
の
差
異
が
ど
こ
ま
で
認
め
ら
れ
る
か
は
微
妙
な
問
題
で
あ
る
。

(
臼
)
こ
の
点
に
つ
き
、
村
上
『
ゲ
ル
マ
ン
法
史
に
お
け
る
自
由
と
誠

実
』
、
一
七
O
l
一
七
六
頁
参
照
。

(
臼
)
西
村
、
前
掲
論
文
(
五
)
、
二
七
一
二
七
三
頁
参
照
。

(
前
)
向
上
、
二
七
一
頁
参
照
。

(
訂
)
向
上
、
二
七
三
一
頁
参
照
。

(
随
)
同
上
。

(ω)
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
研
究
を
前
提
と
し
た
上
で
は
じ
め
て
、

本
稿
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
意
味
で
本
稿
は
、
ド
イ
ツ
法
制
史
に
お
け
る
ギ
l
ル
ケ
研
究

を
不
可
欠
の
基
礎
と
し
て
い
る
。

(
叩
)
〈
包
・
因
。

nwge丘
0
・世

-P9・∞・
5
凶

(
口
)
前
注
(
必
)
参
照
。

(η)
西
村
、
前
掲
論
文
(
三
)
、
五
O
四
五
O
五
頁
参
照
。

(η)
も
ち
ろ
ん
『
ラ
i
パ
ン
ト
の
国
法
学
」
前
半
部
分

?
?
5
3
'

-
H
M
凶
)
を
は
じ
め
と
し
て
、
ギ
l
ル
ケ
は
法
学
方
法
論
の
問
題
に

大
き
な
関
心
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
は
、
こ
の
よ
う
な
西

村
の
議
論
は
納
得
の
い
く
も
の
で
あ
る
。
特
に
ロ
マ
ニ
ス
テ
ン
の

立
場
に
立
つ
ヴ
ィ

l
ア
ツ
カ

i
が
、
ギ
i
ル
ケ
の
思
考
方
法
は
厳

密
さ
を
欠
き
、
「
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
偉
大
な
人
間
」
と
し
て
い
る

(
ヴ
ィ

l
ア
ツ
カ
l
、
前
掲
、
五
四
五
l
五
四
六
頁
)
の
に
対
し
、

ギ
i
ル
ケ
は
、
実
践
主
義
的
な
方
法
に
重
点
を
置
き
つ
つ
、
科
学

的
な
方
法
の
導
入
に
よ
っ
て
形
式
主
義
的
方
法
と
の
綜
合
に
成
功
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オットー・フォン・ギールケの政治共同体像(1 ) 

し
た
と
指
摘
す
る
西
村
の
研
究
の
意
義
は
大
き
い
。
し
か
し
、
ギ
ー

ル
ケ
の
法
学
方
法
論
に
注
目
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
ギ
l
ル
ケ

の
議
論
の
す
べ
て
が
法
学
方
法
論
に
還
元
さ
れ
る
必
然
性
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

(
日
)
こ
の
点
に
関
し
、
例
え
ば

M
・
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
に
よ
れ
ば

(〈
m--go--OMM・
E
-
P
0
・
ω・凶
S'za)
、
ギ
l
ル
ケ
は
、
絶
対
的
ア

ン
シ
ユ
タ
ル
ト
国
家
(
ラ

l
パ
ン
ト
)
に
対
し
、
人
民
や
自
由
を

強
調
す
る
一
八
四
八
年
運
動
を
代
表
し
、
国
家
権
力
へ
の
服
従
と

い
う
機
械
的
関
係
に
反
対
し
て
、
個
人
と
全
体
の
調
和
(
有
機
的

関
係
)
を
主
張
し
た
と
さ
れ
る
。

(
花
)
も
っ
と
も
、
村
上
『
ゲ
ル
マ
ン
法
史
に
お
け
る
自
由
と
誠
実
』
、

一
四
一
一
四
三
頁
に
お
い
て
、
ま
さ
に
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
主
眼
点
は
ギ
l
ル
ケ
の
国
家

論
に
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
両
要
素
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
を
論
証
し
、
ゲ
ル
マ
ン
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
成

過
程
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
然
法
論
と
団
体

人
格
論
と
の
関
係
を
正
面
か
ら
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

(
花
)
な
お
自
然
法
論
に
つ
い
て
は
、
「
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
四
巻

(。芯円
r
p
b
-
b
h
h
凡
さ
な
与
問
。
2
2
h
間三円、
HhHK
吋
旬
、
町
内
芝
、
切
え
・
ち
む
な

h
H
b
a
H
h
，
R
S
丸
岡
。
さ
也
、
ミ
九
q
E
P
F
ミ
九
時
、
之
内
定
N
同

HF
回目『
-
5・
3
-凶
・
)
で

も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
む
ろ
ん
そ
の
分
析
を
省
く
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
が
、
未
完
の
書
で
あ
る
同
書
に
お
い
て
は
、
「
現
代
」

に
関
す
る
叙
述
が
十
分
で
は
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
本
稿
の
対
象

と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
点
を
含
め
、
「
後
期
」
ギ

l
ル
ケ
思
想

の
総
体
的
解
明
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

(
打
)
〈
加
Fgo--ap
白血。・・印・凶
m
F
N
・

補
論

団
体
の
種
類
に
つ
い
て

周
知
の
通
り
ギ

l
ル
ケ
は
、
「
団
体
」
の
固
有
の
価
値
を
何
よ
り
も
強

調
し
て
い
た
が
、
一
口
に
「
団
体
」
と
い
っ
て
も
も
ち
ろ
ん
様
々
な
種
類

が
あ
る
。
そ
し
て
ギ

l
ル
ケ
の
著
作
に
お
い
て
も
、
。

m
g
a
g
s島
や

。
gazz邑
w
、
。

g
o回田町ロ
mnF白
骨
、
〈
刊
号

gι
、
問
。
号
。
『
田
口
町
民
丹
、
開
。
号
白
血
ロ
O
E

な
ど
、
「
団
体
」
に
あ
た
る
原
語
は
文
脈
に
よ
っ
て
様
々
に
使
い
分
け
ら

れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
使
用
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
厳
密
な
統

一
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ギ
|
ル
ケ
の
「
団
体
」
思
想
を
扱
う

上
で
、
そ
の
二
応
の
区
別
は
不
可
避
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
単

(
l
)
 

語
の
持
つ
含
意
の
一
般
的
な
違
い
に
つ
い
て
整
理
し
、
そ
の
上
で
ギ
l
ル

(2) 

ケ
自
身
に
よ
る
団
体
人
格
の
区
別
を
瞥
見
す
る
。

ま
ず

d
g
E
=
m
n
z畠
・
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
大
き
く
分
け
て
四
つ
の

意
味
が
あ
る
。
①
普
通
一
般
に
言
う
と
こ
ろ
の
人
聞
社
会
と
し
て
の
共
同

社
会
、
②
そ
の
共
同
社
会
に
お
け
る
共
同
生
活
、
③
法
律
学
専
門
用
語
で

北法53(5・189)1367



研究ノート

い
う
共
有
関
係

E
E加
g
E
S、
④
い
わ
ゆ
る
テ
ン
ニ

l
ス
が
使
っ
た
意

味
で
、
利
益
社
会
。

am口
氏
宮
持
に
対
す
る
意
味
で
の
共
同
社
会
、
の
四

つ
で
あ
る
。
な
お
ギ

l
ル
ケ
は
、
④
の
意
味
で
の
S
E
E
n
z島
を
使
う

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ぎ
に

d
?

8
E
n
Z弓
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
お
よ
そ
三
つ
の
意
味
が
あ
る
。
①
法

律
学
専
門
用
語
で
の
組
合
(
共
同
に
出
資
し
て
共
同
の
目
的
を
達
す
る
旨

の
組
合
契
約
で
つ
く
ら
れ
る
組
織
)
、
②
法
律
学
専
門
用
語
の
い
わ
ゆ
る

権
利
能
力
な
き
社
団
(
合
名
会
社
・
合
資
会
社
で
、
法
人
と
は
区
別
さ
れ

る
)
、
③
テ
ン
ニ

l
ス
の
い
う
利
益
社
会
で
、
。

2
2
R
E『
円
④
に
対
す

る
も
の
、
の
三
つ
で
あ
る
。
さ
ら
に

d
S
2
8
5
n
E色
ぺ
に
は
、
二
つ
の

意
味
が
あ
り
、
①
法
律
学
専
門
用
語
の
協
同
組
合
間
ヨ
刊
号
田
B

E

E

t

そ平

日

n
E宮
開
g
2
8
5
n
z島
(
組
合
員
が
共
同
し
て
事
業
を
経
営
し
、
組
合
員

は
経
営
者
で
あ
る
と
同
時
に
組
合
の
顧
客
・
使
用
人
で
も
あ
る
と
い
う
点

で
組
合
と
異
な
る
。
販
売
組
合
や
生
産
組
合
、
信
用
組
合
な
ど
が
あ
る
)
、

②
ギ

I
ル
ケ
の
作
り
出
し
た
用
法
で
一
般
的
な
団
体
、
の
二
つ
で
あ
る
。

そ
し
て
次
は
丙
α
号
R
E
F・
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
に
も
触
れ
る
が
ギ
l

ル
ケ
の
特
に
注
目
す
る
団
体
人
格
で
、
そ
の
内
に
構
成
員
人
格
と
機
関
人

格
と
を
法
的
関
係
で
自
ら
の
う
ち
に
組
み
込
み
、
内
在
す
る
意
志
に
よ
っ

て
統
合
さ
れ
て
い
る
団
体
人
格
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
一
般
的
な
用
法
で

(
3
)
 

は
、
関
α骨骨『聞
n
z
m
と
開
。
号
白
書
。
ロ
は
特
に
区
別
さ
れ
な
い
が
、
ギ
l
ル

ロ
ー
マ
法
的
な
擬
制
人
格
を
必
要
と
す
る
団
体
氏
。
『
E

(
4
)
 

司

C
E
S口
"
と
区
別
さ
れ
る
。
剛
円
。
弓
伺
『
∞
n
E
m
は
さ
ら
に
公
法
上
の
も
の
(
ゲ

マ
イ
ン
デ
。
四
百
四
百
号
、
市
町
村
組
合
。

0
5
2
E
m
g円E
=庁
、
手
工
業
組

合

Z
S号、
q
g
s
Eロ
m
g、
手
工
業
会
議
所
出
血
旦
宅
町
長
田

E
5
5
2
な
ど
)

と
私
法
上
の
も
の
(
社
団
〈

0
8
5
H
社
員
の
交
替
と
は
関
係
な
く
存
続

す
る
と
い
う
点
で
組
合
と
異
な
る
。
具
体
的
に
は
株
式
会
社
な
ど
)
と
に

分
か
れ
る
。
最
後
に
、
毛
四
円
Z
E・
は
共
同
の
利
益
を
達
成
す
る
た
め
の

自
然
人
・
団
体
人
の
結
合
体
を
意
味
し
、
普
通
一
般
で
言
う
と
こ
ろ
の
人

間
集
団
と
し
て
の
団
体
で
あ
る
。

ギ
I
ル
ケ
自
身
は
さ
ら
に
詳
し
く
団
体
人
の
種
類
に
つ
い
て
説
明
し
て

い
る
(
。
ロ
司
・
∞
・
ど
や
M
H
M
)

。
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
団
体
人
の
種
類
に

は
三
通
り
の
区
別
の
仕
方
が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
関
α号弓田
nz島
か

〉
E
S宮
か
の
区
別
で
あ
り
、
第
二
は
公
的
団
体
人
か
私
的
団
体
人
か
の

区
別
で
あ
り
、
第
三
は
開
。
号
刊
『
出

n
g
b
か
の
g
o回

目

m
g
n
z
m
か
の
区
別
で

あ
る
。
ま
ず
、
第
一
の
区
別
に
つ
い
て
、
国
内
α号
四
円
呂
町
民
円
と
は
、
団
体
が

そ
れ
自
体
に
基
づ
き
、
内
在
す
る
共
同
意
思
。
町
四
SES--o
に
よ
っ
て
支

配
さ
れ
た
。
2
5
5
n
z
m
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
る
団
体
の
こ
と
で
、

〉
口
忠
ち
と
は
、
外
部
か
ら
の
寄
付
意
思
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
施
設
と

し
て
組
織
さ
れ
て
い
る
団
体
の
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ケ
ル
パ

l
シ
ャ

フ
ト
団
体
は
ア
ン
シ
ユ
タ
ル
ト
的
要
素
を
含
み
、
ア
ン
シ
ユ
タ
ル
ト
団
体

ケ
に
お
い
て
は
、
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オットー・フォン・ギールケの政治共同体像(1)

は
ケ
ル
パ

1
シ
ャ
フ
ト
的
要
素
を
含
む
が
、
つ
ね
に
一
方
が
優
勢
で
あ
る

か
ら
、
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
第
二
の
区
別
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
公
的
団
体
人
と
は
公
法
上

の
形
成
物
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
国
家
や
ゲ
マ
イ
ン
デ
(
地
方
自
治
体
)
、

教
会
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
そ
れ
か
ら
諸
種
の
公
共
目
的
の
開
。
号
m
g
n
E
B
や

〉
回
虫
色
円
で
あ
る
。
私
的
団
体
人
と
は
、
私
法
上
の
形
成
物
で
あ
り
、
私

法
に
よ
っ
て
穴
α号
刊
a
n
F
島
と
認
め
ら
れ
た
団
体
(
社
団
〈
R
Sロ
)
と
私

法
に
よ
っ
て
〉
ロ
虫
色
同
的
人
格
を
付
与
さ
れ
た
財
団

g
S
E加
が
あ
る
。

社
団
に
は
、
理
念
的
目
的
の
た
め
の
社
団
と
経
済
的
目
的
の
た
め
の
社
団

が
あ
り
、
経
済
的
目
的
の
た
め
の
社
団
は
さ
ら
に
、
人
的
協
同
組
合
(
産

業
協
同
組
合
、
相
互
保
険
社
団
)
と
物
的
協
同
組
合
(
水
利
協
同
組
合
)

と
財
産
協
同
組
合
(
株
式
会
社
・
株
式
合
資
会
社
・
有
限
会
社
、
鉱
業
組

合
)
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
合
有
関
係
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
組
合
で
あ

る
、
権
利
能
力
な
き
社
団
も
、
社
団
的
に
扱
わ
れ
る
。
そ
し
て
財
団
と
は
、

構
成
員
を
持
た
ず
、
寄
付
意
思
に
従
っ
て
行
為
す
る
機
関
人
格
の
こ
と
で

あ
る
。そ

し
て
最
後
に
、
第
三
の
区
別
(
丙
閃
α号
刊
2叫

2回おnzE釦同

か
の
区
別
)
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
開
。
弓
向
田
町
Z
3
と
は
、

団
体
人
格
が
構
成
員
人
格
か
ら
独
立
し
、
構
成
員
人
格
に
対
峠
し
て
い
る

団
体
人
格
の
こ
と
で
、
。
2
2
回
目
ロ
田
町
宮
島
と
は
、
団
体
人
格
と
構
成
員
人

格
が
区
別
さ
れ
ず
融
合
し
て
い
る
団
体
人
格
の
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法

の
継
受
に
よ
っ
て
、
構
成
員
人
格
を
含
ま
な
い
閃
α号
角
田
n
z
m
と
し
て
の

法
人
理
念
が
強
化
さ
れ
、
そ
れ
に
対
峠
す
べ
き
構
成
員
人
格
が
抑
圧
さ
れ

た
。
そ
れ
に
対
し
、
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト

(
G
・
ベ
ー
ゼ
ラ

l
)
が
。
g
0
2
2
1

田
町
宮
島
理
念
を
復
興
し
、
構
成
員
人
格
を
有
機
的
に
組
み
込
ん
だ
問
。
門
官
?

田
町
F
与
が
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
私
法
学
は
こ
の
穴
α弓
R
R吉野

理
念
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ギ
l
ル
ケ
が
理
想
的
と
し
て
い
る
団
体
像
に
つ
い

て
は
、
団
体
人
格
を
構
成
員
か
ら
独
立
さ
せ
な
が
ら
も
、
構
成
員
人
格
を

有
機
的
に
組
み
込
み
、
内
在
的
共
同
意
思
に
よ
っ
て
行
為
す
る
問
。
弓
2
E

田
口
町
急
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
に
予
想
が
つ
く
が
、
そ
の
詳
し
い
内
容
に
つ

い
て
は
、
団
体
概
念
の
歴
史
的
変
遷
を
追
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
第
一
章

で
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
団
体
と
い
っ
て
も
様
々
の
種
類

(5) 

が
あ
り
、
「
団
体
」
に
あ
た
る
原
語
も
様
々
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に

と
ど
め
た
い
。
し
た
が
っ
て
本
稿
に
お
い
て
も
、
統
一
的
な
訳
し
分
け
は

行
わ
ず
、
文
脈
に
よ
っ
て
訳
し
分
け
た
り
原
語
を
並
記
し
た
り
し
て
対
応

北法53(5・191)1369 

す
る
こ
と
と
し
た
い
。

(
1
)

一
般
的
な
語
義
に
つ
い
て
は
、
』
。
江

S
F
ぞ
・
。
ュ
g
g
-
u
g
?

』
円

F
m
h
唱
で
雪
同
町
、
宮
内
F
r
n
回
目
E
m
-
-
∞2
1
・
の
他
に
、
山
田
歳
『
ド
イ
ツ
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法
律
用
語
辞
典
』
改
訂
増
補
版
(
大
学
書
林
、

各
項
目
を
参
照
し
た
。

(
2
)
前
述
の
通
り
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
全
四
巻
を
網
羅
的
に
読
解

で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ギ

l
ル

ケ
の
原
語
の
使
い
分
け
に
つ
き
、
網
羅
的
・
包
括
的
に
分
析
す
る

こ
と
は
も
と
よ
り
不
可
能
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
区
別
は
本
稿
の
理

解
に
役
立
つ
限
り
の
あ
く
ま
で
も
暫
定
的
な
区
別
で
あ
る
。

(3)
山
田
、
前
掲
、
三
七
四
頁
参
照
。

(
4
)
前
述
の
通
り
、
こ
の
開
。
弓

2
S
S
と
し
て
の
ロ

l
マ
法
的
社
団

概
念
が
、
必
然
的
に
公
的
規
制
を
伴
う
概
念
で
あ
り
、
そ
の
た
め

に
シ
ユ
ル
チ
ェ
ら
の
協
同
組
合
は
社
団
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
を

拒
否
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
ギ
l
ル
ケ
が
、
囲
内
G
号
刊
『
'

田
町
『
島
と
し
て
ゲ
ル
マ
ン
的
社
団
概
念
を
整
備
し
、
公
的
規
制
か

ら
切
り
離
さ
れ
た
法
人
と
し
て
の
協
同
組
合
の
法
構
成
に
寄
与
し

た
の
で
あ
る
(
村
上
『
ド
イ
ツ
の
近
代
法
学
』
、
一
一
一
一
一
一
|
一
一
一
一

五
頁
参
照
)
。

(
5
)
例
え
ば
。

33REhw①
と
。
2
2
8
5
n
E島
②
と
〈
町
内
『
包
仏

に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
違
い
は
な
く
、
ギ

l
ル
ケ
自
身
も
統
一
的

に
厳
密
な
使
い
分
け
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る。

一
九
九
三
年
)
(f) 

第
一
章

法
人
論
と
団
体
主
権
論

前
述
の
と
お
り
、
ギ
l
ル
ケ
は
な
に
よ
り
も
私
法
学
者
で
あ
り
、
そ
の

思
想
を
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
法
律
論
を
看
過
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
原
理
と
ゲ
ノ
ツ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
原
理
の
対
置
・
折
衷
と
い
う
、
従
来
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た

枠
組
み
に
お
け
る
ギ
l
ル
ケ
団
体
理
論
に
つ
い
て
、
そ
の
法
人
(
団
体
人

格
)
概
念
を
中
心
に
検
討
し
、
法
的
側
面
か
ら
見
た
ギ

l
ル
ケ
の
団
体
理

解
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

ギ
l
ル
ケ
の
国
制
史
観

ギ
l
ル
ケ
は
、
団
体
人
格
の
よ
り
具
体
的
な
内
容
と
し
て
、
団
体
概
念

の
歴
史
的
変
遷
を
た
ど
り
な
が
ら
説
明
す
る

3
0
-
M
H
M
g
'
N
E
)
が、

そ
の
具
体
的
な
検
討
に
入
る
前
に
、
ギ
l
ル
ケ
が
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』

第
一
巻

(uom
同
)
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
独
特
の
国
制
史
観
に
つ
い

(
l
)
 

て
瞥
見
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ベ
ッ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
を
は
じ
め
と
し
て

従
来
か
ら
随
所
で
的
確
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
ギ

l
ル
ケ
は
、
ド

イ
ツ
に
お
け
る
団
体
概
念
の
形
成
を
、
垂
直
的
支
配
服
従
関
係
で
あ
る
ヘ

ル
シ
ャ
フ
ト
国
自
国
各
島
原
理
と
水
平
的
仲
間
関
係
で
あ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

北法53(5・192)1370



オットー・フォン・ギールケの政治共同体像(1)

シ
ャ
フ
ト
。
g
g回
ngnF島
原
理
と
い
う
こ
つ
の
原
理
の
調
和
に
至
る
過

程
と
し
て
と
ら
え
、
五
つ
の
時
期
区
分
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ベ
ツ

(2) 

ケ
ン
フ
エ
ル
デ
と
村
上
に
よ
る
的
確
な
ま
と
め
に
よ
り
つ
つ
、
そ
の
概
観

を
得
た
い
。

ま
ず
第
一
期
(
八
O
O
年
ま
で
)
は
原
初
的
・
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

的
な
フ
オ
ル
ク
の
自
由
〈

o-raSF畠
を
内
容
と
す
る
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
原
理
が
優
勢
で
あ
り
、

N
n
z
z
z
m
や
国
ロ
邑

2
2
Z皆
、
ガ
ウ

。
g
共
同
体
な
ど
か
ら
な
る
共
同
体
〈
刊
号
自
色
は
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

的
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
土
地
所
有
と
結
び
つ
い

た
権
利
・
義
務
関
係
に
よ
っ
て
、
共
同
体
の
成
員
は
自
由
・
平
等
な
自
由

(
3
)
 

人
と
し
て
結
合
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
同
時
に
、
家
出
血
巴
開
の

玄
ロ
昆
権
に
起
源
を
持
つ
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
原
理
も
生
ま
れ
て
お
り
、
メ
ロ

ヴ
イ
ン
グ
朝
時
代
に
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
原
理
が
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

原
理
に
優
位
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
フ
ォ
ル
ク
の
王
権
〈

a
z
'

E
巴
m吉
田
は
君
主
の
王
権
図
。
司
g
E
E伺
g
B
と
な
り
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
的
な
フ
オ
ル
ク
の
公
職
〉
百
円
や
公
務
え
『
白
星

E
6
ヨ
-RZ
は
君
主

の
職
務

E
E宮
島
町
田
氏
と
な
り
、
フ
オ
ル
ク
財
産
〈
。
ロ

2
四
5
8
2
は
君

主
の
財
産
相
内
宮
何
回
開
去
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
期
(
八

O
O
年
か
ら
一
二

O
O
年
)
は
、
世
襲
君
主
の
封
建
的
な

国
制
原
理
〈
由
民
昌
明
白
ロ
ロ
個
目
宝
日
号
が
優
勢
で
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
原
理
が
勝

利
し
、
レ

I
ン
制
が
そ
の
最
盛
期
と
な
り
、
土
地
領
主
制
。
a
E
Zロ・・

田
n
z
m、
荘
園
制

Z
o
p刊
広
島
田
国
ロ
ロ
刷
、
治
外
法
権
回

B
S
E
E
E
が
政
治
シ
ス

テ
ム
の
基
礎
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
原
理

は
死
滅
せ
ず
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
原
理
の
な
か
で
弁
証
法
的
に
形
成
さ
れ
て
い

き

(
H
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
)
、
弁
証
法
的
に
高
次

の
段
階
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
原
理
は
、
ま
ず
ギ
ル

ド
や
誓
約
兄
弟
分
団
体
的

nF45号
g
n
w
g
z
p
に
お
い
て
、
次
に
都
市
に

お
い
て
そ
の
最
盛
期
を
迎
え
る
。

そ
し
て
つ
づ
く
第
三
期
二
二

O
O
年
か
ら
一
五
二
五
年
)
に
お
い
て

は
、
自
由
な
盟
約
四
ロ
ロ
ロ
加
の
原
則
が
優
勢
と
な
り
、
「
自
由
」
明
8
5
2

に
行
き
着
い
た
都
市
は
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
的
公
的
団
体
ぎ
弓
2凹
nF島
'

rz明
。
司
自
色
ロ
垣

2
2
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
都
市
公
民
権
回
腎
'

m
m
B
n
Z
と
統
治
機
関
。

a
g
R
F島
と
の
対
等
な
関
係
に
基
づ
く
国
制

〈
町
民
由
回
国
自
明
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
、
ド
イ
ツ
的
・
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
的
国
家
思
想
が
誕
生
し
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
貴
族
の
氏
族
共
同

体

E
E
-
E開
2
2ぉ
g
n
E
D、
学
術
団
体
。
丘
四
百
四
口
開

2
2
8
5
n
z島、

多
数
の
職
業
団
体
出
伺
『
戸
田
町
田
岡

g
o
n
g∞
nF島
も
、
都
市
同
盟
印
同
副
長
吉
邑
や

貴
族
同
盟
〉
品
開

Z
Z
E、
騎
士
同
盟
ヨ
ロ
刊
号
己
白
色
、
ラ
ン
ト
平
和
盟
約
団

体

E
E
E
a
g
E
E口
問
団
穴

α
G
m
g
n
E
3、
ラ
ン
ト
等
族
共
同
体

Z
E
2
g
l

aF2zm
関

α弓
2
2
Eロ
と
い
っ
た
政
治
的
統
一
体
巴

E
認
を
創
り
出
し
、

北法53(5・193)1371
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そ
れ
ら
に
よ
る
連
邦
的
構
成
が
普
遍
的
な
政
治
形
成
原
理
と
な
る
。
ケ
ル

パ
i
シ
ャ
フ
ト
に
高
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
中
間
団
体
は
、
政
治
的
自
立
性

を
獲
得
し
、
暗
黙
裡
に
社
会
。

gaznz島
を
前
提
し
、
下
か
ら
ゲ
ノ
ツ

セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
・
盟
約
的
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
秩
序
を
創
り
出
し
た
。

そ
し
て
、
永
久
ラ
ン
ト
平
和
令
に
お
け
る
「
永
遠
の
平
和
統
一
体
明
ロ
中

色
町
口

8
5
5旬
」
と
し
て
の
帝
国
と
い
う
新
た
な
連
邦
体
制
に
お
い
て
こ
の

ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
原
理
は
頂
点
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時

に
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
原
理
は
、
官
憲
。

E
関
宮
町
思
想
に
ま
で
強
ま
り
、
若

返
っ
た
。
力
強
く
生
ま
れ
た
領
邦
君
主
「

B
号
田
町
四
弓
は
、
様
々
な
ヘ
ル
シ
ャ

フ
ト
権
を
統
一
的
高
権
権
力
に
ま
で
総
合
し
、
排
他
的
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
領

域
を
形
成
し
、
つ
い
に
は
す
べ
て
の
公
権
力
を
フ
ォ
ル
ク
か
ら
完
全
に
剥

奪
し
た
抽
象
的
・
ア
ン
シ
ユ
タ
ル
ト
的
国
家
に
集
中
す
る
。

こ
う
し
て
第
四
期
(
一
五
二
五
年
か
ら
一
八

O
六
年
)
に
は
官
憲
国
家

が
発
達
し
、
あ
ら
ゆ
る
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
要
素
が
抑
圧
さ
れ
る
絶

対
主
義
の
時
代
と
な
る
。
こ
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
原
理
の
勝
利
は
、
第
三
期

に
お
け
る
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
統
一
体
が
、
高
い
身
分
の
み
を
相
手

に
し
、
農
民
身
分
を
含
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
事
に
起
因
し
、
「
農
民
身

分
は
、
絶
対
主
義
の
媒
介
を
通
じ
て
の
み
、
自
由
を
享
受
し
得
た
」

(
U
O
E
-
s
a
)
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
第
四
期
の
絶
対
主
義
は
、

第
三
期
の
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
統
一
体
(
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
)
か

ら
特
権
的
要
素
を
取
り
払
い
、
個
々
人
の
自
由
や
法
的
平
等
へ
の
手
段
と

な
り
、
自
由
農
民
を
う
ち
に
含
ん
だ
は
じ
め
て
の
秩
序
を
も
た
ら
し
た
。

し
か
し
こ
こ
で
も
完
全
な
解
放

(
H
個
人
化
)
は
行
わ
れ
ず
、
ゲ
ノ
ツ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
原
理
が
や
は
り
息
づ
い
て
い
た
。

そ
し
て
つ
い
に
第
五
期
(
一
八
O
六
年
以
降
)
の
立
憲
国
家
に
お
い
て
、

官
憲
国
家
の
フ
オ
ル
ク
へ
の
差
し
戻
し

(
H
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
化
)

に
よ
っ
て
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
原
理
と
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
原
理
が
究
極
的

に
均
衡
し
、
内
在
的
な
融
和
に
至
る
。
つ
ま
り
、
新
た
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
精
神
を
発
展
さ
せ
、
あ
ら
ゆ
る
公
的
団
体
〈
刊
号
自
仏
を
新
た
な
公
共

生
活
で
有
機
的
に
下
か
ら
満
た
す
よ
う
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人

の
ア
ト
ム
化
の
危
険
が
取
り
除
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
地
平
が

最
終
的
な
到
達
点
で
あ
り
、
こ
れ
以
上
の
進
歩
は
あ
り
え
ず
、
そ
の
進
歩

と
は
有
機
的
統
一
の
諸
要
素
へ
の
解
体
で
し
か
な
い
。

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
た
し
か
に
ギ
l
ル
ケ
は
、
第
三
期
の
自

由
な
盟
約
原
理
に
基
づ
く
関
C
号
R
R
F与
を
高
く
評
価
し
て
お
り
、
そ
の

点
で
中
世
を
賞
揚
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
、
ベ
ツ

ケ
ン
フ
エ
ル
デ
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
ギ
l
ル
ケ
の
近
代
ド

イ
ツ
国
家
理
念
を
、
ゲ
ル
マ
ン
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
理
念
の
完
成
お

よ
び
歴
史
的
に
対
立
し
て
来
た
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
理
念
と
の
宥
和
(
高
次
に

お
け
る
統
こ
で
あ
る
と
し
、
具
体
的
に
は
君
主
制
的
自
由
主
義
的
立
憲

北法53(5・194)1372
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(
4
)
 

国
家
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
国
家
論
は
、

国
家
と
そ
れ
以
外
の
団
体
を
同
質
な
も
の
と
し
て
説
明
す
る
一
般
共
同
社

会
論
。

s
g民
自
己

v
gロ
刊
の
現
れ
で
あ
る
と
し
、
ギ
l
ル
ケ
に
と
っ
て
の

国
家
と
は
、
他
の
団
体
。

g
o回

目
。

g
n
E
D
と
規
模
の
点
で
異
な
る
だ
け
で

(5) 

あ
る
と
す
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
い
う
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
団
体
と
は
、

主
権
を
持
つ
個
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
結
社
〉

aONESロ
や
利
益
団

体

z
g
a
g
S
5
5
5
で
は
な
く
、
個
々
人
の
利
益
の
集
積
を
越
え
て
個
々

人
に
対
峠
す
る
独
自
の
目
的
を
持
ち
、
個
々
人
そ
の
も
の
を
地
位
的
・
身

分
的
に
取
り
込
み
、
統
合
し
た
共
同
体
。
四
百
四
呂
田
各
島
を
意
味
す
る
と

(6) 

さ
れ
、
中
世
に
お
け
る
よ
う
な
、
国
家
と
社
会
、
権
力
と
利
益
に
分
離
さ

れ
な
い
「
ケ
ル
パ

i
シ
ャ
フ
ト
的
有
機
的
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
秩
序
」

(7) 

を
手
本
と
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ギ
l
ル
ケ
自
身
は
あ
く
ま
で

(8) 

中
世
的
「
政
治
社
会

8
2
2
S
2丘
-2」
の
再
生
を
意
図
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
ギ
l
ル
ケ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
国
家
論
・
共
同
社
会
論

は
、
国
家
と
社
会
の
区
別
や
分
離
を
唱
え
る
理
論
と
は
別
個
の
理
論
で
あ

(9) 

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ギ
l
ル
ケ
に
と
っ
て
、
国
家
と
社
会
の
厳
密
な
分

(
叩
)

離
は
、
自
然
的
・
有
機
的
な
構
成
の
崩
壊
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

ギ
l
ル
ケ
の
共
同
社
会
論
に
お
け
る
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
へ
の
固
執
は
、

F
・
ラ
サ

l
ル
な
ど
の
結
社
思
考
〉

E
R
E
5虫色
g
r
g
や
社
会
学
的
多

元
主
義
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
っ
て
、
社
会
問
題
や
高
度
産
業
化
に
お
け

る
労
働
者
の
生
活
改
善
を
目
的
と
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
歴
史
的
に

基

礎

づ

け

ら

れ

た

「

国

民

的

国

制

発

展

E
g
g
-白
〈
由
民
8
8ロ
怒
'

(
日
)

g
Z
R
E
E国
間
」
の
完
成
に
あ
っ
た
と
さ
れ
、
ギ
l
ル
ケ
は
社
会
学
的
多
元

主
義
に
よ
っ
て
近
代
国
家
を
越
え
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
も
ど
っ

(
辺
)

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ギ
l
ル
ケ
が
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
国
家

論
に
偏
愛
を
ょ
せ
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
中
に
、
あ
ら
ゆ
る
法

の
統
一
と
い
う
ゲ
ル
マ
ン
的
国
家
思
想
の
保
持
と
再
生
を
見
て
い
た
こ
と

(
日
)

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
と
さ
れ
、
ギ
l
ル
ケ
は
ヘ

l
ゲ
ル
や
シ
ユ
タ
イ
ン

(U) 

の
主
張
を
捨
て
た
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
前
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ

(
日
)

き
で
あ
る
と
い
う
。

し
か
し
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
ギ

l
ル
ケ
は
、
中
世
的
穴
α号町『，

F
n
g
p
が
貴
族
や
ギ
ル
ド
成
員
な
ど
一
部
の
構
成
員
を
含
む
特
権
的
な
も

の
で
し
か
な
く
、
大
多
数
を
し
め
る
下
層
の
人
々
の
犠
牲
の
上
に
は
じ
め

て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
問
題
性
を
十
分
認
識
し
て
い
た

(。。

E
-
S
U』
色
吋
)
。
そ
の
問
題
解
決
の
た
め
に
、
絶
対
主
義
に
よ
る

封
建
的
中
間
団
体
の
一
掃
と
い
う
個
人
の
解
放
と
平
等
化
が
評
価
さ
れ
た

の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
自
然
法
論
の
果
た
す
役
割
が
大
い
に
期
待
さ
れ
る

こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
第
二
章
で
と

り
あ
げ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
ギ

i
ル
ケ
は
こ
の
絶
対
主
義
に

よ
る
個
人
の
解
放
に
対
し
て
、
そ
れ
を
貫
徹
す
る
こ
と
は
許
さ
ず
、
ゲ
ノ
ツ

~t. t去53(5 ・ 195)1373
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セ
ン
シ
ャ
フ
ト
精
神
に
よ
っ
て
新
た
に
中
間
団
体
を
つ
く
り
出
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
(
。
。
何
回
一
色
戸
ふ
凶
ど
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
か

ら
だ
け
で
も
、
ギ
l
ル
ケ
は
単
な
る
中
世
称
揚
の
思
想
家
で
は
な
い
こ
と

(
日
山
)

が
推
測
さ
れ
よ
う
。ギ

l
ル
ケ
の
団
体
人
格
論

ギ
l
ル
ケ
の
団
体
人
格
論
は
、
法
的
主
体
に
関
す
る
説
明
の
な
か
で
展

開
さ
れ
て
い
る
(
。
ロ
司
口
】
害
時
)
。
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
法
的
主
体
と

は
人
間
的
な
意
思
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
個
別
人
で

あ
る
。
そ
し
て
、
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
は
個
別
人
以
上
の
主
体
は
認
め
ら

れ
な
い
が
、
中
世
ド
イ
ツ
法
(
古
ド
イ
ツ
法
)
に
お
い
て
は
、
団
体
自
体

に
人
格
が
認
め
ら
れ
て
い
た

(
H
団
体
人
)
と
し
、
団
体
人
も
権
利
主
体

と
し
て
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
。
け
だ
し
、
団
体
人
絡
概
念
は
、
ロ
ー
マ

法
の
継
受
に
よ
っ
て
弱
め
ら
れ
て
お
り
、
団
体
人
の
概
念
を
再
び
強
化
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る

3
0司・
M
g
'
N
5
)
0
こ
の
団
体
人

格
概
念
は
、
歴
史
的
変
遷
を
た
ど
り
な
が
ら
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る

(開

Z
E
)
。

ま
ず
古
ド
イ
ツ
法
期
・
中
世
初
期
(
国
制
史
区
分
の
第
一
期
・
第
二
期

に
あ
た
る
)
に
お
い
て
は
、
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
〈
弓
σ釦
昆
と

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
〈

R
Eロ
己
と
い
う
二
種
類
の
団
体
が
あ
っ
た
と
さ

れ
る
。
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
と
は
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
原
理

に
基
づ
く
団
体
で
、
人
為
的
組
織
が
な
く
、
す
べ
て
の
仲
間
が
平
等
な
権

利
を
持
つ
集
会
に
お
い
て
、
全
会
一
致
決
議
に
よ
っ
て
意
思
形
成
が
さ
れ

る
団
体
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
全
体
人
格
と
構
成
員
人
格
は
融
合
し

て
お
り
、
区
別
さ
れ
な
い
。
具
体
的
な
例
と
し
て
は
、
血
縁
氏
族
団
体

∞
仲
間
】
官
や
印
同
署
刊
に
根
ざ
す
隣
人
団
体

Z
R
5白
R
E
m
-
村
落
共
同
体
、

(
げ
)

平
時
に
お
け
る
国
家

ω
S巳
な
ど
が
あ
る
。
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
と
は

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
原
理
に
基
づ
く
団
体
で
、
ひ
と
つ
の
指
導
権
力
に
服
す
る

が
、
そ
の
権
力
は
全
体
意
思
の
体
現
で
あ
っ
て
、
支
配
H
服
従
関
係
で
は

な
い
よ
う
な
団
体
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
全
体
人
格
と
構
成
員
人
格
は
融
合

し
て
い
る
。
具
体
的
な
例
と
し
て
は
、
家
長
権
冨
Z
E
に
服
し
て
い
る
家

(

時

)

(

ゆ

)

出
血
己
目
、
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
、
戦
時
の
国
家
∞
冨
箆
な
ど
が
あ

北法53(5・196)1374

る

つ
ぎ
に
、
中
世
最
盛
期
(
一
二

O
O
年
頃
、
国
制
史
区
分
の
第
三
期
に

あ
た
る
)
に
お
い
て
は
、
都
市
に
お
け
る
市
民
の
自
由
獲
得
を
端
緒
と
し

て
、
こ
れ
ら
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
や
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
団
体

の
組
織
化
や
制
度
化
が
進
み
、
団
体
の
統
一
性
(
全
体
人
格
)
が
構
成
員

か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
独
立
の
人
(
団
体
人
)
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ

れ
は
絶
え
ず
交
代
す
る
構
成
員
に
対
し
て
、
永
続
的
に
存
在
す
る
団
体
人



で
あ
っ
て
、
部
分
の
総
和
と
は
異
な
る
統
一
的
全
体
色
岳
町
民
-
5
F
O∞

オットー・フォン・ギールケの政治共同体像(1)

。自国
N

切
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
共
同
意
思
の
形
成
は
、
自
発
的
な
全
会
一
致

の
決
議
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
形
式
化
さ
れ
た
決
議
(
多
数
決
原
理
な
ど
)

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
組
織
化
に
よ
っ
て
、
古
ド
イ
ツ
法
期

に
お
け
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
は
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
開
。
号
RB

田
町
『
島
に
凝
縮
さ
れ
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
団
体
は
ア
ン
シ
ユ
タ
ル
ト
に
凝

縮
さ
れ
た
。
こ
こ
で
い
う
ケ
ル
パ

i
シ
ャ
フ
ト
と
は
、
統
一
的
全
体
と
し

て
構
成
員
に
対
峠
す
る
団
体
人
格
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
都
市
や
ギ
ル
ド
、

ツ
ン
フ
ト
(
手
工
業
者
・
医
者
・
法
律
家
等
の
同
業
者
集
団
)
、
諸
身
分

な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
ン
シ
ユ
タ
ル
ト
と
は
、
首
長
が
全
体
の
継
続
的

な
全
体
統
一
性
を
示
す
統
治
機
構
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
教
会
や
機
開
化

さ
れ
た
領
邦
、
機
関
化
さ
れ
た
国
家
な
ど
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
ド
イ
ツ
団
体
法
理
論
は
、
近

代
(
一
五
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
)
の
ロ

l
マ
法
継
受
に
よ
っ
て
、
後
期
ロ
ー

マ
法
の
団
体
理
論
(
ロ
マ
ニ
ス
ト
H
カ
ノ
ニ
ス
ト
的
コ
ル
ポ
ラ
テ
ィ
オ
l

ン
理
論
)
に
従
属
さ
せ
ら
れ
た
(
国
制
史
区
分
の
第
四
期
に
あ
た
る
)
。

そ
こ
で
の
団
体
人
格
は
そ
の
構
成
員
人
格
か
ら
厳
密
に
分
離
さ
れ
た
機
関

人
格
で
、
す
べ
て
の
団
体
の
権
利
主
体
性
は
、
国
家
主
権
に
媒
介
さ
れ
た

(
ぬ
)

擬
制
に
基
づ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
構
成
員
人
格
を
含
ん
だ
ド
イ

ツ
的
団
体
理
論
は
、
自
然
法
上
の
。

an--田
町
宮
島
理
論
(
社
会
契
約
説
)

(
幻
)

に
残
っ
た
。
そ
こ
で
の
団
体
は
確
か
に
擬
制
人
で
は
な
か
っ
た
が
、
個
人

の
総
和
と
し
て
の
団
体
し
か
認
め
ら
れ
ず
、
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
つ
い
に
、
現
代
(
一
九
世
紀
、
国
制
史
区
分
の
第
五
期
に
あ
た

る
)
に
入
っ
て
、
ゲ
ル
マ
ン
法
的
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
理
論
が
再
興
し
た

と
さ
れ
、
団
体
人
格
は
実
在
し
、
構
成
員
か
ら
独
立
し
た
意
思
形
成
力
と

行
為
能
力
を
持
つ
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
団
体
人
格
と
は
、
本
質
上
主
体

で
あ
る
実
在
的
団
体
統
一
体
お
色
町
〈
刊
号
包
含
包

MFE
で
あ
り
、
擬
制
で

は
な
く
抽
象
化
に
よ
っ
て
取
り
出
さ
れ
た
現
実
内
容
で
あ
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
団
体
人
格
は
確
か
に
不
可
視
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
抽
象

的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
現
実
的
な
も
の
は
必
ず

し
も
感
覚
的
に
知
覚
可
能
な
も
の
と
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
っ

て
、
感
覚
で
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
団
体
人
格
の
存
在
を
否

(
勾
)

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
共
同
意
思
。
2
5
5
'

d
E
Z
m
は
ひ
と
つ
の
実
在
で
あ
り
、
個
別
意
思
の
総
計
以
上
の
も
の

(
H

個
別
意
思
回
目

n
Z
E
g
は
自
ら
を
越
え
て
高
め
ら
れ
、
ひ
と
つ
の
全
体

意
思
。

oSES--o
に
統
合
さ
れ
る
)
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
団
体

(
全
体
人
格
)
内
に
お
い
て
、
構
成
員
資
格
の
授
受
に
よ
っ
て
全
体
人
格

と
構
成
員
人
格

2
5令
nag-RFrg
の
関
係
を
法
的
関
係
に
高
め
、
機

関
権
限
の
授
与
と
そ
の
義
務
の
履
行
と
い
う
形
で
全
体
人
格
と
機
関
人
格

。
認
さ
官

a
E
r
z
r岳
の
関
係
も
法
的
関
係
に
ま
で
高
め
、
全
構
成
員
を

北法53(5・197)1375
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団
体
(
全
体
人
格
)
に
統
一
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
部
分
の
全
体
に

対
す
る
権
利
義
務
関
係
で
あ
り
、
構
成
員
人
格
は
全
体
の
「
根
本
法

5
5
5
5
m」
か
ら
構
成
員
資
格
を
取
得
し
、
機
関
人
格
は
権
限
を
取
得

す
る
と
さ
れ
る
(
詳
し
い
内
容
は
第
三
章
で
説
明
す
る
)
。
さ
ら
に
団
体

人
格
は
、
他
の
団
体
人
格
の
構
成
員
人
格
や
機
関
人
格
と
な
る
こ
と
も
で

き
、
上
位
の
有
機
体
の
一
部
と
な
る
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
下
位
の
団
体

人
格
は
最
上
位
の
団
体
で
あ
る
国
家
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
そ
の
監
督
を
受

(
幻
)

け
る
の
で
あ
る
(
た
だ
し
、
そ
の
固
有
の
生
活
の
独
立
性
は
疑
わ
れ
な
い
)
。

こ
う
し
て
あ
ら
ゆ
る
団
体
人
格
は
権
利
能
力
を
有
し
、
公
的
・
私
的
権
利

義
務
の
主
体
と
な
り
う
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ギ
1
ル
ケ
の
法
区
分

さ
て
次
に
、
ギ
l
ル
ケ
に
よ
る
法
区
分
に
つ
い
て
触
れ
る
。
ギ
l
ル
ケ

は
ま
ず
、
法
を
、
法
規
範
と
い
う
客
観
的
意
味
の
法
(
の
り
?
お
晶
)
と
、

権
利
関
係
と
し
て
の
主
観
的
意
味
の
法
(
。
。
目
f
3
N
)
と
に
大
き
く
区

別
す
る
。

法
規
範
は
ま
ず
、
制
定
法
(
組
織
さ
れ
た
共
同
体
に
お
い
て
、
し
か
る

べ
き
機
関
が
意
識
的
に
宣
言
し
た
法
)
と
非
制
定
法
(
組
織
さ
れ
て
い
な

い
共
同
生
活
か
ら
の
直
接
の
共
同
確
信
の
形
成
と
表
明
、
つ
ま
り
慣
行
に

よ
っ
て
生
じ
た
法
)
と
に
大
き
く
区
分
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
制
定
法
は
法

規
。
2
2
N
と
規
約

E
R
E加
に
区
分
さ
れ
、
非
制
定
法
は
真
の
慣
習
法
(
民

衆
法
)
巴
同
g
E
n
F
2
0
9
5
z
v
g
z
s
n
Z
(〈
。

-EBnZ)
と
法
曹
法
』
E
a
g
E

北i去53(5・198)1376

『

mnZ
と
に
区
分
さ
れ
る
。

ま
ず
制
定
法
に
関
し
て
ギ
l
ル
ケ
は
、
法
規
(
。
ロ
司
一

-g'Z斗
)
と

は
国
家
、
玉
権
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
法
で
、
帝
国
法
規
と
ラ
ン
ト
法
規
の

二
種
類
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
規
約
百
ロ
市
一
回
ヨ
ム
∞
∞
)
と
は
、
国

家
に
属
す
る
団
体
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
法
で
、
単
な
る
法
律
行
為
で
は

な
く
、
法
規
範
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
。
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
古
ド
イ

ツ
法
で
は
団
体
自
治
の
力
は
大
き
く
、
そ
の
構
成
員
を
拘
束
す
る
法
規
範

を
、
上
位
団
体
の
法
規
範
に
反
し
な
い
場
合
は
定
め
る
こ
と
が
で
き
た
が
、

ロ
l
マ
法
の
継
受
に
よ
っ
て
、
ラ
ン
ト
領
主
・
帝
国
都
市
の
自
治
以
外
の

団
体
自
治
は
制
限
さ
れ
、
法
律
行
為
に
媛
小
化
さ
れ
て
解
消
さ
れ
た
。
し

か
し
一
九
世
紀
に
入
っ
て
、
団
体
自
治
は
徐
々
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
あ
ら
ゆ
る
団
体
は
自
己
の
領
域
で
規
約
権
を
持
ち
(
特
に
地
方
自
治

体
。
g
Eロ
込
町
)
、
し
か
も
そ
の
自
治
の
範
囲
は
非
常
に
多
様
で
あ
っ
た
(
た

だ
し
、
国
家
的
承
認
は
必
要
)
と
い
う
。
ギ
i
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ

法
に
よ
っ
て
規
約
は
法
規
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
が
、
ド
イ
ツ
私
法
学
は
、

こ
の
法
規
範
と
し
て
の
規
約
の
意
義
を
積
極
的
に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
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次
に
非
制
定
法
に
関
し
て
ギ

l
ル
ケ
は
、
真
の
慣
習
法
(
民
衆
法
)

3
0
M
M
・
同
∞
∞
ム
∞
唱
)
と
は
、
法
仲
間
自
体
の
共
同
体
の
共
同
生
活
に
お

け
る
慣
行
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
慣
習
法
で
あ
る
と
す
る
。
古
ド
イ
ツ

法
に
お
い
て
は
、
慣
習
法
は
制
定
法
に
優
越
し
、
神
聖
な
も
の
と
さ
れ
た

が
、
ロ
ー
マ
法
の
継
受
に
よ
っ
て
慣
習
法
の
効
力
が
制
限
さ
れ
、
や
が
て

否
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
慣
習
法
の
本
源
性
と
創
造

的
な
力
を
実
証
し
、
慣
習
法
の
効
力
を
基
礎
づ
け
た
一
九
世
紀
の
歴
史
法

学
派
(
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
)
は
、
無
意
識
の
法
創
造
の
賛
美
と
意
識
的
法

制
定
行
為
の
拒
否
と
い
う
点
で
確
か
に
極
端
で
あ
っ
た
が
、
慣
習
法
は
制

定
法
と
同
等
の
効
力
を
持
ち
、
制
定
法
を
補
い
・
修
正
し
・
拘
束
的
に
解

釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
点
で
大
き
な
意
義
を
持
つ
と
い
う
。
ギ
ー

ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
私
法
学
は
、
慣
習
法
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
積
極
的
に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
法
曹
法

(。ロ司

H
H
S
'
S
O
)
と
は
、
特
別
の
職
業
身
分
(
実
務
家
や
学
者
)
に

よ
っ
て
共
同
体
の
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
法
で
あ
る
。
実
務
も
学
問
も
そ

れ
だ
け
で
は
法
規
範
で
は
な
い
が
、
法
規
や
慣
習
に
よ
っ
て
当
然
に
法
規

範
に
高
め
ら
れ
る
。
実
際
、
現
行
法
の
大
部
分
は
、
学
問
の
創
造
的
な
活

動
に
帰
せ
ら
れ
る
。
従
っ
て
ロ

l
マ
法
的
法
曹
法
の
よ
う
な
実
践
生
活
を

無
視
し
た
概
念
操
作
と
し
て
の
法
曹
法
は
厳
に
慎
む
べ
き
だ
が
、
実
践
生

活
に
密
着
し
、
そ
こ
か
ら
概
念
を
組
み
立
て
る
ド
イ
ツ
法
的
法
曹
法
は
、

積
極
的
に
評
価
す
べ
き
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
法
曹
法

は
、
民
衆
法
(
真
の
慣
習
法
)
を
法
規
範
と
し
て
概
念
化
す
る
た
め
の
一

手
段
と
い
う
こ
と
に
な
り
高
く
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

主
観
的
意
味
の
法
(
権
利
)
(
。
u
?
S
M
E
S
h
p
)
は
、
意
思
力
(
権
利

回

N
R
Z
・
権
限
切
昼
間
口
宮
町
)
と
意
思
拘
束
(
義
務

E
R
E
-
5
E
E
-
-
S
E

-85ロ
)
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
権
利
・
義
務
関
係
は
、
法

律
関
係
(
典
型
的
に
は
契
約
関
係
)
で
あ
り
、
法
律
関
係
の
全
体
は
法
生

活
を
構
成
す
る
。
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
古
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
客
観
的

法
と
主
観
的
法
と
は
融
合
し
て
お
り
、
義
務
が
す
な
わ
ち
法
規
範
で
あ
っ

た
の
に
対
し
、
ロ
ー
マ
法
の
継
受
に
よ
っ
て
、
法
規
範
と
権
利
・
義
務
関

係
が
区
別
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
確
か
に
客
観
的
法
と
主
観
的
法
の

概
念
上
の
区
別
は
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
法
規
範
と
権
利
・
義

務
関
係
は
「
法
」
の
二
つ
の
側
面
で
あ
っ
て
、
相
互
に
密
接
に
関
係
し
て

い
る
と
い
う
ゲ
ル
マ
ン
法
思
想
を
再
興
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

け
だ
し
ギ

i
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
主
観
的
法
は
、
主
観
的
法
自
体
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、
法
規
範
(
客
観
的
法
)
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
の
で
あ

る。

北法53(5・199)1377

以
上
の
よ
う
に
ギ

i
ル
ケ
は
、
制
定
法
と
並
ん
で
非
制
定
法
、
と
り
わ

け
慣
習
法
の
効
力
を
高
く
評
価
す
る
と
同
時
に
、
制
定
法
の
中
で
も
、
国

家
に
よ
る
制
定
法
と
並
ん
で
、
団
体
の
制
定
法
(
規
約
)
の
効
力
を
ほ
ぼ
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同
等
に
認
め
て
い
る
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。

四

ド
イ
ツ
私
法
学
の
任
務

周
知
の
通
り
、
以
上
の
よ
う
な
ギ
l
ル
ケ
の
主
張
は
、
単
に
法
律
学
上

の
学
問
的
な
主
張
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
有
名
な
ド
イ
ツ
民
法
典
草
案

批
判
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
ド
イ
ツ
私
法
学
が
お
か
れ
て
い
た

実
践
的
立
場
と
密
接
に
リ
ン
ク
し
た
も
の
で
あ
っ
た

3
0司
ハ
コ
∞
同
)
。

ギ
l
ル
ケ
は
周
知
の
よ
う
に
、
当
時
隆
盛
を
誇
っ
て
い
た
ロ

l
マ
法
学
派

(
ロ
マ
ニ
ス
テ
ン
)
に
対
し
、
ド
イ
ツ
国
有
の
ゲ
ル
マ
ン
法
の
復
活
を
主

張
す
る
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
を
代
表
す
る
学
者
で
あ
り
、
ギ
l
ル
ケ
の
法
学

は
、
そ
の
よ
う
な
実
践
的
要
請
の
も
と
で
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
実
情
に
適
合
し
て
い
た
ド
イ
ツ
法

は
、
一
五
・
一
六
世
紀
か
ら
始
ま
っ
た
ロ

l
マ
法
の
継
受
と
そ
こ
か
ら
生

ま
れ
た
ロ
マ
ニ
ス
テ
ン
(
法
実
証
主
義
)
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
、
そ
の
た

め
に
ド
イ
ツ
法
学
は
、
実
践
生
活
に
有
効
に
対
処
で
き
な
く
な
っ
て
い
る

(
。
。
司
一
コ
∞
ム
司
)
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
ド
イ
ツ
私
法
学
は
、
ロ
ー
マ

私
法
に
対
抗
し
て
、
ド
イ
ツ
私
法
を
復
活
さ
せ
る
と
い
う
任
務
を
背
負
う

こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
そ
の
場
合
、
ロ
ー
マ
法
を
全
く
否
定
し
て
古
ド

イ
ツ
法
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ロ
ー
マ
法
の

プ
ラ
ス
の
遺
産
に
つ
い
て
は
継
承
し
つ
つ
も
、
ロ
ー
マ
法
の
弊
害
を
取
り

除
く
と
い
う
観
点
か
ら
、
古
ド
イ
ツ
法
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
目
指
さ
れ

る

3
0
-
M
L司

'z-)。
そ
の
具
体
的
な
目
標
は
、
第
一
に
ド
イ
ツ
普
通

法
の
う
ち
、
ド
イ
ツ
固
有
の
法
源
に
由
来
す
る
部
分
を
「
普
通
ド
イ
ツ
私

法
」
と
し
て
体
系
化
す
る
こ
と
と
、
第
二
に
諸
種
の
ド
イ
ツ
特
別
法
に
通

底
す
る
共
通
の
理
念
(
内
的
統
一
性
)
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

第
一
の
体
系
化
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
九
O
O
年
に
発
効
し
た
ド
イ
ツ

民
法
典
(
因
。
切
)
に
よ
っ
て
と
り
あ
え
ず
果
た
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て

普
通
法
を
考
察
対
象
に
す
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
第
二
の
観

点
か
ら
図
。
切
を
考
察
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
つ
ま
り
、
回
。
切
の
ゲ

ル
マ
ン
的
根
本
要
素
を
示
し
、
そ
れ
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
形
成
・
展

開
さ
れ
、
現
代
に
息
づ
い
て
い
る
か
を
示
す
こ
と
が
主
要
任
務
と
な
っ
た

(。
U
司
斗
話
'
3
3
の
で
あ
る
。

ギ
l
ル
ケ
が
図
。
切
を
検
討
す
る
際
に
、
足
場
と
な
る
ド
イ
ツ
法
理
念

の
特
色
と
し
て
は
、
次
の
三
つ
の
特
色
が
あ
げ
ら
れ
る
(
。
。
同

M
L司
ム
∞
】
)
。

そ
の
第
一
は
、
公
法
と
私
法
を
明
確
に
区
別
す
る
ロ

l
マ
法
に
対
し
、
公

法
と
私
法
を
区
別
し
な
い
ド
イ
ツ
法
と
い
う
特
色
で
あ
る
。
こ
の
特
色
に

つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
ま
ず
、
公
法
と
私
法
が
融
合
し

た
中
世
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
権
利
は
各
身
分
と
密
接
に
結
合
し
、
し

か
も
あ
ら
ゆ
る
権
利
に
は
義
務
が
密
接
に
伴
っ
て
い
て
、
そ
の
権
利
・
義

北法53(5・200)1378



オットー・フォン・ギールケの政治共同体像(1)

務
関
係
は
変
更
不
可
能
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
一
方
で
公

法
が
構
成
員
人
格
を
含
み
、
私
法
が
社
会
化
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
が
、

他
方
で
、
国
家
の
不
自
由
(
主
権
の
不
在
)
と
個
人
の
不
自
由
(
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
な
権
利
の
不
在
)
を
招
来
し
た
。
そ
こ
で
ロ

l
マ
法
の
援
助
に
よ
っ

て
、
公
法
と
私
法
の
区
別
を
達
成
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
家
を
主
権
を
持

つ
共
同
体
。
柑
g
aロ宅
2
2
へ
と
高
揚
さ
せ
、
個
人
を
自
立
的
な
個
別
存

在
巴
ロ

N
O
Z
2
2
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
そ
れ
と
と

も
に
法
の
統
一
性
白
昼
色
色
g
m
o
n
F
Z
が
失
わ
れ
て
い
き
、
公
法
に
お

(
M
A
)
 

い
て
は
国
家
絶
対
主
義
が
、
私
法
に
お
い
て
は
個
人
主
義
が
勝
利
す
る
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
に
よ
る
国
民
法
自
己
中

回
目
】

g
P
R
Z
の
再
生
に
よ
っ
て
、
新
た
な
法
の
統
一
が
も
た
ら
さ
れ
た
と

さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
私
法
は
、
因
。
切
に
お
け
る
ゲ
ル
マ
ン
起
源
の
こ
の
特

色
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
公
法

に
お
い
て
は
政
治
的
参
加
の
自
由
を
再
び
確
保
し
、
全
体
と
構
成
員
と
の

問
の
相
互
性
を
形
成
す
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
構
成
員
と
し
て
の
権
利
・

義
務
を
割
り
当
て
、
小
さ
い
結
合
H
団
体
の
固
有
の
生
命
を
確
保
し
、
か

っ
そ
れ
を
法
的
に
保
護
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ギ
l
ル
ケ
は
そ
れ
を
「
法
治

(
お
)

国
家

m
m
n
Z呂
田
由
民
」
理
念
と
名
付
け
る
。
次
に
私
法
に
お
い
て
は
、
す
べ

て
の
権
利
に
義
務
を
貫
き
通
し
、
各
個
人
の
個
別
領
域
を
共
同
体
の
下
に

と
ど
め
、
全
体
利
益
の
保
護
の
た
め
に
個
別
利
益
を
制
限
す
る
必
要
性
を

説
く
。
こ
う
し
て
、
中
世
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
か
つ

て
の
公
法
と
私
法
の
混
合
に
注
意
を
払
い
つ
つ
、
全
体
と
構
成
員
と
の
相

互
性
を
再
興
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
法
か
ら
公
法
へ
の
橋
を
架
け
る
こ
と

(
お
)

が
、
ド
イ
ツ
私
法
の
任
務
と
な
る
の
で
あ
る
。

第
二
の
ド
イ
ツ
法
理
念
の
特
色
は
、
普
遍
的
普
通
法
を
構
築
す
る
ロ
ー

マ
法
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
生
活
領
域
で
特
別
法
を
形
成
す
る
ド
イ
ツ
法

と
い
う
特
色
で
あ
り
、
こ
の
特
色
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
ま
ず
、

中
世
ド
イ
ツ
法
は
、
個
々
の
領
邦
や
都
市
、
農
村
、
身
分
、
職
業
等
の
あ

ら
ゆ
る
生
活
領
域
で
特
別
法
を
形
成
し
、
普
通
法
(
一
般
法
)
を
消
滅
さ

せ
て
し
ま
っ
た

(
H
「
国
民
法
の
重
い
病
気
」
(
。
ロ

?
-
g
)
)。
そ
こ
で
、

ロ
l
マ
法
に
よ
る
普
通
法
の
構
築
が
試
み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
の

実
践
生
活
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
図
。
∞
を
は
じ

め
と
す
る
ド
イ
ツ
帝
国
の
法
統
一
に
よ
っ
て
、
外
国
法
に
よ
ら
な
い
最
終

的
な
特
別
法
の
克
服
が
達
成
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
普
通
民
法
は
、
二
疋
の

生
活
領
域
に
お
い
て
の
特
別
法
・
個
別
法
形
成
を
排
除
せ
ず
、
普
通
民
法

と
個
別
私
法
は
相
互
に
補
い
あ
う
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
私
法

学
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
特
別
法
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
叙
述
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
前
節
三
に
お
け
る
慣

北法53(5・201)1379

習
法
の
重
視
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
三
の
ド
イ
ツ
法
理
念
の
特
色
は
、
民
衆
の
実
践
的
要
請
と
の
接
触
を
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失
っ
た
職
業
的
専
門
人
に
よ
る
法
曹
法
で
あ
る
ロ

l
マ
法
に
対
し
て
、
民

衆
の
実
生
活
に
内
在
す
る
思
想
を
概
念
化
し
た
民
衆
国
有
法
〈
g
z
z
B
4

z
s
g
m
R
F円
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
叙
述
は
言
、
つ
ま
で
も
な

く
、
前
節
三
に
お
い
て
ロ

l
マ
的
法
曹
法
が
拒
否
さ
れ
、
生
活
に
密
着
し

た
ド
イ
ツ
的
法
曹
法
が
要
請
さ
れ
た
こ
と
と
相
応
し
て
い
る
。
こ
の
特
色

は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
ま
ず
、
中
世
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、

確
か
に
審
判
人
と
い
う
法
曹
身
分
が
法
適
用
を
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
生

活
に
密
着
し
す
ぎ
て
い
て
、
場
当
た
り
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

中
世
ド
イ
ツ
法
が
抽
象
的
思
考
を
欠
い
て
い
た
た
め
に
、
ロ
ー
マ
法
継
受

に
お
い
て
学
問
的
鍛
錬
に
長
け
た
ロ
ー
マ
法
が
、
ド
イ
ツ
民
衆
法
を
抑
圧

し
民
衆
法
に
内
在
し
て
い
る
思
想
と
法
学
と
の
接
触
を
断
ち
き
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
私
法
学
は
、
国
民
的
素
材
か
ら
そ
れ
に

内
在
す
る
思
想
を
引
き
出
し
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
独
自
の
ド
イ
ツ
法
的

概
念
を
現
代
法
の
教
義
に
持
ち
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
む
ろ

ん
パ
ン
デ
ク
ス
ト

(
H
ロ
マ
ニ
ス
テ
ン
)
や
、
ド
イ
ツ
私
法
の
ロ

l
マ
的

要
素
に
よ
っ
て
た
び
た
び
「
反
動
」
は
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
私
法
学
(
ゲ
ル

マ
ニ
ス
ト
法
律
学
)
に
は
そ
れ
に
対
し
て
断
固
と
し
て
戦
う
義
務
が
あ
る

の
で
あ
る
。

ギ

l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
三
つ
の
ド
イ
ツ
法
の
特
色
に

そ
っ
て
、
図
。
∞
を
改
良
し
て
い
く
こ
と
が
、
ド
イ
ツ
私
法
学
の
主
要
任

務
と
な
る
。
こ
こ
で
も
、
ロ
ー
マ
法
を
す
べ
て
否
定
す
る
の
で
も
、
中
世

ド
イ
ツ
法
を
そ
の
ま
ま
復
活
さ
せ
る
の
で
も
な
く
、
両
者
の
長
所
を
生
か

し
た
新
た
な
ド
イ
ツ
法
の
形
成
を
目
指
す
と
い
う
、
折
衷
主
義
的
な
思
考
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が
み
ら
れ
る
。

括

本
章
に
お
い
て
は
、
法
的
な
側
面
か
ら
見
た
ギ

l
ル
ケ
の
団
体
理
解
に

つ
い
て
取
り
上
げ
た
が
、
ま
ず
五
期
に
わ
た
る
法
制
史
区
分
を
瞥
見
し
、

ギ

l
ル
ケ
が
そ
の
第
三
期
志
君

g
E
Z高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
た
。
そ
の
代
表
的
モ
デ
ル
は
中
世
都
市
で
あ
り
、
都
市
公
民
権
宮
『
，

明

2
2
Z
と
統
治
機
関
。

agMnv静
岡
円
と
を
有
機
的
に
含
ん
だ
団
体
人
格
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
貴
族
や
ギ
ル
ド
成
員
な
ど
の
特
権
的
・
封
建
的
な
も

の
で
し
か
な
く
、
大
多
数
を
し
め
る
下
層
民
を
排
除
し
た
も
の
で
あ
っ
た

点
で
欠
陥
を
持
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
近
代
絶
対
主
義
に
よ
る
封
建
的
中
間

団
体
へ
の
攻
撃
に
よ
っ
て
、
下
層
民
を
解
放
し
平
等
化
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
絶
対
主
義
に
よ
る
平
等
な
個
々
人
へ
の
ア
ト
ム
化
が

大
き
な
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ア
ト
ム
化
は
貫
徹
さ
れ
て
は

な
ら
ず
、
ギ

l
ル
ケ
は
新
た
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
原
理
に
基
づ
く
、

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
原
理
と
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
原
理
を
高
次
に
お
い
て
綜
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合
し
た
団
体
の
形
成
を
要
請
し
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
わ

れ
る
「
新
た
な
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
原
理
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、

「
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
原
理
と
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
原
理
」
が
い
か
な
る
形

で
「
折
衷
」
・
「
綜
合
」
さ
れ
う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ

の
図
式
で
は
不
透
明
な
ま
ま
で
あ
る
。
単
に
「
折
衷
」
や
「
綜
合
」
と
い

う
だ
け
で
は
何
も
説
明
し
て
い
な
い
に
等
し
く
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の

「
折
衷
」
が
な
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
が
な
ぜ
可
能
と
な
る
の
か
、
を
明
ら
か

に
し
な
け
れ
ば
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第

二
章
、
第
三
章
で
取
り
上
げ
る
が
、
先
取
り
的
に
述
べ
る
と
、
こ
の
両
原

理
の
綜
合
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
の
が
ド
イ
ツ
自
然
法
論
な
の
で
あ
る
。

っ
、
ぎ
に
、
ギ

l
ル
ケ
が
高
く
評
価
す
る
団
体
人
格
と
は
、
「
根
本
法

〈
由
民
即
岡
田
ロ
ロ
伺
」
に
基
づ
き
つ
つ
、
構
成
員
資
格
の
授
受
に
よ
っ
て
団
体
と

構
成
員
と
の
法
的
関
係
を
形
成
し
、
機
関
権
限
の
授
受
に
よ
っ
て
団
体
と

機
関
人
格
と
の
法
的
関
係
を
形
成
す
る
と
い
う
形
で
、
構
成
員
人
格
や
機

関
人
格
と
い
っ
た
「
部
分
」
を
「
全
体
」
に
統
一
し
、
権
利
義
務
の
主
体

と
な
り
う
る
団
体
人
格
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
た
だ
し
こ
こ
で
い
う

「
根
本
法
」
の
具
体
的
内
容
や
、
こ
の
よ
う
な
「
部
分
」
の
「
全
体
」
へ

の
統
一
が
な
に
ゆ
え
に
可
能
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
不
透
明

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
第
二
章
、
第
三
章
で
取
り
上
げ
る
が
、

先
取
り
す
る
と
、
こ
の
説
明
の
鍵
と
な
る
の
も
や
は
り
ド
イ
ツ
自
然
法
論

で
あ
る
。
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
団
体
人
は
最
上
位
の
団
体
で
あ
る
国
家
に
組

み
入
れ
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
ギ
l
ル
ケ
に
と
っ
て
国
家
は
そ

の
ほ
か
の
団
体
と
同
等
で
あ
る
と
さ
れ
つ
つ
も
、
あ
る
種
特
別
な
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
後
に
も
触
れ
る
が
、
こ
の
国
家
の
重
要
性
に
つ
い
て

は
、
ギ
l
ル
ケ
自
身
は
自
明
視
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
あ
ま
り
突
っ
込
ん

だ
叙
述
は
行
わ
れ
な
い
。

さ
ら
に
ギ
l
ル
ケ
の
法
区
分
に
つ
い
て
、
ギ

l
ル
ケ
が
国
家
法
で
あ
る

法
規
の
優
位
に
対
し
て
団
体
自
身
が
制
定
し
た
法
で
あ
る
規
約
の
法
規
範

性
を
強
調
し
、
制
定
法
の
優
位
に
対
し
慣
習
法
を
中
心
と
す
る
非
制
定
法

の
法
規
範
性
を
強
調
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
よ
う
な
法
観
念
は
、

人
民
の
法
意
識
に
根
元
的
な
規
範
性
を
認
め
、
統
治
者
と
い
え
ど
も
全
体

人
格
(
国
家
)
の
機
関
に
す
ぎ
ず
、
全
体
人
格
か
ら
与
え
ら
れ
た
権
限
・

任
務
を
踏
み
に
じ
る
場
合
は
そ
の
正
当
性
を
失
う
と
す
る
ギ
l
ル
ケ
国
家

論
と
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
く
わ
し
く
は
第
三
章
に
譲
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
以
上
の
よ
う
な
ギ

l
ル
ケ
の
法
律
論
上
の
主
張
は
、

当
時
支
配
的
で
あ
っ
た
ロ

l
マ
法
学
派
に
対
し
、
ド
イ
ツ
・
ゲ
ル
マ
ン
法

を
復
活
さ
せ
る
と
い
う
実
践
的
な
要
請
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
を
確
認
し

た
。
こ
こ
で
も
ロ

l
マ
法
と
ゲ
ル
マ
ン
法
の
折
衷
と
い
う
弁
証
法
的
な
叙

述
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
、
特
別
法
の
尊
重
を
説
く
第
二
の
点
、

お
よ
び
ド
イ
ツ
的
法
曹
法
を
要
請
す
る
第
三
の
点
に
つ
い
て
、
そ
の
法
技

北法53(5・203)1381
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術
上
・
法
学
方
法
論
上
の
ギ
l
ル
ケ
の
折
衷
が
か
な
り
説
得
的
に
な
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
序
章
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
商
村
の
研
究
に

よ
っ
て
鋭
く
指
摘
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
公
法
に
お
け
る
政

治
的
参
加
の
要
求
と
私
法
に
お
け
る
個
別
利
益
制
限
の
要
求
を
共
に
取
り

入
れ
た
、
公
法
と
私
法
の
統
合
を
説
く
第
一
の
点
(
い
わ
ゆ
る
「
社
会
法
」

(
幻
)

印
O
N
E
5
n
Z
要
求
)
に
関
し
、
ギ
l
ル
ケ
思
想
の
矛
盾
と
と
ら
え
る
の
は

(
お
)

や
や
一
面
的
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
第
二
章
で
取
り
上
げ
る

よ
う
な
、
ギ
l
ル
ケ
の
ド
イ
ツ
自
然
法
論
へ
の
積
極
的
評
価
を
ふ
ま
え
れ

ば
、
こ
の
公
法
と
私
法
の
統
合
は
論
理
的
一
貫
性
を
失
わ
ず
に
理
解
可
能

と
な
る
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
結
び
」
で
触
れ
る
)
。

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
次
章
に
お
い
て
ギ
l
ル
ケ
の
政
治
思
想
史
理

解
を
跡
付
け
、
ギ
i
ル
ケ
の
自
然
法
論
評
価
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

(
l
)
〈
札
因
。

n
r
g
g邑
0

・釦・白・。・・

ω・
ロ
ア
-aN・

(2)Boz-
お
よ
び
、
村
上
「
ゲ
ル
マ
ン
法
史
に
お
け
る
自
由
と
誠

実
』
、
=
三
ニ
二
王
ハ
頁
、
一
四
六
l
一
六
O
頁
参
照
。

(
3
)
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ヤ

フ
ト
説
は
、
学
説
と
し
て
は
現
在
否
定
さ
れ
て
い
る
(
ミ
ツ
タ
イ

ス
H

リ
l
ベ
リ
ッ
ヒ
「
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
』
改
訂
版
、
世
良
晃

志
郎
訳
、
創
文
社
、
一
九
七
一
年
、
三
七
頁
参
照
)
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
ギ
l
ル
ケ
の
国
制
史
観
自
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
お
り
、
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
説
の
当
否
を

論
じ
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
か
ら
逸
脱
す
る
の
で
こ
こ
で
は
特
に

問
題
と
し
な
い
。
な
お
こ
の
点
に
つ
き
、
村
上
『
ゲ
ル
マ
ン
法
史

に
お
け
る
自
由
と
誠
実
」
、
三
二
三
三
頁
参
照
。

(
4
)
〈
加
戸
田

qnwgg三
0

・同
-
P
0
・∞・

5
0・

(
5
)
〈包
-
P
白・0・岨切・

5--

(
6
)
〈
m
F
白・白・。・・∞
--uN

(
7
)
g
g
a・
な
お
、
団
体
や
共
同
体
に
相
当
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
原
語

に
つ
い
て
の
一
応
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
補
論
「
『
団
体
』
の
種

類
に
つ
い
て
」
を
参
照
。

(
8
)
〈包・白・主)・咽印・

5
u・
な
お
、
中
世
ド
イ
ツ
の
「
政
治
社
会
と
し
て

の
国
家
」
の
特
徴
を
近
代
国
家
と
の
対
比
で
見
事
に
描
き
出
し
た

も
の
と
し
て
、
村
上
淳
一
『
近
代
法
の
形
成
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九

七
九
年
)
参
照
。

(
9
)
〈
包
・
回
。
円
宮
口
F
a
m
-
曲・匝・。・

(
叩
)
〈
加
戸
和
・
同

-c
・m-出品・

(
日
)
〈
間
戸
島
由
・
0
・
・
∞
・

5
N・

(
ロ
)
〈
関
戸
田
-mw
・。ニ∞
--u
一凶・

(
日
)
開

Z
E
-

(
日
)
〈
包

-n-∞
n
z
E円

F

田-PO--∞
-
M
U
・
(
前
掲
邦
訳
、

昭
…
。
)

(
日
)
〈
札
・
図
。

nwg同
Gao-mE・o・-∞・
5hF

北i去53(5・204)1382

頁
参
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(
凶
)
た
だ
し
、
よ
り
積
極
的
に
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、

如
何
に
し
て
こ
の
新
た
な
中
間
団
体
の
構
築
、
す
な
わ
ち
「
新
た

な
有
機
的
結
合
」
(
ロ
。
百
一

a-haM)
が
可
能
と
な
る
の
か
を
示

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
二
章
、
第
三
章

で
明
ら
か
に
し
た
い
。

(
口
)
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ミ
ツ
タ
イ
ス
、
世
良
晃
志
郎
・
広
中
俊
雄
訳

『
ド
イ
ツ
私
法
概
説
』
(
創
文
社
、
一
九
六
一
年
)
、
八
三
頁
参
照
。

(
問
)
共
同
利
用
地
区

E
g含
の
利
用
に
つ
い
て
、
領
主
支
配
権

。
g
E宮司田町
E
P
に
服
す
る
団
体
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
上

注

(
3
)
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
マ
ル
ク
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

を
原
始
ゲ
ル
マ
ン
的
な
も
の
と
す
る
ギ
l
ル
ケ
の
説
は
説
得
性
を

失
い
つ
つ
あ
り
、
封
建
領
主
。

E
E
z
g
に
よ
る
新
形
成
物
で
あ

る
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
(
向
上
、
九
二
頁
訳
者
注

(
l
)
参

昭
…
)
。

(
印
)
国
家
が
一
名
の
将
軍
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
、
全
民
衆
が
大
規
模

な
従
士
軍
。
。
宣
明
田
町
Z
D
に
転
化
し
た
場
合
で
あ
り
、
そ
れ
は
民

族
大
移
動
期
の
準
戦
時
体
制
の
長
期
化
に
よ
っ
て
、
水
続
化
し
た

(
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ク
帝
国
、
神
聖
ロ

l
マ
帝
国
)
と
さ
れ
る
(
向

上
、
八
五
頁
参
照
)
。

(
却
)
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
ロ
マ
ニ
ス
ト
で
あ
る
ラ
l
パ
ン
ト
は
、

こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
国
家
を
基
礎
づ
け
る
た
め
、
国
家
と
人

民
の
引
き
離
し
が
不
可
避
と
な
る
と
し
て
非
難
さ
れ
る
(
「
∞
-

ご
凶

oa--2)
。
こ
の
よ
う
な
ラ
l
パ
ン
ト
の
国
家
論
は
、
構
成
員

人
格
で
あ
る
人
民
を
組
み
込
ん
だ
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
問
。
号
m
?

肺
門
宮
島
的
な
国
家
を
要
請
す
る
ギ

l
ル
ケ
の
議
論
と
、
政
治
的
に

衝
突
す
る
は
ず
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
西
村
は
、
両
者
は
方
法
論

上
の
違
い
に
と
ど
ま
る
と
す
る
が
、
構
成
員
人
格
を
含
む
か
含
ま

な
い
か
は
大
き
な
相
違
で
あ
っ
て
、
や
は
り
方
法
論
上
の
違
い
だ

け
で
は
す
ま
な
い
対
立
で
あ
ろ
う
。

(
幻
)
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
説
明
さ
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
い
う
社
会
契

約
説
こ
そ
が
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
社
会
契
約
説
で
あ
り
、
ギ
l
ル
ケ

が
自
然
法
論
を
高
く
評
価
す
る
の
は
、
自
然
法
論
の
こ
の
機
能
を

評
価
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
詳
し
く
は
第
二
章
で
展
開

す
る
。

(
辺
)
〈
包

-
Q
n円
r
p
b
-
8
4で
2
2
h旬
、

5
2尽
き
♀
2

5
み
き
恐
喝

「四回目
M
N同加
-
S
O
N
-

∞・
3
E
N
C
-
(
曽
田
厚
訳
「
ギ
l
ル
ケ
・
人
問
団
体
の

本
質
」
、
『
成
際
法
学
』
二
四
号
、
二
二
九
|
二
三
二
頁
。
)

(
お
)
こ
こ
で
も
も
ち
ろ
ん
、
上
位
の
有
機
体
の
影
響
が
、
ど
の
程
度

下
位
の
有
機
体
に
影
響
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
上
住
の
有
機

体
(
例
え
ば
国
家
)
と
下
位
の
有
機
体
(
例
え
ば
自
治
体
)
が
衝

突
す
る
場
合
も
当
然
あ
り
得
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
き
、
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
で
は
あ
ま
り
突
っ
込
ん
だ
叙
述
は

な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ギ
l
ル
ケ
は
、
基
本
的
に
「
有
機
体
」
の

中
で
は
す
べ
て
が
協
調
的
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る

(
詳
し
く
は
第
三
章
で
取
り
上
げ
る
)
。

(M)
こ
こ
で
い
う

(
H
ロ
l
マ
法
で
い
う
)
「
国
家
絶
対
主
義
」
と
は
、

北法53(5・205)1383
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ラ
1
パ
ン
ト
流
の
国
法
学
実
証
主
義
を
指
し
、
そ
れ
は
ホ
ッ
ブ
ズ

の
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
と
は
異
な
る
も
の
(
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
以
上

の
も
の
)
で
あ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ラ
l
パ
ン
ト
の

い
う
国
家
と
は
、
構
成
員
人
格
を
い
っ
さ
い
含
ま
な
い
国
家
概
念

で
あ
っ
て
、
個
人
の
集
積
と
し
て
国
家
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
ホ
ッ
ブ

ズ
国
家
論
と
は
異
質
の
国
家
論
で
あ
る
。

(
お
)
こ
こ
で
団
体
の
保
護
が
、
法
治
国
家
要
求
に
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
通
常
は
、
国
家
と
各
構
成
員
の
権
利
・

義
務
関
係
を
定
め
る
の
が
法
治
国
家
理
念
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
国

家
へ
の
構
成
員
の
参
加
を
考
え
る
場
合
に
、
な
ぜ
個
人
が
直
接
参

加
す
る
の
で
は
な
く
、
団
体
を
介
在
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
が
論
点
と
な
る
。
ロ
マ
ニ
ス
テ
ン
の
国
家
概
念
が
団
体
人
格
を

破
壊
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
危
険
回
避
に
団
体
人
格
の
保
護

を
主
張
す
る
の
は
理
解
で
き
る
が
、
政
治
参
加
の
自
由
を
確
保
す

る
と
い
う
目
的
の
達
成
は
、
理
論
的
に
は
個
々
人
の
政
治
参
加
の

権
利
を
保
護
す
る
こ
と
で
も
達
成
で
き
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

先
取
り
的
に
い
う
と
、
ま
さ
に
こ
の
点
が
ギ
l
ル
ケ
政
治
共
同
体

像
の
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
第
二
章
、

第
三
章
で
さ
ら
に
詳
し
く
考
察
す
る
が
、
こ
こ
で
は
法
律
論
に
お

い
て
も
こ
の
特
徴
が
現
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

(
部
)
し
た
が
っ
て
、
一
九

O
四
年
の
『
ド
イ
ツ
私
法
概
論
」
の
段
階

で
も
、
ギ

l
ル
ケ
の
「
私
法
」
論
は
、
公
法
的
・
政
治
的
な
性
格

を
残
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

(
幻
)
例
え
ば
、
「
弱
者
や
労
働
者
の
窮
状
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
共
感
を
寄
せ
な
が
ら
も
、
彼
〔
ギ
l
ル
ケ
の
こ
と
筆
者
注
l
〕

は
肝
心
要
の
と
こ
ろ
で
団
結
権
を
骨
抜
き
に
し
」
た
(
西
村
、
前

掲
論
文
(
五
)
、
二
七
三
頁
)
と
い
っ
た
叙
述
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
判
的
)
〈
岡
戸

M
E
-
-
a
p
白・白・

9
・印刷凶
aN・
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第
二
章

ギ
l
ル
ケ
の
政
治
思
想
史
観

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
中
世
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
復
活
さ
れ
た
古
代
観

念
と
中
世
的
観
念
体
系
の
様
々
な
要
素
が
融
合
さ
れ
て
、
近
代
国
家
理
念

が
産
ま
れ
た

(
E
L心
)
。
中
世
精
神
史
は
、
「
古
代
近
代
的
な
思
惟
」

と
「
固
有
中
世
的
な
思
惟
」
と
の
対
立
・
融
合
の
歴
史
と
し
て
描
か
れ

B
O
E
・
2
M
1
2
S
、
中
世
精
神
は
、
「
固
有
中
世
的
な
思
惟
」
の
も
と

へ
の
「
古
代
|
近
代
的
な
思
惟
」
の
摂
取
・
統
合
を
目
指
し
、
そ
れ
は
一

度
成
功
し
た
か
に
見
え
た
が
、
結
局
「
古
代
|
近
代
的
な
思
惟
」
の
自
己

展
開
に
抗
し
き
れ
ず
敗
北
し
て
中
世
は
崩
壊
し
、
そ
こ
か
ら
近
代
が
生
ま

れ
る

(ggp)
と
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
近
代
に
お
い

て
も
、
不
滅
の
ゲ
ル
マ
ン
的
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
原
理
は
自
然
法
的
国

家
理
論
に
生
き
残
り
(
開

Z
E・
)
、
つ
い
に
ギ
l
ル
ケ
に
と
っ
て
の
現
代

に
お
い
て
、
「
古
代
|
近
代
的
思
惟
」
と
「
固
有
中
世
的
な
思
惟
」
と
の



オットー・フォン・ギールケの政治共同体像(1)

止
揚
・
統
合
が
果
た
さ
れ
、
ド
イ
ツ
的
立
憲
主
義
法
治
国
家
に
結
実
す
る

の
で
あ
る
(
同
〉
一
三
品
目
2
5
0
こ
れ
が
ギ
l
ル
ケ
の
基
本
枠
組
み
で
あ
る

が
、
特
に
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
に
お
い
て
ギ
1
ル
ケ
が
、
宗
教
改
革
ま

で
を
中
世
、
宗
教
改
革
以
後
を
近
代
、
そ
し
て
神
聖
ロ

l
マ
帝
国
崩
壊
以

(1) 

降
を
現
代
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
言
、
つ
ま
で
も

な
く
こ
の
区
分
は
、
前
述
し
た
五
期
に
分
か
れ
る
国
制
史
区
分
の
後
半
部

(2) 

分
(
第
三
期
以
降
)
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と

も
ギ
l
ル
ケ
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
に
は
、
同
時
代
の
国
家
論
も
含
ま
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
政
治
的
な
著
作
で
あ
る
と
い
う

(3) 

こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
以
下
の
叙
述
に
お
い
て
よ
り
明
確
に

な
る
が
、
こ
こ
で
先
取
り
的
に
述
べ
れ
ば
、
ギ
l
ル
ケ
が
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス

を
発
掘
し
た
の
は
、
中
世
政
治
社
会
へ
の
「
偏
愛
」
(
ベ
ツ
ケ
ン
フ
エ
ル

デ
)
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
自
然
法
論
の
中
に
ゲ
ル

マ
ン
的
思
考
の
残
存
と
そ
の
新
た
な
展
開
の
可
能
性
を
見
て
、
そ
の
中
か

ら
「
現
代
」
の
ギ
l
ル
ケ
の
国
家
論
に
有
益
な
観
念
を
取
り
出
そ
う
と
す

(4) 

る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
も
含
め
、
以
下
に
お
い
て
、
主
と
し
て
『
ア

ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
に
よ
り
つ
つ
、
ギ
l
ル
ケ
の
政
治
思
想
史
理
解
を
明
ら

か
に
し
た
い
。

中
世
ま
で

ま
ず
、
ギ
l
ル
ケ
に
と
っ
て
の
古
代
国
家
観
念
と
は
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ

(5) 

ー
マ
の
国
家
観
念
の
こ
と
で
、
具
体
的
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
念
頭
に

置
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
国
家
は
人
間
生
活
の
す
べ
て
を
吸
収
す
る
人
聞

社
会
。

2
5
5
n
y島
そ
の
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
諸
国
体
の
な
か
で

た
だ
一
つ
だ
け
存
在
で
き
る
最
高
次
の
も
の
で
、
国
家
を
越
え
た
世
界
国

家
は
あ
り
得
、
ず
、
国
家
の
下
に
は
自
治
体
。
OEO-ロ
号
以
外
あ
り
得
な
い

と
い
う
観
念
で
あ
る
(
同
〉
一
M
M
唱'出
M
)
。
そ
こ
で
は
、
国
家
の
起
源
は
、

人
間
の
本
能
や
意
思
行
為
に
も
と
め
ら
れ
、
政
体
も
人
聞
が
自
由
に
選
択

で
き
(
』
〉
・

S
)
、
国
家
は
倫
理
的
・
自
然
的
必
要
の
た
め
に
存
在
し
、

そ
の
目
的
は
物
質
的
・
精
神
的
福
祉
の
増
進
で
あ
り
、
法
の
実
現
は
そ
の

一
つ
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
(
同
〉
い

NgeNE)。
そ
し
て
、
国
家
が
人
間
生

活
の
す
べ
て
を
吸
収
し
つ
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
人
聞
は
公
民
田
口
G
R

に
埋
没
し
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
自
由
の
真
只
中
で
、
個
人
的
自
由
の
存
在

の
余
地
が
抹
消
さ
れ
て
」

(
Z
U
一
M
g
い
る
の
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、

人
間
個
人
の
存
在
は
国
家
を
待
つ
て
は
じ
め
て
意
味
を
持
つ
(
。
。
己
一

凶

E
E
U
aど
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
純
中
世
的
思
考
体
系
と
は
、
徹
底
的
に
神
権
政
治
的
な

観
念
で
あ
り
(
』
〉
一
色
)
、
世
界
は
キ
リ
ス
ト
の
体
と
し
て
の
一
つ
の
有

機
体
(
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
)
で
あ
り
、
世
界
が
一
体
で
あ
る
こ
と
を
社
会

構
築
の
出
発
点
と
す
る
(
】
〉
一

gaS)。
あ
ら
ゆ
る
多
様
な
中
間
団
体
は
、

北法53(5・207)1385
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そ
の
起
源
と
規
範
を
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
(
普
遍
教
会
と
普
遍
帝
国
)
に
も

つ
派
生
物
(
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
)
で
あ
る
(
厚
相
邑
・
)
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
固
有
中
世
的
な
観
念
と
し
て
の
重
層
的
・
連
邦
主
義
同

U

注目
E
P

B
g
的
な
社
会
構
成
は
、
徹
底
的
に
神
権
政
治
的
観
念
が
支
配
的
で
あ
る

中
世
に
お
い
て
は
、
上
か
ら
下
へ
向
か
う
も
の
で
あ
る
点
に
そ
の
特
徴
が

あ
る
と
さ
れ
る
(
言
い
お
念
。
つ
ま
り
、
教
会
と
帝
国
と
い
う
可
視
の
人

(6) 

類
統
一
体
を
前
提
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
諸
国
体
や
個
人
は
固
有
の
生

『
宮
ロ
や
価
値
を
持
ち
つ
つ
、
神
の
精
神
で
満
た
さ
れ
た
調
和
的
な
有
機

体
と
し
て
、
よ
り
上
位
の
団
体
と
不
可
避
的
・
重
層
的
に
結
び
つ
い
て
い

る

(
E
h
M民
'MS)
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
神
権
政
治
観
念
の
帰
結
と

し
て
、
政
体
は
君
主
制
が
基
本
と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
団
体
統
一
体
〈
R
E

σ
g
&
5
5
2円
は
君
主
制
的
首
脳
出
皇
宮
を
持
ち
、
そ
の
首
脳
出
刊
S
n
z
q
s

g同
は
神
か
ら
直
接
あ
る
い
は
間
接
に
授
権
さ
れ
、
神
的
秩
序
を
維
持
す

る
(
同
〉
い
き
ふ
M
)

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
純
中
世
的
思
考
体
系
は
、
教
会
の
集
権
化
と
教

皇
主
義
の
伸
張
に
よ
る
国
家
の
教
会
へ
の
吸
収
を
説
く
主
張
に
よ
っ
て
動

指
し
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
に
よ
る
古
代
国
家
観
念
の
回
復
に
よ
っ
て

致
命
的
打
撃
を
受
け
る
(
』
〉

S
'宏
)
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ

の
古
代
国
家
観
念
の
回
復
に
よ
っ
て
、
国
家
の
起
源
は
人
間
の
本
能
や
意

思
行
為
に
基
づ
く
も
の
と
な
り
、
神
意
は
国
家
形
成
の
遠
因
に
遠
の
き

(
g
m
E・
)
、
支
配
の
正
統
性
も
神
か
ら
で
は
な
く
被
支
配
者
全
体
。
刊
Z
B
E
'

宮
宮
か
ら
派
生
す
る
こ
と
と
な
り
、
統
治
形
態
も
人
間
の
自
由
な
選
択
に

ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
、
君
主
制
の
神
的
権
利
が
消
滅
す
る

(
E
S
E
か
ら
で
あ
る
。

jヒ法53(5・208)1386

こ
う
し
て
神
権
政
治
観
念
を
中
心
と
す
る
純
中
世
的
観
念
は
、
中
世
に

お
い
て
す
で
に
、
復
活
さ
れ
た
古
代
国
家
観
念
に
よ
っ
て
そ
の
基
盤
を
崩

さ
れ
つ
つ
あ
り
、
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
神
権
政
治
理
念
が
復
興
す
る
も
、

そ
こ
で
霊
的
事
項
の
国
家
政
策
に
よ
る
遂
行
と
い
う
手
段
が
採
用
さ
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
教
会
の
国
家
制
度
化
を
招
来
し

(F
一
昆
ふ
唱
)
、

純
中
世
的
観
念
の
動
揺
は
止
ま
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
反
宗
教

改
革
側
の
ド
ミ
ニ
コ
会
や
イ
エ
ズ
ス
会
は
、
ル
タ

l
や
カ
ル
パ
ン
の
国
家

教
会
制
へ
の
対
抗
上
、
国
家
を
徹
底
的
に
世
俗
的
な
も
の
と
し
て
国
家
と

教
会
を
分
離
し
よ
う
と
し
、
そ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
国
家
の
神
意
に
よ
る
基

礎
づ
け
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
政
治
社
会
は
ト
マ
ス
・
ア

ク
イ
ナ
ス
の
言
う
よ
う
な
神
意
の
拡
大
解
釈
と
し
て
の
自
然
法
に
よ
っ
て

根
拠
づ
け
ら
れ
た
(
開

Z
E・
)
。
確
か
に
、
こ
の
ト
マ
ス
の
よ
う
な
議
論

に
反
対
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
側
は
、
国
家
の
神
的
起
源
論
と
世
俗
権

力
の
神
的
委
任
論
を
唱
え
た
が
、
聖
職
者
位
階
制
へ
の
反
対
や
教
会
の
国

家
制
度
化
を
説
い
た
以
外
は
、
国
家
を
神
に
由
来
す
る
世
界
の
自
然
的
・

道
徳
的
秩
序
の
不
可
欠
な
部
分
で
あ
る
と
す
る
一
般
的
な
立
場
に
縮
小
し
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た
の
で
あ
っ
た
(
凹
F
O
E
-
)
。
け
だ
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
自
身
も
、

自
ら
の
教
会
の
国
家
制
度
化
と
い
う
主
張
に
よ
っ
て
、
自
然
法
体
系
に
持

ち
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
(
』
〉
一
$
)
の
で
あ
る
。
な
お
、
後
に
述
べ

る
よ
う
に
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
政
治
理
論
は
こ
の
発
展
の
論
理
的
帰
結
で

あ
る
と
さ
れ
る
(
明
言
邑
・
)
。
こ
う
し
て
純
中
世
的
観
念
は
、
古
代
国
家

観
念
の
回
復
と
そ
れ
に
伴
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
自
然
法
観
念
に
よ
る
国

家
・
教
会
の
基
礎
づ
け
に
よ
っ
て
す
で
に
そ
の
基
盤
を
失
い
つ
つ
あ
り
、

次
項
で
取
り
上
げ
る
よ
う
な
主
権
概
念
の
発
展
と
相
ま
っ
て
、
中
世
政
治

社
会
に
お
い
て
必
須
の
構
成
要
素
で
あ
っ
た
諸
種
の
有
機
的
中
間
団
体
は
、

そ
の
理
論
上
の
立
脚
点
を
奪
わ
れ
る

(
E
h当
'
N
M
g

こ
と
と
な
る
。

近
代

ギ
i
ル
ケ
に
と
っ
て
の
近
代
と
は
、
神
権
政
治
観
念
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
な
宗
教
的
理
念
か
ら
の
解
放
で
あ
り
、
合
理
化

(
E
h
S
の
過
程
を

意
味
す
る
。
そ
こ
で
の
国
家
は
、
神
か
ら
の
授
権
で
は
な
く
、
被
支
配
者

(7) 

の
合
意
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
ギ

l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
中

世
に
お
い
て
、
世
俗
政
府
の
基
礎
づ
け
を
被
支
配
者
と
の
統
治
契
約
の
想

定
に
求
め
る
議
論
は
疑
問
の
余
地
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
(
』
〉
・

斗
斗
)
、
あ
ら
ゆ
る
統
治
の
法
的
基
礎
は
被
統
治
者
の
合
意
に
も
と
め
ら
れ

る
と
さ
れ
て
い
た
(
』
〉
一
ゴ
E

話
)
。
そ
し
て
支
配
者
と
人
民
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
支
配
権
行
使
へ
の
一
定
の
制
限
は
認
め
つ
つ
も
人
民
自
身
の

立
法
権
力
は
否
定
す
る
支
配
権
譲
渡

E
E邑
。
理
論
(
の
ち
の
支
配
者

主
権
論
に
つ
な
が
る
)
と
、
人
民
に
立
法
権
力
と
君
主
の
廃
位
権
も
認
め

る
支
配
権
委
任

gロ
g
z
o
理
論
(
の
ち
の
人
民
主
権
論
に
つ
な
が
る
)

と
の
二
通
り
の
方
法
で
説
明
さ
れ
て
い
た

(E
一
信

'g)。
主
権
概
念
自

体
は
、
有
機
的
人
類
社
会
観
念
で
あ
る
中
世
的
思
惟
に
と
っ
て
は
異
質
な

も
の
で
あ
っ
た
が
、
前
述
の
古
代
国
家
哲
学
の
復
活
に
よ
っ
て
、
主
権
概

念
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
(
』
〉
・
己
沼
'
Z
0・M
M
泊
目
出
品
)
。
そ
の
主
権
概
念

は
、
や
が
て
一
二
世
紀
頃
か
ら
君
主
側
に
利
用
さ
れ
、
支
配
者
に
対
し
主

権
的
国
家
権
力
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
様
々
な
内
在
的

制
限
が
か
か
っ
た
中
途
半
端
な
も
の
で
あ
っ
た
(
同
〉

-
E
S
。
ま
た
、
主

権
の
担
い
手
に
つ
い
て
は
、
有
機
体
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
と
ら
え
ら
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た
(
同
〉

H
5
5
が
、
そ
の
法
主
体
性
は
や
は
り
人
民
と
支
配

者
に
分
裂
し
て
お
り
、
国
家
自
体
の
人
格
性
と
い
う
考
え
方
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た

(ggp)。
な
ん
と
な
れ
ば
、
支
配
者
主
権
論
者
も
人
民
主

権
論
者
も
、
互
い
を
主
権
の
担
い
手
か
ら
排
除
し
た
か
ら
で
あ
る
(
同
〉
一

戸
沼
ム
岳
)
。
さ
ら
に
マ
キ
ヤ
ペ
リ
が
登
場
し
、
主
権
概
念
拡
大
の
た
め
に

大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
教
義
に
大
き
く
依
存

し
た
ま
ま
で
、
国
家
理
論
的
な
寄
与
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

(
E
L出
a

北法53(5・209)1387
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ロ】)。ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
主
権
概
念
を
定
式
化
し
、
論
理
的
に
貫
徹
し
た

の
は
ボ
ダ
ン
で
あ
り
、
ボ
ダ
ン
に
お
い
て
主
権
が
あ
ら
ゆ
る
制
限
か
ら
免

れ
た
分
割
不
可
能
な
も
の
と
さ
れ
た
の
は
、
画
期
的
で
あ
っ
た
(
』
〉
一

5H)
。
政
体
は
絶
対
的
君
主
政
か
絶
対
的
貴
族
政
か
絶
対
的
民
主
政
か

の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
て
混
合
政
体
は
認
め
ら
れ
ず
、
も
っ
と
も
望
ま
し
い

の
は
君
主
政
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
間
宮
邑
・
)
。
た
だ
し
こ
の
絶

対
主
義
的
主
権
概
念
は
、
私
法
の
手
前
で
停
止
し
、
人
格
の
自
由
や
財
産

権
に
つ
い
て
は
不
可
侵
と
す
る
(
』
〉
一

-2EZN)
点
で
中
途
半
端
で
あ

り
、
ボ
ダ
ン
の
主
権
概
念
は
、
絶
対
君
主
政
の
理
論
家
た
ち
ゃ
ス
ア
レ
ス

な
ど
に
引
き
継
が
れ
た
が
、
支
配
者
へ
の
全
面
的
主
権
譲
渡
を
言
い
つ
つ
、

支
配
者
は
実
定
法
や
人
民
の
永
遠
の
権
利
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
と

す
る
な
ど
、
そ
の
貫
徹
に
は
失
敗
し
弱
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

qk
，h

zu'za)
と
い
う
。

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
が
、
支

配
者
の
主
権
を
人
民
に
移
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
絶
対
的
主

権
概
念
を
受
け
入
れ
た
(
同
〉
一
広
斗
)
と
さ
れ
る
。
ボ
ダ
ン
に
お
け
る
支

配
者
の

7
2
2
E
を
人
民
の
冨

a
g
g
に
置
き
換
え
、
不
可
譲
・
不
可
分

(8) 

で
永
遠
の
人
民
主
権
を
理
論
化
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
合

法
的
な
主
権
は
た
だ
一
つ
(
人
民
主
権
)
で
あ
り
、
政
体
も
た
だ
一
つ
で

あ
っ
て
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
三
政
体
の
区
別
は
統
治
方
法
閉
山
中

北法53(5・210)1388

開
局
ヨ
ロ
個
室
開
仲
田
刊
の
違
い
に
過
ぎ
な
い

(
m
Z
E・
)
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し

て
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
に
よ
っ
て
、
主
権
を
不
可
譲
・
不
可
分
と
し
つ
つ
、
支

配
者
の
主
権
を
人
民
の
本
源
的
主
権
か
ら
の
譲
渡
に
根
拠
づ
け
る
と
い
う
、

従
来
の
学
説
の
弱
点
が
克
服
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
ギ

l
ル
ケ
に
よ

れ
ば
、
当
初
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
こ
の
主
権
の
担
い
手
と
し
て
の
国
家
を
、

支
配
者
と
人
民
を
共
に
含
み
、
そ
れ
自
身
と
し
て
人
格
を
持
つ
有
機
体
で

あ
る
と
す
る
思
考
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
そ
の
ア
ル
ト
ジ

ウ
ス
も
結
局
、
自
ら
の
契
約
論
の
展
開
過
程
に
お
い
て
、
単
一
の
国
家
人

格
の
分
裂
と
人
民
へ
の
主
権
帰
属
を
ま
ね
い
て
し
ま
っ
た
(
同
〉

L
E
a
-
S
)

と
批
判
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
法
治
国
家
・
立

憲
的
国
家
の
観
念
を
強
調
(
詳
し
く
は
後
述
)
し
、
主
権
的
権
利
と
い
え

ど
も
神
法
・
自
然
法
・
実
定
法
(
と
り
わ
け
憲
法
〈
町
広
島
田
自
己
個
師
岡
町

85)

に
よ
っ
て
制
限
を
受
け
る
と
考
え
、
ボ
ダ
ン
の
観
念
を
修
正
し
て
い
る

(
』
〉
一
回
ヨ
ム
詰
)
と
さ
れ
て
高
く
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
主
権
的
人

民
と
い
え
ど
も
、
正
統
に
行
使
さ
れ
て
い
る
権
力
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な

い
(
恩
師

Ee)
の
で
あ
っ
て
、
後
に
も
触
れ
る
と
お
り
、
ギ
l
ル
ケ
は
こ

の
相
違
を
非
常
に
重
要
視
す
る
。

し
か
し
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
こ
の
よ
う
な
人
民
主

権
論
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
い
て
ル
ソ

l
に
至
る
ま
で
は
下
火
と
な
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り
、
排
他
的
支
配
者
主
権
論
が
主
流
と
な
る

(
F
L
aム
ぷ
)
と
さ
れ

(9) 

る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
方
向
性
に
お
い
て
画
期
的
な
仕
事
を
し
た

の
は
ホ
ッ
ブ
ズ
で
あ
っ
た
(
同
〉
一
コ
品
目
コ
吋
)
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の

制
限
を
免
れ
た
主
権
を
強
調
す
る
理
論
で
あ
り
、
プ

l
フ
エ
ン
ド
ル
フ
に

も
緩
和
さ
れ
つ
つ
引
き
継
が
れ
、
支
配
的
な
理
論
と
な
っ
た

(ggp)

と
さ
れ
る
。
こ
の
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
い
て
、

d
q
g
E
2三
Ez--
と
い
う
用

語
が
使
わ
れ
、
国
家
自
体
の
人
格
性
が
確
立
さ
れ
る
か
に
見
え
た
が
、
真

の
人
格
は
個
々
人
以
外
に
な
く
、
集
合
人
格
は
個
々
人
の
単
な
る
集
合
と

(
叩
)

し
て
の
人
工
人
格
・
擬
制
人
格
で
し
か
な
い
と
さ
れ
て
そ
の
確
立
に
失
敗

し
て
お
り
、
ホ
ッ
プ
ズ
の
国
家
人
格
も
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
旧
来
の
支
配
者

人
格
に
過
ぎ
な
か
っ
た
(
』
〉
一

-st30)
と
さ
れ
る
。
自
然
法
論
の
隆

盛
の
も
と
、
団
体
と
は
単
に
個
々
人
の
合
計
を
意
味
す
る
も
の
で
し
か
な

い
と
い
う
こ
の
考
え
方
は
、
プ

l
フ
エ
ン
ド
ル
フ
を
は
じ
め
そ
の
後
の
諸

種
の
理
論
家
に
も
受
け
継
が
れ
、
国
家
人
格
は
、
支
配
者
人
格
と
人
民
人

格
に
分
裂
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た

(E--温
心
。
】
)
。
こ
の
国
家
人
格
の
確

立
に
関
し
て
、
ル
ソ

l
も
同
様
に
失
敗
す
る
(
詳
し
く
は
後
述
)
こ
と
に

な
る
(
開

Z
E・)。

ホ
ッ
プ
ズ
以
後
、
人
民
の
諸
権
利
に
よ
っ
て
絶
対
主
義
的
支
配
を
緩
和

し
よ
う
と
し
た
理
論
家
は
、
皆
ホ
ッ
プ
ズ
の
主
権
概
念
に
挑
ま
ね
ば
な
ら

一
人
世
紀
中
頃
に
お
け
る
人
民
の
諸
権
利
の
た
め
の
闘
い
は
、
主
権

ず

概
念
の
弱
化
あ
る
い
は
破
壊
を
目
指
し
た
(
』
〉

L
a
'
E
C
)
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
ヴ
ォ
ル
フ
や
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
混
合
政

体
論
や
権
力
分
立
論
が
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
同
〉
一
お

A
T
Z∞
)
。
ギ
ー

ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
主
権
概
念
の
弱
化
の
議
論
に
反
対
し
、
人

民
の
諸
権
利
と
主
権
概
念
を
再
び
結
び
つ
け
、
排
他
的
人
民
主
権
論
を
唱

え
た
の
が
ル
ソ
ー
で
あ
る
(
』
〉

L
S
)。
こ
の
ル
ソ

l
の
人
民
主
権
論
は
、

国
家
設
立
契
約
か
ら
統
治
契
約
を
削
除
す
る
な
ど
、
革
命
的
な
業
績
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
構
成
員
の
自
由
・
平
等
と
い
う
従
来
の
社

会
契
約
説
の
社
会
枠
組
み
と
ホ
ッ
プ
ズ
的
絶
対
主
義
的
契
約
論
と
の
結
合

で
あ
っ
て
、
先
行
業
績
の
成
果
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
(
』
〉

L
Z
'

Z
斗
)
。
つ
ま
り
、
ル
ソ

l
の
理
論
は
そ
の
根
本
に
お
い
て
ア
ル
ト
ジ
ウ

ス
の
政
治
学
と
も
つ
な
が
っ
て
お
り
(
』
〉
一

N2)
、
社
会
契
約
に
よ
っ
て

設
立
さ
れ
た
人
民
主
権
が
不
可
譲
・
不
分
離
で
共
同
体
。
何
回
目
白
星

F
2
に

専
属
す
る
と
い
う
点
や
、
政
体
の
違
い
は
行
政
の
違
い
で
し
か
な
い
と
す

る
点
は
共
通
し
て
い
る
(
肘
宮
昆
・
)
と
い
う
。
た
だ
し
、
人
民
主
権
を
絶

対
的
な
も
の
と
し
、
実
定
法
や
根
本
法
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
制
限
を
認
め
な

い
点
と
統
治
契
約
を
完
全
に
破
壊
し
た
点
で
異
な
る
と
す
る
(
同
〉

HNSE

8
3
0
け
だ
し
、
ル
ソ

l
に
お
い
て
は
、
一
一
般
意
志
の
表
現
と
し
て
の

主
権
の
内
容
は
立
法
の
み
と
さ
れ
、
行
政
は
主
権
の
担
い
手
で
は
な
い
と

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

(ggp)。
ま
た
、
主
権
の
担
い
手
と
な
る
人
民

北法53(5・211)1389
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に
つ
い
て
、
ル
ソ

l
は
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
と
同
様
に
、
結
合
契
約
に
よ
っ
て

設
立
さ
れ
、
構
成
員
を
越
え
た
力
を
持
っ
と
す
る
が
、
依
然
と
し
て
個
々

人
の
総
計
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
て
お
り
、
国
家
人
格
概
念
に
到
達
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
(
思

g
E。

こ
う
し
て
、
ル
ソ

l
に
お
い
て
人
民
主
権
論
は
完
全
に
そ
の
展
開
を
終

え
た
と
さ
れ
る
(
』
〉
一
包
品
)
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
不
十
分
に

し
か
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
ル
ソ
l
型
の
人

民
主
権
論
は
、
原
理
的
勝
利
を
収
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
(
開

σgp)

と
さ
れ
る
。
こ
の
人
民
主
権
論
は
さ
ら
に
フ
ィ
ヒ
テ
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て

継
承
さ
れ
た
が
、
原
子
論
的
・
機
械
的
な
個
人
主
義
的
自
然
法
論
に
よ
っ

て
、
結
局
ケ
ル
パ

i
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
の
国
家
人
格
・
団
体
人
格
を
う
ち

立
て
る
こ
と
が
で
き
ず
(
』
〉
一

ωヨ
心
。
喧
)
、
歴
史
学
派
に
敗
れ
る
こ
と
と

な
る
(
』
〉
L
M
M
)
。
こ
の
人
民
主
権
と
支
配
者
、
玉
権
と
の
分
裂
を
解
消
し
、

立
宜
思
的
権
力
分
立
を
維
持
し
つ
つ
国
家
統
一
を
損
な
わ
な
い
理
論
と
し
て
、

現
代
立
憲
国
家
が
登
場
す
る
の
で
あ
る

(
E
H
M
S
E
N
-
O
)
(
詳
し
く
は
後

に
譲
る
)
が
、
と
も
か
く
も
こ
の
よ
う
な
ル
ソ

l
に
つ
ら
な
る
社
会
契
約

論
の
系
譜
と
し
て
の
近
代
観
念
に
お
い
て
は
、
原
子
論
的
・
機
械
論
的
な

個
人
主
義
的
自
然
法
論
に
よ
っ
て
団
体
人
格
の
確
立
は
妨
げ
ら
れ
、
ル

(
日
)

ソ
l
に
お
い
て
顕
著
な
よ
う
に
、
諸
種
の
中
間
団
体
は
人
民
主
権
論
の
側

か
ら
も
そ
の
立
脚
点
を
奪
わ
れ
る
(
同
〉
一
M
凶
品
目
白
∞
)
こ
と
と
な
っ
た
。

も
う
一
つ
の
近
代

北法53(5・212)1390

さ
て
、
以
上
が
ギ
l
ル
ケ
の
基
本
的
な
近
代
理
解
で
あ
り
、
中
世
を
崩

壊
さ
せ
る
「
古
代
近
代
的
な
思
惟
」
と
い
っ
た
場
合
の
「
近
代
」
と
は

主
と
し
て
以
上
の
よ
う
な
内
容
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ギ

l

ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
自
然
法
国
家
論
の
発
展
に
は
、
「
も

う
一
つ
の
方
向
性
」
(
同
〉
一
目
∞
)
が
あ
る
の
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

実
は
ギ
l
ル
ケ
の
自
然
法
論
へ
の
積
極
的
評
価
は
、
主
と
し
て
こ
の
方
向

性
に
関
わ
っ
て
い
る
。

前
述
の
通
り
、
一
六
世
紀
以
降
、
中
間
団
体
の
立
脚
点
を
奪
う
主
権
概

(ロ)

念
の
精
級
化
が
進
ん
で
い
た
が
、
も
と
も
と
人
民
主
権
論
は
人
民
の
主
権

性
の
主
張
と
衝
突
し
な
い
限
り
、
中
間
団
体
の
権
利
知
何
の
問
題
に
対
し

て
中
立
的
な
立
場
に
あ
っ
た
(
』
〉
い
記
ど
と
さ
れ
る
。
け
だ
し
、
伸
張

す
る
君
主
権
の
も
と
、
ブ
ル
!
ト
ゥ
ス

E
E
g
回
包
富
田
な
ど
改
革
派
モ
ナ

ル
コ
マ
キ
は
、
国
家
の
契
約
違
反
へ
の
抵
抗
の
際
の
実
践
的
要
請
か
ら
州

や
都
市
を
擁
護
し
た

(ggp)
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
方

向
で
連
邦
主
義
を
理
論
化
・
体
系
化
し
た
の
が
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
で
あ
っ
た

(旬〉

h
S心
主
)
と
さ
れ
る
。

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
そ
の
理
論
化
は
、
社
会
契
約
観
念
の
持
ち
込
み
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
団
体

B
g∞
nzsg
。
?



オットー・フォン・ギールケの政治共同体像(1)

BOFロ

-sgの
基
礎
を
結
合
契
約
に
お
き
、
家
族
、
職
能
団
体
図
。
E
P
E

mgo回
目
。
ロ
田
口
宮
島
、
自
治
体
。

2
呂
田
号
、
州
国
M
g
i
B
な
ど
諸
種
の
中
間
団

体
を
、
個
人
と
国
家
を
媒
介
し
て
結
ぶ
不
可
欠
の
有
機
的
リ
ン
ク
と
す
る

(ggp)
の
で
あ
る
。
国
家
は
、
排
他
的
主
権
と
い
う
特
別
の
機
能
は

持
つ
が
、
そ
れ
を
構
成
す
る
中
間
団
体
と
基
本
的
に
同
じ
と
さ
れ
、
よ
り

広
い
団
体
〈
角

σ
g♀
は
よ
り
狭
隆
な
団
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
団
体
の
構
成
員
は
団
体
を
通
し
て
の
み
行
為
で
き
る

(
g
n
E
)。

ま
た
、
下
位
の
団
体
は
固
有
の
「
各
自
と
権
利
を
も
ち
、
そ
の
権
利
は
あ

る
特
定
の
目
的
の
た
め
に
や
む
を
得
な
い
場
合
に
限
っ
て
上
位
の
団
体
に

譲
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
下
位
の
団
体
の
特
別
な
権
利
は
、
国
家
の
排
他

(
日
)

的
主
権
と
い
え
ど
も
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
障
壁
で
あ
っ
て
、
そ
の
権
利
の

侵
犯
は
結
合
契
約
解
除
の
要
件
と
な
り
、
そ
の
場
合
は
下
位
の
団
体
に
完

全
な
主
権
が
一
反
る
(
開

Z
E・
)
。
つ
ま
り
、
従
来
の
自
然
法
論
が
、
中
間

団
体
の
権
利
を
私
法
に
押
し
込
み
、
そ
れ
に
対
し
て
公
法
を
優
先
さ
せ
て

い
た
の
に
対
し
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
社
会
契
約
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
公
法
を
私
法
に
基
礎
づ
け
て
両
者
の
関
係
を
逆
転
さ
せ
、
中
間
団
体
擁

護
の
新
た
な
自
然
法
団
体
理
論
を
う
ち
立
て
る
こ
と
に
成
功
し
た

(
比
)

(関宮

E-)
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
て
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
に
よ
っ
て
新
た
に
う

ち
立
て
ら
れ
た
団
体
主
義
的
ド
イ
ツ
自
然
法
論
は
、
二
つ
の
方
向
で
発
展

し
た
(
』
〉
一
区
品
目
立
凶
)
。
す
な
わ
ち
、
合
成
国
家
論

N
E
S
5
2羽
田
自
由
『

∞g
a
と
自
由
な
結
社
論
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
の
方
向
で
あ
る
合
成
国

家
論
と
は
、
ベ
ゾ
ル
ト
内
・
回
o
g
E
ら
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
、

ゲ
マ
イ
ン
デ
や
諸
種
の
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
を
内
に
含
ん
だ
統
一
国
家

(
中
間
団
体
は
国
家
に
完
全
に
従
属
す
る
)
と
も
、
主
権
国
家
的
中
間
団

体
同
士
の
対
等
な
同
盟
で
あ
る
国
家
連
合
・
同
君
連
合
と
も
異
な
り
、
排

他
的
全
体
で
あ
る
主
権
国
家
を
、
相
対
的
国
家
と
し
て
の
部
分
が
構
成
す

る
と
い
う
モ
デ
ル
で
あ
る
(
】
〉
一

Maー
目
。
)
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
神
聖
ロ
ー

マ
帝
国
の
国
制
説
明
に
利
用
さ
れ
、
多
く
の
帝
国
公
法
論
者
に
受
け
入
れ

ら
れ
た
。
そ
の
後
一
時
、
プ

l
フ
エ
ン
ド
ル
フ
ら
の
批
判
に
よ
っ
て
動
揺

を
き
た
す
が
、
一
八
世
紀
中
葉
以
降
、
主
権
概
念
の
弱
ま
り
ゃ
権
力
分
立

論
の
広
ま
り
(
ヴ
オ
ル
フ
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
な
ど
)
と
共
に
、
合
成
国

家
と
し
て
の
連
邦
主
義
が
再
評
価
さ
れ
、
ネ
ツ
テ
ル
プ
ラ
ッ
ト
ロ

-ZEn-'

豆
包
門
(
コ
-
由
自
由
]
)
ら
に
よ
っ
て
理
論
化
さ
れ
、
諸
国
家
よ
り
な
る
国
家
と

い
う
概
念
は
絶
大
な
支
配
力
を
獲
得
し
、
瀕
死
の
帝
国
に
適
用
さ
れ
た

(ggp)
と
す
る
。

次
に
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
に
よ
る
自
然
法
的
基
礎
の
上
に
再
生
さ
れ
た
連

邦
主
義
観
念
の
も
う
一
つ
の
帰
結
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
や
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
の
自
由
を
強
調
す
る
自
然
法
社
会
理
論
(
自
由
な
結
社
論
)
で
あ
っ

た
(
』
〉
一
目
。
)
。
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
よ
う
に
国
家

北法53(5・213)1391
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を
社
会
契
約
で
演
縛
す
る
場
合
、
同
様
に
演
縛
さ
れ
た
ゲ
マ
イ
ン
デ
や
諸

種
の
結
社
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

(EHM己
)
。
た
と
え
ば
グ
ロ

テ
イ
ウ
ス
は
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
に
従
い
つ
つ
国
家
は
部
分
団
体
に
よ
る
永

久
の
連
邦
で
あ
る
と
し
、
部
分
団
体
の
同
意
な
し
に
そ
の
主
権
を
奪
う
こ

と
は
で
き
ず
、
自
己
保
存
の
た
め
に
他
の
手
段
が
な
い
場
合
は
脱
退
も
で

き
る
と
し
た
(
厚
相
邑
・
)
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
ホ
ッ
プ
ズ
は
、
前
述
の
通
り
一
段
階
社
会
契
約
構
成
を
と

り
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
や
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
国
家
か
ら
の
自
立
性
を
完

全
に
否
定
し
、
こ
の
よ
う
な
理
論
を
激
し
く
攻
撃
し
た
(
同
〉
一
目
M
)

の

で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
権
的
個
人
と
主
権
的
公
共
体

K
G
m
g
g昏
岳
と
の
間
に
あ
る
、
あ
ら
ゆ
る
中
間
団
体
N
吉田
nzoa-B'

a
m
g田
明

g
を
破
壊
す
る
中
央
集
権
的
・
原
子
論
的
自
然
法
国
家
論
が
支
配

的
に
な
っ
た
(
』
〉
日
目
。
)
と
い
う
。
し
か
し
、
一
八
世
紀
ド
イ
ツ
に
お

い
て
は
、
「
も
う
一
つ
の
方
向
性
」
が
あ
っ
た
(
』
〉
ゐ
諒
・
出
∞
)
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
主
義
的
集
団
主
義
観
念
宮
島
丘
皆
目
E
E
R
F
'
E「

-oE長
江
田
町
宮
〉
C
R
8
2ロ
加
か
ら
発
展
し
た
自
由
な
結
社
時

am
〉

asz'

E
ロ
原
理
に
よ
る
コ

1
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
的
構
成
宮
『
曹
司
邑

g

。za
n包
括

の
復
活
(
』
〉
一
白
血
)
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て

自
由
な
結
社
原
理
が
実
現
さ
れ
、
下
か
ら
上
へ
の
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
社
会

構
成
が
承
認
さ
れ
る
(
同
〉
口
出
∞
)
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
国
家
の
優
越
性

が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
諸
種
の
団
体
開
。
号
。
門
田
町
冨
国
が
国
家

と
同
様
に
自
由
な
結
合
叫

E
n
〉
回
目
。
巳
色
。
ロ
か
ら
生
じ
、
自
立
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
(
同
〉

h
M詰
心
遣
)
と
さ

れ
る
。
さ
ら
に
ネ
ツ
テ
ル
プ
ラ
ッ
ト
に
よ
っ
て
、
国
家
や
個
人
に
対
し
て

と
同
様
に
、
中
間
団
体
に
も
自
然
法
上
の
固
有
の
位
置
が
与
え
ら
れ
、
自

由
な
結
社
の
基
礎
の
上
に
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
的
社
会
体
系
が
再
生
さ
れ
た

(同〉

H
N
a
g

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
自
然
法
学
派
は
、

下
か
ら
上
へ
と
団
体
を
積
み
上
げ
て
社
会
を
構
成
し
た
点
、
あ
ら
ゆ
る
団

体
を
自
己
創
造
さ
れ
た
も
の
と
し
て
固
有
の
権
利
を
認
め
た
点
、
国
家
が

そ
れ
ら
を
覆
う
ド
l
ム
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
点
で
高
く
評
価
さ
れ
る

北法53(5・214)1392

の
で
あ
る
(
』
〉
一

N
S
L
N
E
)
0

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
自
然
法
社
会
理
論
は
、
政
治
理
論

に
も
大
き
く
影
響
し
た
と
さ
れ
(
』
〉

h
N
E
'
M
B
)
、
た
と
え
ば
中
間
団
体

主
義
の
偉
大
な
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
で
あ
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
、
中
間
団
体

を
特
権
身
分
団
体
と
し
て
し
か
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
ド
イ

ツ
の
メ

l
ザ
l
』
-gα
由
良
は
、
既
存
の
身
分
秩
序
へ
の
偏
愛
を
伴
い
つ
つ

も
自
由
な
結
社
の
持
つ
カ
を
強
く
信
じ
て
い
る

(
g
g仏
・
)
と
さ
れ
る
。

そ
の
傾
向
は
、
一
八
世
紀
終
盤
に
お
い
て
、
シ
ユ
レ

l
ツ
ア

l
〉・「

gpmnZoaa
や
フ
ン
ボ
ル
ト
者
・

5
ロ・国
E
B
Z宮
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
、

法
学
に
お
い
て
も
ロ

l
マ
法
的
な
擬
制
人
格
団
体
理
論
を
脅
か
し
た



オットー・フォン・ギ」ルケの政治共同体像(1)

(開

Z
E
)
と
す
る
。
ギ

l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
こ
の
成
果
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン

一
般
ラ
ン
ト
法
(
一
七
九
四
年
施
行
)
と
い
う
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
の
「
偉

大
な
立
法
作
業
」
(
』
〉
一
民
M
)

に
現
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
当
時
と
し
て
は

自
由
主
義
的
に
行
わ
れ
、
下
か
ら
上
へ
の
社
会
構
成
に
お
い
て
も
、
自
然

法
社
会
理
論
の
精
神
の
影
響
が
明
ら
か
で
あ
る
(
』
〉
一

NS'NS)
と
さ

れ
る
。
こ
う
し
て
ド
イ
ツ
自
然
法
論
は
、
自
由
な
結
社
の
強
調
に
よ
っ
て
、

時
代
遅
れ
の
特
権
ば
か
り
で
は
な
く
、
中
央
集
権
的
原
子
論
的
傾
向
に
も

反
対
す
る
も
の
と
し
て
不
滅
の
栄
誉
を
獲
得
し
た
(
開

Z
E
)
の
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
の
自
然
法
論
は
、

8
2
2
8
と
ロ
ロ
守
m
E
E
聞
と
の
同
一
視
の

結
果
、
内
的
に
は
個
人
相
互
の
義
務
の
紐
帯
と
し
て
の
社
会
契
約
観
念
に

行
き
着
き
、
外
的
に
は
個
々
人
の
総
計
を
集
合
的
統
一
体
と
す
る
精
神
的

人
格

B
R弘
吉
官
官

a
g観
念
に
行
き
着
い
て
し
ま
っ
た
(
開

Z
E・
)
と

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
契
約
に
よ
っ
て
演
縛
さ
れ
る
団
体
は
個
人
の
総

計
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
だ
け
で
は
真
の
団
体
人
格
に
は
到
達
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
社
会
理
論
は
自
由
な
結
社
の
擁
護
に
よ
っ
て
新

た
な
団
体
理
論
へ
の
発
展
の
可
能
性
を
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
最
後
の
最

後
に
お
い
て
、
個
人
主
義
的
・
機
械
的
な
形
態
を
と
っ
て
し
ま
っ
た

(開

Z
E・
)
と
批
判
さ
れ
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
が
「
肉
。
号
。

E
F
S
の
代
わ
り

に
個
々
人
の
自
由
な
結
社
を
」
と
言
う
時
、
個
々
人
の
世
代
を
越
え
て
存

在
し
、
個
人
存
在
を
生
の
よ
り
高
次
の
統
一
体
に
高
め
る
団
体
人
格
観
念

に
敵
対
し
、
ぎ
号
。
『
邑
〈

g
F
S
g
の
歴
史
的
・
有
機
的
要
素
に
敵
対
す
る

こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

B
Z
E・
)
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
ギ

l

ル
ケ
は
、
ド
イ
ツ
自
然
法
論
に
対
し
て
留
保
を
示
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
自
然
法
論
の
自
由
な
結
社
原
理
を
高
く
評
価
し
つ
つ
も
、

団
体
を
自
由
な
結
社
関
係
に
解
消
し
つ
く
す
こ
と
に
対
し
て
は
、
反
対
の

立
場
を
と
る
の
で
あ
り
、
単
に
ド
イ
ツ
自
然
法
論
を
礼
賛
し
て
い
る
の
で

は
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
理
論
的
難
点
を
克
服
し
、
真

の
団
体
人
格
を
う
ち
立
て
る
も
の
と
し
て
、
現
代
立
憲
的
法
治
国
家
が
登

場
す
る
こ
と
と
な
る
。

(
1
)
ギ
l
ル
ケ
の
中
世
、
宗
教
改
革
以
降
の
近
代
、
一
九
世
紀
以
降

の
現
代
、
と
い
う
区
分
は
、
「
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
全
体
を
つ
ら

ぬ
く
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
が
、
こ
の
区
分
が
特
に
明
示
的
に
現
れ
て

い
る
箇
所
と
し
て
、
第
六
章

(
F
h
a十
足
。
)
を
挙
げ
て
お
く
。

(
2
)
た
だ
し
、
こ
こ
で
展
開
さ
れ
る
国
家
論
が
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』

第
一
巻
と
全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
は
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
細
は
「
ド
イ
ツ
団
体

法
論
』
第
一
巻
を
網
羅
的
に
分
析
し
た
上
で
は
じ
め
て
言
え
る
こ

と
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
言
及
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

(
3
)
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
前
述
(
本
稿
序
章
、
第
一
章
参
照
)
し
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研究ノート

た
よ
う
な
、
ギ
l
ル
ケ
が
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
以
降
、

具
体
的
国
家
論
を
か
か
な
か
っ
た
と
す
る
西
村
の
主
張
に
は
留
保

が
必
要
で
あ
ろ
う
。

(
4
)
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
の
結
語
(
同
〉
一
凶
M

ア凶
M
M
)

に
お
け
る
、

ギ
l
ル
ケ
の
次
の
よ
う
な
叙
述
を
参
照
の
こ
と
。

「
こ
の
半
ば
忘
れ
ら
れ
た
ド
イ
ツ
の
『
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
』
〔
ア
ル

ト
ジ
ウ
ス
の
こ
と
〕
の
著
作
の
中
に
現
れ
た
、
最
重
要
の
政
治
思

想
の
分
析
に
よ
っ
て
、
我
々
は
中
世
の
奥
深
く
へ
と
連
れ
戻
さ
れ

る
と
同
時
に
、
一
八
世
紀
の
終
わ
り
に
ま
で
送
り
出
さ
れ

る
。
・
・
・
〔
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
〕
一
面
に
お
い
て
、
ル
ソ
ー

の
体
系
に
お
い
て
頂
点
に
達
す
る
破
壊
的
な
国
家
論
へ
の
先
駆
け

と
な
っ
た
が
、
他
面
に
お
い
て
、
非
常
に
多
く
の
点
で
立
憲
国
家

の
建
設
的
理
論
に
と
っ
て
、
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
」
(
カ
ギ

括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
)
。

(
5
)
ギ
1
ル
ケ
は
、
こ
こ
で
は
古
代
に
つ
い
て
突
っ
込
ん
だ
叙
述
を

し
て
お
ら
ず
、
子
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
特
に
両
者
を
区
別
し
て

い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

(
6
)
確
か
に
教
会
と
帝
国
と
の
分
離
は
二
元
主
義
で
あ
る
が
、
両
者

は
互
い
に
全
人
類
の
共
通
目
的
H
神
の
目
的
の
た
め
に
協
調
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
、
共
同
か
つ
単
一
の
ド
l
ム
を
形

成
し
て
い
る
と
さ
れ
る
(
』
〉
一
M
M
A
T
N
N
斗)。

(
7
)
前
述
の
通
り
、
教
会
も
徐
々
に
こ
の
よ
う
な
基
礎
付
け
に
引
き

ず
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
中
世
に
お
い
て
、
教
皇

と
の
対
抗
上
、
国
家
が
こ
と
さ
ら
に
人
民
の
同
意
を
そ
の
正
当
性

の
根
拠
と
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
『
ド
イ
ツ
団
体
法

論
』
第
三
巻

m
=
z
B
O
E
一
凶
器
E
3
3
参
照
の
こ
と
。

(8)
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
に
よ
る
支
配
者
主
権
の
人
民
主
権
へ
の
置
き
換

え
は
、
ル
ソ

l
の
重
大
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
た
(
』
〉

zg
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、

R
・
ド
ラ
テ
は
大
枠
に
お

い
て
ギ
l
ル
ケ
の
主
張
の
妥
当
性
を
承
認
し
て
い
る

(
R
・
ド
ラ

テ
、
西
嶋
法
友
訳
『
ル
ソ
!
と
そ
の
時
代
の
政
治
学
』
九
州
大
学

出
版
会
、
一
九
八
六
年
、
八
一
|
八
八
頁
参
照
)
が
、

p
・
ヴ
イ

ン
タ
ー
ス
は
人
民
主
権
論
者
と
し
て
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
を
と
ら
え
る

の
は
、
ギ

l
ル
ケ
の
勝
手
な
読
み
込
み
で
あ
る
と
し
て
批
判
す
る

(p
・
ヴ
イ
ン
タ
ー
ス
「
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ア
ル
ト
ゥ
ジ
ウ
ス
」
、

ミ
ヒ
ヤ
エ
ル
・
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
編
、
佐
々
木
有
司
・
柳
原
正
治
訳

『
一
七
・
一
八
世
紀
の
国
家
思
想
家
た
ち
』
、
木
鐸
社
、
一
九
九

五
年
、
四
一

1

四
四
頁
)
。
こ
の
点
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
、
後

述
す
る
。

(
9
)
こ
の
時
期
、
人
民
主
権
論
は
ミ
ル
ト
ン
、
シ
ド
ニ
ー
、
ロ
ッ
ク

な
ど
、
そ
の
本
場
を
イ
ギ
リ
ス
に
移
す
と
さ
れ
る
(
』
〉
一

-
Sム
宏
)

が
、
必
ず
し
も
評
価
は
高
く
な
い
。
と
い
う
の
も
ギ
l
ル
ケ
は
、

こ
れ
ら
の
理
論
が
真
の
団
体
人
格
の
確
立
に
失
敗
し
た
と
考
え
る

(
詳
し
く
は
後
述
)
か
ら
で
あ
る
。

(
凶
)
内
町
・
斗

F
O
B
g
図
。

σσmp
円

S
E
H
F
b
=・

a
F
B
S
σ
山
、
知
可
巴

nF円
・

円

UEMa

σ江
島

m
o
d
-
p・
-
唱
唱

f
n
z
-
m
F円

リ

Z
M
M
-
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オツトー・フ#ン，ギールケの政治共同体像(1)

(
日
)
も
っ
と
も
、
ル
ソ

l
自
身
は
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
と
同
様
に
結
合

契
約
に
よ
っ
て
構
成
員
を
越
え
た
力
を
も
っ
社
会
体
を
生
み
出
そ

う
と
し
、
国
家
人
格
性
の
貫
徹
を
試
み
た
と
さ
れ
る
(
同
〉
H
N
0
3
。

し
か
し
、
個
々
人
の
総
計
と
い
う
以
外
の
人
格
概
念
を
持
た
な

か
っ
た
た
め
、
結
局
国
家
人
格
概
念
に
到
達
す
る
こ
と
に
失
敗
し

た

BFER--)
の
で
あ
る
。

(
ロ
)
も
っ
と
も
ギ
l
ル
ケ
は
、
法
学
上
の
中
世
団
体
理
論
が
、
二
ハ

世
紀
の
絶
対
主
義
国
家
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
つ
つ
も
、
ゲ
マ
イ
ン

デ
や
問
。
号
。

s
c
g
の
公
法
上
の
権
利
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と

は
認
め
て
い
る
(
同
〉
一
出
唱
)
。
し
か
し
、
ロ

l
マ
法
の
擬
制
人
格

説
の
援
用
に
よ
っ
て
そ
の
力
は
失
わ
れ
、
団
体
の
も
つ
固
有
の
権

利
は
「
公
共
の
福
祉
」
に
よ
っ
て
容
易
に
改
変
さ
れ
る
私
法
上
の

財
産
権
や
特
権
に
縮
小
さ
れ
た
の
で
あ
り
(
言
一
官
。
，

EU)、
諸

種
の
中
間
団
体
は
単
な
る
国
家
の
制
度
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
の
で

あ
る

(
g
g
E
。

(
日
)
ギ

1
ル
ケ
は
、
こ
こ
で
い
う
「
排
他
的
主
権
回
5
2
E
n邑
EMm

明

0
5
2
8
E同
」
の
機
能
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
主
権
に
か

か
っ
て
い
る
制
約
(
下
位
の
団
体
が
も
っ
特
別
の
権
利
)
が
ど
の

よ
う
な
も
の
か
、
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
触
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
点

に
関
す
る
ギ
l
ル
ケ
の
主
張
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
こ
の

こ
と
は
、
ギ
l
ル
ケ
の
法
観
念
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
一
義
的
な

定
義
が
難
し
い
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
第
三
章
で

再
び
触
れ
る
。

(
日
)
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
構
成
は
、
宮
司
O
B号
に
結

合
さ
れ
た
全
体
と
い
う
意
味
で
は
純
中
世
的
観
念
と
同
じ
で
あ
る

が
、
中
世
の
有
機
的
構
成
が
基
本
的
に
上
か
ら
下
へ
向
か
う
も
の

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
構
成
は
、
社
会
契
約
に

よ
っ
て
下
か
ら
上
へ
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
点
で
大

き
な
特
徴
を
持
つ
と
さ
れ
る
(
』
〉

-
M
M
a
)
。
し
た
が
っ
て
、
ギ
l

ル
ケ
は
か
な
り
近
代
的
に
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
を
解
釈
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
単
に
中
世
を
賞
揚
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
は
言
い
切

れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
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Die Staatslehre Otto von Gierkes 

一一一Unterbesonderer Berucksichtigung seiner Verbandspersりnlich-

keitslehre und Naturrecbtslehre一一一

Yasuhiro ENDO * 

Ouo von Gierke (1841-1921) war ein Privatrechtswissenschaftl巴r，der versuchte， 

nicht die romische Korporationsth四 rie，sondern die germanische Korperschaftstheorie 

zu rehabilitieren. Seine Kりrperschaftstheoriekann nicht auf rechtswissenschaftliche 

und wirtschaftswissenschaftliche (nationalりkonomische)Probleme reduziert werden， 

sondern hatte damals auch politische Bedeutung. 

Die Forschungen zur Staatslehre Gierkes wurden hauptsachlich aus verfassungs-

geschichtlicher Sicht behandelt. Dabei wurde Gierke als widerspruchlicher Denk巳r

verstanden. Demnach erkannte er zwar die Zeitgebundenheit der sogenannten "Debatte 

uber den mittelalterlichen Staat"， konnte sie aber nicht uberwinden und hat eher zur 

Verstarkung der germanischen ldeologie beigetragen. Diese Auffassung ist zwar 

richtig， aber es geht hier nicht darum， diese Zeitgebundenheit mit dem Niveau der 

heutigen verfassungsgeschichtlichen Forschung zu vergleichen， sondem es geht um die 

Frage， wie er seine Staatslehre beeinflust von den Verhaltniss巴n seiner Zeit 

konstruierte， aufgrund seiner Schriften (insbes. Johannes Althusius und die Ent-

wicklung der naturrecht/ichen Staatstheorien， Breslau， 1880) zu kl通ren.Dabei sollen 

seine Verbandspers出 lichkeitslehreund Naturrechtslehre besonders berucksichtigt 

werden. Einerseits hob er Existenz und Eigenwert der Verbandspersりnlichkeithervor. 

Anderseits bestatigte er， dass di巴 deutschenNaturrechtslehren die Wertsch温tzungder 

individuellen Grundrechte forderten. Auf den erst巴nBlick sehen beide Lehren wider-

spruchlich aus. ln diesem Aufsatz wird dargestellt， wie er den Widerspruch zwischen 

beiden aufzuheben versuchte. 

1m ersten Kapitel wird seine Verbandspersりnlichkeitsl巴hrein bekanntem Rahmen， 

ネPh.DCandidate， Graduat巴Schoolof Law， Hokkaido University 
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d.h. in jenem der dialektischen Bewegung von der Genossenschaftsidee und 

Herrschaftsidee， erklart. Dort bekennt sich Gierke zum Verband， in dem es Gliedperson-

lichkeit und Organpersりnlichkeitgibt und die Beziehungen zwischen dem Verband 

und beid巴nPersonlichkeiten zu "Rechtsverhaltnissen" erhoben werden. Er vertritt die 

Auffassung， dass der Inhalt dieser "Rechtsverh忌ltnisse"von der "Verfassung"， die der 

GliedpersonlichJ正eitdie MitgJiedschaft und der Organpers出 lichkeitdie Kompetenzen 

zugewiesen habe， bestimmt wird. Er meint weiters， dass Genossenschaftsidee und 

Herrschaftsidee durch "die neu erwachte Genossenschaftsidee" zu einer inneren Einheit 

gebracht worden s鈴悶el悶len白印n.In di民es児悶E町mZus幼拙a副I即I

Inhalt d 巴er"Rech加ltS釘ver巾h鳩a訓ltniおsse"und der "可、neuer開wacht旬enGe印noss巴叩nschafl食t臼凶s討id巴e"n凶l凶icht11 t 

genau 

1m zweiten Kapitel wird seine Lehre von d巴rGeschichte der politischen Theorie er-

kl通nund seine positive Einsch通tzungder deutschen Naturrechtslehren (hauptsachlich 

der von Althusius) darg巴stellt.Gierke sch通tztedie deutschen Naturrechtslehr巴naufgrund 

der folgenden vier Punkte. Erstens hatten sie zur Rationalisierung und S泳ularisierung

der politischen Theorie beigetragen. Zweitens hatten sie den Staat durch den 

Gesellschaftsvertrag von den lndividuen abgeleitet und ein unantastbares Reich von 

lndividualrechten gesichert. Drittens h詰ttensie das freie Assoziationsprinzip entwickelt 

und den Zwischenverb如denso gut wie dem Einzelmenschen und dem Staat eine 

naturrechtliche Sph語regesichert. Dieses "freie Assoziationsprinzip" war nichts anderes 

als der konkret巴 Inhaltjen巴r"neu erwachten Genossenschaftsidee" (Kap. 1). Viertens 

hatten sie in den lahrhunderten einer absolutistischen Gesetzgebung die den Staat 

bindende Rechtsgedanken etabliert. Aber gleichzeitig kritisiert Gierke die deutschen 

N aturrechtslehr巴n in den folgenden drei Punkten. Erstens h詰tt巴n sie in ihrer 

Entwicklung nach Althusius die Staatsfunktionen auf den gericht1ichen Schutz der 

Naturrechte reduziert. Zweitens sei die auf naturrechtliche Vertrage aufbauende Beschr:如、

kung des Staatshoheitsrechts nicht hinreichend gewesen， da das Staatshoheitsrecht auf 

da吋 ffentlicheWohl gegrundet sei. Drittens hatten sie das Ende der Verbandspers出 lich・

keit bed巴utet，weil Verbande， die g巴maβdem"freien Assoziationsprinzip" konstituiert 

worden waren， nichts mehr a1s Summen von Individuen gewesen seien 

1m dritten Kapitel wird erl加tert，wie diese drei Kritikpunkte (Kap. 2) uberwunden 

wurden. Dabei wird zunachst das Prinzip der Gewaltenteilung (Montesquieu) 
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angewandt. Dadurch wird die formale staatliche Allmacht， die dem Recht uberlegen 

sei， durch das gesetzgebend巴 Organrepr通S巴ntJe此.Eine wirkungsvolle Beschrankung 

der Staatsgewalt wird auch durch die Bindung der Verwaltung an das Recht巴汀eicht.

Weiters spricht Gierke dem Rechtsbewusstsein des Volkes eine fundamentale 

normative Verbindlichkeit zu. Er erkennt femer die Existenz einer Verfassung an. 

Dabei versteht er das Recht nicht als Gesamtwille， dass etwas sein sollte， sondem als 

Gesamtuberzeugung， dass etwas war. Das gesetzgebende Organ wird durch das 

richterliche Prufungsrecht einer verfassungsm誌.sigenKontrolle unt巴rzogen.Auf diese 

Weise versucht er， eine neue Rechtsform (Verfassungsrecht) ， welche di巴 alt巴

Zersplitterung des Rechts zwischen Naturrecht und positives Recht in einer hりheren

Einheit vereinigen sollte， aufzubauen und den Rechtsschutz des Volk，巴smit der 

Allmacht der Staatsgewalt zu vereinbaren. Diese Verfassung entspricht "der Ver-

fassung" im ersten Kapitel. Dabei wird nicht der Begriff der Stellvertretung (d.h. "die 

Vertretung einer Person durch eine andere Person und so des Ganzen durch das 

Ganze")， sondem der Begriff der Organschaft (d.h. "die Vertretung einer Gesamtperson 

durch ihre verfassungsmassig berufenen Gliedp巴rsonenund so des Ganzen durch einen 

Teil") eingefuhrt. Deshalb kann das Konzept der Verbandspersonlichkeit weiter-

bestehen， obwohl das Prinzip der Gewaltenteilung zur Anwendung kommt. Denn 

Gesetzgebung， Verwaltung und Justiz repi詰sentierenden Staat nur innerhalb ihrer 

Kompetenzen. 

Das Konzept der Verbandspersりnlichkeit，das sowohl Elemente des Ge-

nossenschaftsprinzips als auch des Herrschaftsprinzips enth詰ltund beide Prinzipien auf 

die obengenannte Weise vereint， war der eigentliche lnhalt seiner Genossen-

schaftslehre. Bei dieser logischen Zusammensetzung beruft er sich auf eine sehr 

gewagte Auslegung der deutschen Naturrechtslehren， deren Grundlage er in der 

Naturrechtslehre von Althusius sieht. Deshalb kann man seine Genossenschaftslehre， 

die sich als die dialektische B巴wegungvon Genossenschaftsidee und Herrschaftsidee 

erklart， besser verstehen， wenn man seine Auseinandersetzung mit den Naturrechts-

lehren ausfuhrlich verfolgt. Durch die Besch詰ftigungmit seiner Genossenschaftslehre 

sollen auch j巴ne詰lterelnterpretationen seiner Staatslehre， z.B. die von Carl Schmitt， 

revidie 
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